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○午前 ９時３０分開会 

○石田（秀）委員長  ただいまより、決算特別委員会を開きます。 

 委員会の審査に先立ちまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 本委員会は、去る９月１９日の本会議におきまして３４名の委員により設置されました。これまでと

同様に理事会を設置し、計画された審査日程等に基づいて、令和６年度各会計決算の審査を行うもので

あります。 

 このたび、委員長の大役を皆様方のご推挙により私が仰せつかり、重責を担うことになりました。幸

いにして各会派より優秀な副委員長、また理事の方々が選出されましたので、皆様と一致協力いたしま

して、誠心誠意、全力を尽くしてまいる所存でございます。私の記憶でもう二十何年間やっております

けれども、予算特別委員会、決算特別委員会と、連続して委員長をやるのは初めてだと思っております

が、ぜひ皆さん、活発な議論をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。また理事

者の皆様にも、いろいろな質問が来ると思いますが、ぜひ的確な、明快な形で、少し短めにやっていた

だけると助かると思いますが、そのほうが質問するほうも時間が取れますので、ぜひその点にも配慮し

ていただいて、「これはもう大変だ」と思うものは、あえて長くしていただいても構いませんので、そ

ういうことも踏まえながらやっていただければと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、ぜひこの７日間、よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから着席のまま発言させていただきます。 

 引き続きまして、区長より発言を求められておりますので、よろしくお願いいたします。 

○森澤区長  おはようございます。決算特別委員会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げま

す。 

 本日からご審査いただきます令和６年度予算は、全区民アンケートの調査結果の分析から、真に区民

の幸せに資する施策へ大胆かつ戦略的に予算配分し編成したウェルビーイング予算に基づくものであり

ます。新たな施策として、学用品の完全無償化、災害に備えた携帯トイレの全世帯への無償配布、介護

人材確保のための区独自の手当の創設などを政策パッケージとして打ち出し、多様化する区民ニーズに

応えるべく取り組んできた各施策の成果を、決算という側面からご審議いただきたく、よろしくお願い

いたします。 

 他方、今後、来年度に向けた令和８年度予算案の編成が山場を迎えます。限られた財源を最大限に活

かすためには、常にこれまでの事業の不断の検証、見直し、アップデートを図っていく必要があります。

委員の皆様には、議論の充実に資するよう、事務事業評価シートもお示ししているところであります。

新たな施策を展開するためには、それを支える財源などのリソースの確保が不可欠であります。本委員

会では、委員の皆様から率直なご意見を頂き、区民のニーズと時代の変化を捉えたスクラップ・アン

ド・ビルドにより、既存事業を大胆に見直す機会にもしていきたいと考えております。それにより、区

民の幸せ、ウェルビーイングに資する予算へと、より一層磨き上げてまいりたいと考えております。 

 本日から始まる審議の中で、ぜひ前向きなご指摘や提案を頂き、今後の施策展開や予算編成に反映し

てまいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

○石田（秀）委員長  それでは、当委員会の運営につきまして、あらかじめ理事会で種々協議いたし

ました結果、お手元に配付の資料「決算特別委員会の運営について」を作成いたしました。 

 これより、筒井副委員長がご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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○筒井副委員長  決算特別委員会の運営につきまして、お手元の資料によりご説明いたします。 

 まず、第１項、理事および理事会の設置につきましては、本委員会を円滑に運営するため設置された

ものであります。組織および協議事項は資料のとおりでございます。 

 次に、第２項、審査日程につきましては、審査日数を７日間とし、その日に予定した審査は、終了予

定時間を超えても完結することとし、審査日程の変更は致しません。具体的な審査日程は、お手元に配

付いたしました日程表のとおりでございます。 

 次に、第３項、開会、閉会および休憩につきましては、資料のとおりでございますが、特に開会時間

は、審査促進のため、定刻開会に一層のご協力をお願いいたします。 

 次に、第４項、款別審査の質疑等についてでございます。各会派におかれましては、あらかじめ定め

た質問時間の枠の範囲内で質問者をお決めいただき、前日までに、副委員長または理事を通じて、委員

長に通告をお願いいたします。無所属の委員が質問する場合も同様となります。 

 なお、質問時間は、会派におかれましては、１人当たりの質問時間は、答弁時間も含めて、 

１０分、１５分、２０分のいずれかとし、無所属の委員は、答弁時間も含めて１日につき１０分となり

ます。 

 質疑の際は、必ず最初に記載ページおよび質問項目をお示しください。また資料を提示される場合は、

パネル等の取扱い基準にのっとり、事前に委員長にお申し出の上、あらかじめ許可を得ている旨を一言

添えてください。 

 終了時間のお知らせにつきましては、残り時間がなくなった時点で振鈴を２回鳴らしますので、質問

の途中でありましても、直ちに取りやめていただきます。 

 関連質疑につきましては、委員長の許可により、５分以内で行うことを可能とし、終了時間のお知ら

せにつきましては、残り時間がなくなった時点で振鈴を２回鳴らします。 

 また、１日に複数の項目を審査する場合は、一括説明、一括質疑の運営形態といたします。 

 次に、第５項、総括質疑につきましては、例年と同様に、特に政策的な質疑をお願いいたします。な

お、質疑は、別に用意いたします質問者席で行い、質疑の順序は大会派順といたします。また、理事者

におかれましては、総括質疑という性質上、原則として部長級以上および財政課長が答弁されますよう、

お願いいたします。 

 最終日は、総括質疑の終了後、各会派の意見表明、表決という手順で進めることとなります。 

 次に、第６項、委員会傍聴の取扱いにつきましては、５階の理事者控室に当委員会の音声を放送いた

します。 

 次に、第７項、資料要求につきましては、理事会で協議の上、必要な資料を要求し、既に 

ＳｉｄｅＢｏｏｋｓに資料を登録しております。 

 以上で、委員会の運営につきましての説明を終わります。ご協力のほど、重ねてよろしくお願いいた

します。 

○石田（秀）委員長  説明が終わりました。 

 ただいまの説明について、ご質疑等がございましたら、ご発言願います。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○石田（秀）委員長  よろしいですね。ご質疑等がないようでございますので、以上の説明について、

全てご了承を得たものとして決定し、それに沿って運営させていただきます。 

 それでは、審査に先立ち、令和６年度決算の概要および財務４表について、説明をお願いいたします。 



－7－ 

○品川会計管理者  おはようございます。本日から決算特別委員会、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 私から、まず一般会計決算の概要と地方公会計制度に基づく財務諸表についてご説明申し上げます。 

 最初に一般会計決算の概要からご説明申し上げます。令和６年度品川区各会計歳入歳出決算書

の５２３ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。 

 歳入総額は２ ,１６４億４ ,４８８万７０３円で、対前年度７ .９％、金額にしまして 

１５９億１,５５７万２８９円の増であります。 

 歳出総額は２ ,０９７億３１万１ ,５７４円で、対前年度８ .０％、金額にしまして 

１５５億４,４７４万３,０４１円の増であります。 

 その下、歳入歳出差引額は６７億４,４５６万９,１２９円で、これから翌年度へ繰り越すべき財

源、１億３,８１１万２,６６０円を差し引いた実質収支額は、６６億６４５万６,４６９円で、黒字決

算となりました。 

 以上で概要の説明を終わります。 

 続きまして、地方公会計制度に基づく財務諸表についてご説明させていただきます。５１５ページを

ご覧ください。 

 財務諸表につきましては、一般会計と各会計合算と表記しておりますが、説明は一般会計の数値でさ

せていただきます。 

 初めに貸借対照表ですが、こちらは現時点の資産を示す表となっております。 

 表の左下、資産の部合計は２兆３,６６０億円余で、基金および施設建設などによる固定資産の上昇

により増加しております。 

 表の右上、負債の部は２９０億円余で、将来の区民負担を示すものであり、特別区債の増加により前

年増となっております。 

 表の右側中段から下、正味財産の部は２兆３,３６９億円余で、１５８億円余の増。こちらは、実質

的な財産価値を示しております。正味財産比率は９８.８％と高く、将来世代への負担なく、社会資本

の形成がされていることが分かります。 

 続きまして、５１６ページをお願いします。 

 行政コスト計算書は、一会計期間の収支を明らかにする表であります。表の上段、行政収入では特別

区財政調整交付金が５７億円余の増、表の中段、行政費用では物件費や扶助費が上昇しております。表

の下段、当期収支差額は１４７億円余で、前年より９７億円余の増であります。 

 続きまして、５１７ページをお願いいたします。 

 キャッシュフロー計算書は、一会計期間における、行政サービス、社会資本整備等投資、財務の３つ

の活動分野の現金収支を表示した表になります。表の左下、行政サービス活動収支差額が２０４億円余

となっておりまして、この黒字部分を社会資本整備に回せていることが分かります。また、表の下、形

式収支が６７億円余となっており、前年よりも現金が４億円余増加してございます。 

 最後に５１８ページをお願いいたします。 

 正味財産変動計画書は、貸借対照表の正味財産の部の一会計期間の増減を要因別に表示したものでご

ざいます。表の右下、当期末残高の合計が、５１５ページの貸借対照表の右下になります正味財産の部

の合計と一致するものでございます。 

 また、５１９ページには、財務諸表に係る注記を載せております。 
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○石田（秀）委員長  以上で、令和６年度決算の概要および財務４表についての説明を終わります。 

 次に、決算統計上の数値および財政健全化法に基づく各指標について発言を求められておりますので、

説明をお願いいたします。 

○加島財政課長  それでは私から決算状況につきまして、決算統計上の数値および財政健全化法に基

づく各指標についてご説明させていただきます。 

 令和６年度主要施策の成果報告書の７４ページをお開きください。決算状況一覧表でございます。 

 こちらの一覧表は、全国の自治体を同じ基準で比較できるように、地方財政状況調査、いわゆる決算

統計として、計算方法や様式が統一のものとなっております。こちらに記載されている数字でございま

すが、普通会計となっており、先ほど会計管理者から説明がありました数値と若干異なる項目もござい

ます。 

 初めに決算状況の概略ですけれども、令和６年度におきましても、主要な財政指標の数値は良好で、

引き続き財政の健全性を維持している決算状況となっております。 

 ７４ページ左上、上から２つ目の表をご覧ください。令和６年度の歳入総額Ａにつきまして

は、２,１６０億２,３３９万５,０００円で対前年度比７.９％の増、その下、歳出総額Ｂにつきまして

は、２,０９２億７,８８２万６,０００円で８.０％の増となっております。その下、歳入歳出差引額Ｃは 

６７億４,４５６万９,０００円で、こちらの金額が普通会計の形式収支でございます。その下、翌年度

に繰り越すべき財源Ｄにつきましては１億３ ,８１１万３ ,０００円で、実質収支Ｅは  

６ ６ 億 ６ ４ ５ 万 ６ ,０ ０ ０ 円 で ご ざ い ま す 。 そ の 下 の 単 年 度 収 支 Ｆ に つ き ま し て は 、  

７億１,２２６万３,０００円でございます。 

 右側の７５ページをご覧ください。 

 左上の歳入でございますけれども、初めに一般財源ですが、１行目、特別区税につきまして

は、５８６億６,８６３万２,０００円で、納税義務者数の増加などにより１.９％の増であります。 

 その５行下、地方消費税交付金は１２８億６,２７０万９,０００円で、４.９％の増でございます。 

 さらに５行下、特別区財政調整交付金につきましては４９８億７,４３７万９,０００円

で、１２.９％の増でございます。 

 さらに４行下をご覧ください。一般財源の計は１,２８５億３,４６８万５,０００円で、９.３％の増

となっております。 

 表の一番下から１行上、特定財源の計につきましては、８７４億８,８７１万円で６.０％の増となっ

ております。 

 次に、表右側の性質別歳出をご覧ください。 

 一番上の人件費につきましては１５.３％の増で、退職金の発生等によるもの、３行下の扶助費につ

きましては３.７％の増で、定額減税補足給付金や公定価格の上昇による区内私立保育園経費の増など

によるものでございます。 

 以上によりまして、４行下の義務的経費の計は７.５％の増でございます。 

 続きまして、表の一番下から空欄を除きまして１行上、投資的経費の計は１４.８％の減で、総合区

民会館や品川歴史館の大規模改修の完了等によるものでございます。 

 次に、左下の目的別歳出になります。構成比が高い順に、民生費が４９.９％、教育費は1４.２％、

以下、総務費、土木費、衛生費の順となっております。 

 恐れ入ります。７４ページに戻りまして、上から２つ目の表の右側をご覧ください。表の下から５行
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目になります。こちら、実質収支比率につきましては５.４％で０.２ポイントの増、１行下、経常収支

比率は７８.１％で１.３ポイントの増となります。 

 １ 行 下 の 地 方 債 現 在 高 に つ き ま し て は 、 １ ４ ３ 億 ６ , ６ ４ ５ 万 ６ , ０ ０ ０ 円 で 、 

１億６５１万４,０００円の増となっております。 

 ページ一番下の表の右側、積立金の状況でございますが、一番下の行、令和６年度末現在高の合計

は１,０３７億１,９５２万６,０００円で、９１億８,７４４万６,０００円の増となっております。 

 以上で、決算状況一覧表の説明を終わります。 

 続きまして、財政健全化判断比率についてご説明をさせていただきます。別紙の報告第２８号をご覧

いただければと思います。 

 こちらにつきましては、地方公共団体財政の健全化に関する法律に基づき、４つの指標を公表し、そ

れぞれ設定された基準を上回った場合には、健全化計画財政再生計画を策定する義務が各自治体に課せ

られているものでございます。 

 １ページ目をご覧ください。上段の表の健全化判断比率でございます。 

 初めに実質赤字比率でございますが、標準財政規模に対する一般会計等の実質赤字額の比率を表して

おります。算出しました数字は、一般会計が黒字であるため横棒の表示となっており、実際の数値はそ

の下の段に括弧書きに表記させていただいております。マイナス５.４２％でございます。早期健全化

基準１１.２５％および財政再生基準２０％が基準値となっており、品川区の数値は基準値と比べまし

て、かなり低い数値であり、良好な財政状況であることを示しております。 

 次に連結実質赤字比率ですが、標準財政規模に対する一般会計と特別会計を合わせた全会計の赤字額

比率です。全会計とも黒字でございますので横棒の表示となっており、実際の数値につきましては、マ

イナス６.９０％です。早期健全化基準１６.２５％、財政再生基準３０％で、全会計を合わせましても

良好な財政状況であることを示しております。 

 ３つ目、実質公債費比率です。これは、標準財政規模等に対する借入金の返済額等の過去３年間の平

均比率です。この項目はマイナスでも表記することと定められておりますので、公式比率の欄はマイナ

ス３.０％となっております。早期健全化基準２５％、財政再生基準３５％で、良好な数値となってお

ります。 

 最後に将来負担比率でございますが、これは標準財政規模等に対する一般会計等が将来負担すべき実

質的な負担を基金等から差し引いた額の比率で、数値につきましてはマイナス９２.９％となっており

ます。早期健全化基準は３５０％であり、基準と比べまして、こちらもかなり低い数値であり、良好な

状況となっております。 

○石田（秀）委員長  以上で、決算統計上の数値および、財政健全化法に基づく各指標についての説

明が終わりました。 

 それでは、令和６年度品川区一般会計歳入歳出決算を議題に供します。 

 本日の審査項目は、歳入全般、そして歳出のうち、第１款議会費、第８款公債費および第９款予備費

といたしますので、ご了承願います。 

 それでは、これより、本日予定の審査項目の全てを一括して説明願います。 

○品川会計管理者  それでは私から一般会計の歳入についてご説明申し上げます。恐れ入りますが、

決算書の５２ページをご覧ください。 

 第１款特別区税は、予算現額、こちらは左から２列目の計の部分になります。こちらで、金額
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が５６６億５,８００万円であります。 

 それから４列右に移っていただきまして、収入済額です。５８６億６,８６３万１,７７７円で、収入

率は１０３.５％、対前年度１１億１,２４６万５,２６２円、１.９％の増であります。各項目の収入済

額につ きま しては 、 １項特 別区 税は５ ５ １億７ , ８９８ 万３ , ９１１ 円で 、対前 年度 

１１億７,５８７万７,１９６円、２.２％の増であります。 

 ２項軽自動車税は１億４,９６４万５,４０４円で、対前年度２５０万９,６０２円、１.７％の増であ

ります。 

 ５４ページをお願いいたします。３項特別区たばこ税は３３億４,０００万２,４６２円で、対前年

度６,５９２万１,５３６円、１.９％の減であります。 

 第２款地方譲与税は、予算現額５億５,７００万円、収入済額は５億７,４８９万４,０００円で、収

入率は１０３.２％、対前年度２５万４,０００円の増であります。 

 ５６ページをお願いいたします。第３款利子割交付金は、予算現額３億円、収入済額は３億 

２４５万７,０００円で、収入率は１００.８％、対前年度８,６２７万４,０００円、３９.９％の増で

あります。 

 第４款配当割交付金は、予算現額１２億円、収入済額１５億６,１６５万８,０００円で、収入率

は１３０.１％、対前年度４億９３３万４,０００円、３５.５％の増であります。 

 第５款株式等譲渡所得割交付金は、予算現額１０億円、収入済額は２２億８,４３２万７,０００円で、

収入率は２２８.４％、対前年度１０億４,１２４万５,０００円、８３.８％の増であります。 

 ５８ページをお願いいたします。第６款地方消費税交付金は、予算現額１１５億円、収入済額

は １ ２ ８ 億 ６ , ２ ７ ０ 万 ９ , ０ ０ ０ 円 で 、 収 入 率 は １ １ １ . ８ ％ 、 対 前 年 度 

６億３４３万１,０００円、４.９％の増であります。 

 第７款環境性能割交付金は、予算現額１億９,０００万円、収入済額は２億１,１３０万９,９４７円

で、収入率は１１１.２％、対前年度４,９６５万１,７１９円、３０.７％の増であります。 

 第 ８ 款 地 方 特 例 交 付 金 は 、 予 算 現 額 ２ １ 億 ６ , １ ６ １ 万 ７ , ０ ０ ０ 円 、 収 入 済 額 

２１億６,１６１万７,０００円で、収入率は１００％、対前年度１９億２,９１５万１,０００円、 

８２９.９％の増であります。 

 第９款特別区交付金は、予算現額４６８億円、収入済額は４９８億７,４３７万９,０００円で、収入

率は１０６.５％、対前年度５７億４４８万２,０００円、１２.９％の増であります。 

 ６０ページをお願いいたします。１目普通交付金は、収入済額４６９億７,９０９万５,０００円で、

対前年度４９億６,９７２万２,０００円、１１.９％の増であります。 

 ２目特別交付金は、収入済額２８億９,５２８万４,０００円で、対前年度７億７７６万

円、３２.４％の増であります。 

 第１０款交通安全対策特別交付金は、予算現額３,１００万円、収入済額は３,２７０万２,０００円

で、収入率は１０５.４％、対前年度マイナス９２万６,０００円、２.８％の減であります。 

 第１１款分担金及び負担金は、予算現額２０億２０８万６ ,０００円、収入済額は 

１９億６,０２６万９,２５８円で、収入率は９７.９％、対前年度１億２,８４６万６７１円、７％の増

であります。主なものは、保育園保育料、公害健康被害補償費負担金であります。 

 ６ ４ ペ ー ジ 中 段 を お 願 い い た し ま す 。 第 １ ２ 款 使 用 料 及 び 手 数 料 は 、 予 算 現 額 

４５億９,４２８万３,０００円、収入済額４５億５,１２９万３,２７４円、収入率は９９％、対前年



－11－ 

度５,１２８万２,３５２円、１.１％の増であります。 

 １項使用料は、収入済額３８億３,４４８万８,４０３円、対前年度１,９４４万８,６６２円、 

０.５％の増であります。主なものは、学校施設使用料、区民住宅使用料であります。 

 ８０ページをお願いいたします。２項手数料は、収入済額７億１,６８０万４,８７１円で、対前年

度３,１８３万３,６９０円、４.６％の増であります。主なものは、廃棄物処理手数料、戸籍証明手数

料であります。 

 ８ ８ ペ ー ジ 、 下 段 を お 願 い い た し ま す 。 第 １ ３ 款 国 庫 支 出 金 は 、 予 算 現 額 

３４１億９３８万３,０００円、収入済額３２３億４２２万５,６１５円、収入率は９４.７％、対前年

度２２億８,２２４万９,１９８円、７.６％の増であります。 

 １ 項 国 庫 負 担 金 は 、 収 入 済 額 ２ ３ ７ 億 ７ , ３ ７ ３ 万 ５ , ８ ９ ８ 円 、 対 前 年 度 

１２億２,７９６万４,９８１円、５.４％の増であります。主なものは、児童手当給付金、児童保育費

であります。 

 ９２ページをお願いいたします。２項国庫補助金は、収入済額８５億４８１万９,５９０円、対前年

度１０億３,６３９万６,９７２円、１３.９％の増であります。主なものは、スマートウェルネス住宅

等推進事業補助金、デジタル基盤改革支援補助金であります。 

 続 き ま し て 、 １ ０ ６ ペ ー ジ を お 願 い い た し ま す 。 第 ３ 項 国 庫 委 託 金 は 、 収 入 済 額 

２,５６７万１２７円、対前年度１,７８８万７ ,２４５円、２２９.８％の増であります。 

 １０８ページをお願いいたします。第１４款都支出金は、予算現額２４５億７,９７８万３,０００円、

収 入 済 額 ２ ４ ２ 億 ６ , ３ １ １ 万 ６ , ９ ３ １ 円 、 収 入 率 は ９ ８ . ７ ％ 、 対 前 年 度 

１８億５,８９１万８,３９６円、８.３％の増であります。 

 １項都負担金は、収入済額７２億７,９３２万７,１５８円、対前年度５億９,１６６万８８２円、 

８.８％の増であります。主なものは、児童保育費、児童手当給付金であります。 

 １１２ページをお願いいたします。２項都補助金は、収入済額１５３億９,３２０万９,１９９円、対

前年度８億５,６４２万１,８９７円、５.９％の増であります。主なものは、物価高騰対策重点支援地

方創生臨時交付金、公立学校給食費負担軽減事業補助金、保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金

であります。 

 １４０ページをお願いいたします。３項都委託金は、収入済額１５億９,０５８万５７４円、対前年

度４億１,０８３万５,６１７円、３４.８％の増であります。主なものは、衆議院議員選挙費、都知事

選挙費であります。 

 １４４ページ下段をお願いします。第１５款財産収入は、予算現額８億１,３９２万６,０００円、収

入 済 額 は ８ 億 ５ , ７ ７ ８ 万 ３ , ９ ８ ９ 円 、 収 入 率 は １ ０ ５ . ３ ％ 、 対 前 年 度 

３,１１５万９,２４９円、３.８％の増であります。主なものは、公共施設整備基金利子、義務教育施

設整備基金利子であります。 

 １４８ページの中段をお願いします。第１６款寄附金は、予算現額２７億５,３６７万３,０００円、

収入済額は２７億１７４万１,００４円、収入率は９８.１％、対前年度２４億２,６８２万９７１円、 

８８２.７％の増であります。主なものは一般寄附金であります。 

 １ ５ ０ ペ ー ジ の 下 段 を お 願 い い た し ま す 。 第 １ ７ 款 繰 入 金 は 、 予 算 現 額 

１６１億３,７０３万７,０００円、収入済額は４６億８,２９４万１,１１７円、収入率は２９％、対前

年度マイナス２６億９,０１６万６,２３０円、３６.５％の減であります。主なものは、公共施設整備
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基金、義務教育施設整備基金からの繰入金であります。 

 １５２ページ、下段をお願いいたします。第１８款繰越金は、予算現額６３億７,３７４万９５０円、

収 入 済 額 ６ ３ 億 ７ , ３ ７ ４ 万 １ , ８ ８ １ 円 、 収 入 率 は １ ０ ０ ％ 、 対 前 年 度 マ イ ナ ス 

２億４２４万２,４８７円、３.１％の減であります。 

 １５４ページをお願いいたします。第１９款諸収入は、予算現額８８億１,４８３万３,０００円、収

入 済 額 ９ ０ 億 ８ , ５ ０ ８ 万 ２ , ９ １ ０ 円 、 収 入 率 は １ ０ ３ ％ 、 対 前 年 度 、 

３２億２,７７２万６,１８８円、５５.１％の増であります。 

 １項延滞金、加算金及び過料は、収入済額３,４５６万６,２４０円、対前年度マイナス 

２４７万６,３９４円、６.６％の減であります。 

 ２項特別区預金利子は、収入済額１４万円で前年度と同額であります。 

 ３ 項 貸 付 金 元 利 収 入 は 、 収 入 済 額 ５ 億 ２ , ２ ０ ４ 万 ５ , ２ ８ ６ 円 、 対 前 年 度 

５,６７１万７,０２９円、９.７％の減であります。 

 １５８ページの下段をお願いします。４項受託事業収入は、収入済額３７億４,１７６万２,７４３円、

対前年度１３億９,４０１万３,９１１円、５９.３７％の増であります。 

 １６０ページの下段をお願いいたします。５項収益事業収入は、収入済額９億３０２万６,６０４円、

対前年度５３万１,３７４円、０.０５％の増であります。 

 １６２ページをお願いいたします。６項雑入は、収入済額３８億８,３５４万２,０３７円、対前年

度１８億９,２３７万４,３２６円、９５.３％の増であります。 

 １７０ページをお願いいたします。第２０款特別区債は、予算現額１４億円、収入済額は 

１１億３,０００万円、収入率は８０.７％、対前年度マイナス２１億３,２００万円、６５.４％の減で

あります。主なものは学校施設整備費であります。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出のご説明を致します。 

 初めに議会費です。１７２ページをご覧ください。 

 第１款議会費は、予算現額８億４,７３９万７,０００円、支出済額８億６１９万８,４４２円、執行

率は９５.１％、対前年度１７７万８,５７６円、０.２％の増であります。 

 恐れ入りますが、４０４ページまで飛んでいただきたいと思います。第８款公債費は、予算現額 

１２億１,１４４万６,０００円、支出済額は１１億７,６６０万５,１１７円、執行率は９７.１％、対

前年度８,６０８万６,１３５円、７.８％の増であります。 

 ４０６ページをお願いいたします。第９款予備費には支出済額はございません。 

○石田（秀）委員長  以上で、本日の審査項目の全ての説明が終わりました。 

 本日は、２９名の方の通告を頂いております。それぞれの持ち時間の中で、活発なる質疑をお願いい

たします。 

 なお、質疑に際しましては、必ず最初に記載ページおよび質問項目をお示しいただくとともに、答弁

に要する時間をご考慮の上、ご質問されますよう、改めてお願いいたします。 

 それでは、これより質疑に入ります。 

 ご発言願います。まつざわ和昌委員。 

○まつざわ委員  おはようございます。本日より決算特別委員会が始まります。７日間、しっかりと

審議していきたいと思っていますので、どうかよろしくお願いいたします。 
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 歳入から、決算書の１５０ページ、ふるさと納税寄附金についてお聞きいたします。 

 初めに、令和６年度の一般会計の決算が実質収支６６億円を超える黒字になったことは、森澤区長を

はじめ、理事者の皆様の着実な行政運営のたまものであると大変感謝しております。 

 しかしながら、歳入増の大きな要因というものは、特別区税、また特別区の交付金かと思いますが、

これらは景気に左右されやすいものでございます。監査委員の意見書にもありました、歳入の伸張が顕

著な今だからこそと、将来への警鐘を鳴らしております。歳入が前年比の７.９％増と好調な一方で、

状況に応じて自由に使い道を変えられる財源を示す経常収支比率が７８.１％と、前年度より１.３％上

昇しております。お金の使い道が義務的な支出に縛られ、自由に動かせない備えというものも必要だと

考えます。 

 黒字の財源を、目先の課題のみへの対応ではなく、新庁舎建設、社会保障増といった、今後必ず直面

する大きな財政需要に対しまして、計画的に備え、投資していく考えなのか、まず教えてください。ま

た、ふるさと納税など、持続可能な自主財源を確保するための中長期的な財政戦略について、ご見解を

お聞かせください。 

○加島財政課長  まず、ご質問いただきました財政需要に対する計画的な備えというところですけれ

ども、ご質問の中にもございました新庁舎建設、それから将来的には施設の老朽化等を見据えた更新の

経費が、財政需要としては、まずハードの面で考えられるところでございます。そういったものに対し

まして、減災のための基金に計画的に積み立てていくこと、それからハード整備を目的とした公共施設

整備基金、義務教育施設整備基金に着実に積立てを行っていくことが重要だと考えております。また、

持続可能な財源、自主財源というところですけれども、ご質問の中にもございましたふるさと納税など

税外収入の確保はもちろんですし、都区財政調整制度におきまして、特別区があるべき使命を全うでき

るように、そういった財政の項目、需要の項目をきちんと反映していくことが重要だと考えているとこ

ろでございます。 

 また、一部、自主財源ではございませんけれども、事務事業評価によるスクラップの推進、それから

特定財源、国・都補助金等の積極的な活用といったもので、財政の健全化基盤の維持をしてまいりたい

と考えております。 

○まつざわ委員  整備基金の積立て、また自主財源ではないけれども、スクラップをしていくという

お話を理解しました。 

 そこで、決算書によりますと、ふるさと納税に含む寄附金全体の決算額、先ほど会計管理者からお話

がありました約２７億円は、前年比から８８２.７％と大変驚異的な伸びを記録いたしました。これは、

区の魅力向上と財源確保に向けた努力の大きな成果でございます。高く評価いたします。 

 この飛躍的な増収の主な要因をどのように分析されているでしょうか。また、その中で、ふるさと納

税制度が果たした役割と、今年度の取組の状況、今後の可能性についてお聞かせください。 

○藤村総務課長  寄附金全体についてというところのご質問でございます。 

 私のほうで、一般寄附金というところで、今回の２５億９,０００万円余というところで収入があっ

たところについてお答えいたします。 

 こちらについては、個人の方からご寄附を頂いたという形になっておりますが、区政の在り方という

か、方向性に共感を頂いて、区を応援したいというところで、こういったものを頂けたと考えておりま

す。 

○宮澤税務課長  私からは、ふるさと納税に関するご質問にお答えいたします。 
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 まず役割というところでございますけれども、令和７年度流出額が５９億６,０００万円に上ってい

るというところで、この流出額に歯止めをかけるために、積極的に区内の事業者等と連携しながら返礼

品を拡充しているところでございます。返礼品を通じまして区内の魅力を発信するとともに、税外収入

の確保、財源の確保の役割を果たしていると認識しているところでございます。 

 今年度の取組というところでございますけれども、返礼品を拡充していく中で、返礼品の品目は

約２００品目以上に上っております。９月２４日現在で、１億８００万円の寄附を頂いているというと

ころの状況でございます。取組として、品川区のふるさと納税の特設サイトの開設や、区内の学校法人

を応援する、しながわ団体応援寄附の受入れというのも開始しているというところでございます。 

 今後の部分というところでございますけれども、引き続き区内の事業者と連携しながら、体験型、ま

た商品型の返礼品の拡充を進めていくとともに、応援型でありますクラウドファンディングや団体応援

寄附の取組というのも含めまして、さらなる寄附の拡大について図っていくというところでございます。 

○まつざわ委員  ２５億円の寄附、応援したいという、なかなかすばらしい方が品川区にいらっしゃ

るのだなということと、やはり１億８００万円、寄附があったということは、本当にすばらしいことだ

と思っています。 

 また、ふるさと納税の強化というのが、今年度も大変しっかりされてきたということにも、非常に感

謝しております。でも、社会経済情勢に左右されない安定した財政基盤を築くためには多様な財源を確

保することが不可欠だと思っています。昨年度の子育て支援の取組に共感し、子どもたちの未来のため

といった２５億円の寄附です。そういったことに、区の事業、また取組に共感いただける方の寄附とい

うのは、新たな財源確保と同時に、品川区が持つ多様な資源の魅力発信にもつながる非常な取組だと思

います。 

 こうした観点から、これまで取り組んできた事業協働型寄附、先ほど税務課長からもお話がありまし

た、要はいわゆるガバメントクラウドファンディングといったことや、寄附の対象といった拡大の取組

を強化すべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。 

○宮澤税務課長  ふるさと納税の取組の中で、応援型としてクラウドファンディングというのも実施

しているところでございます。地域課題の解決などの事業に対しまして、共感や賛同を頂いて応援して

いただくものというところで、大きなメリットとして、返礼品がないものでございますので、区民の方

も寄附できるというところで、広報紙等を通じて区民の方にも応援していただくよう、ＰＲができると

いうところでございます。クラウドファンディングが、今年度、３事業で展開しているところでござい

ますけれども、区民の共感が得られやすい、応援したいと言ってもらえるような事業につきまして、各

課と調整しながら積極的に進めていきたいと思っております。 

 また、寄附の拡大というところで、先ほど申しました、しながわ団体応援寄附を、まず学校法人を対

象に始めているところでございますけれども、こちらに関しては、寄附の状況等を鑑みながら、社会福

祉法人または公益財団法人といった、区内で活動されている団体への拡大については、今後の状況を見

ながら検討していきたいと考えているところです。 

○まつざわ委員  ふるさと納税、またガバメントクラウドファンディング、この自主財源確保を専門

に担う部署のチームを設置して、推進体制を基本的に強化していかないと、自主財源の拡充というのは

難しいと思っています。 

 今年度から税務課にふるさと納税の専門部署が設置されたことは理解しています。より一層の財源確

保に向けまして、全庁的に情報を集約して、また戦略的に取り組む司令塔というものを置くべきと考え
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ますが、ご見解をお聞かせください。 

○宮澤税務課長  ふるさと納税の取組は、今年度４月より専任の係ということを新設して取り組んで

おります。また、４月より中間事業所への委託というのもしておりまして、事業者等の調整・管理はも

とより、外部の専門家としての意見ということで、他の自治体の動向や、ふるさと納税の市場のトレン

ドなど、専門的なところの助言も頂いているというところで、これらを含めまして、税務課長が司令塔

となって、現在、戦略的に取組を進めているというところでございます。[時間切れにより答弁なし] 

○石田（秀）委員長  次に、山本委員。 

○山本委員  本日からどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私からは、５２ページの特別区民税、６０ページの特別区財政調整交付金、関連して決算全般につい

て伺います。 

 まず、特別区民税について伺います。前年比で２.２％増加しています。１人当たりの税収増でしょ

うか、人口増でしょうか。要因をお教えください。品川区では今後、２０５１年まで人口が増える見通

しを立てておりますので、特別区民税は人口増に伴って増えていくという見通しでしょうか。ご見解を

お教えください。 

 また、特別区財政調整交付金は１２.９％と大幅に伸びております。理由をお聞かせください。 

○宮澤税務課長  区民税の増収要因のお問合せでございます。 

 まず１つ、大きいところとしては、納税義務者の増加ということで、令和５年度から令和６年度

で５,１００人ほどの納税義務者の増加、また、併せて高所得者層の増加というところも、前年と比べ

て２,２００人ほどの増加という状況で、単純に区民の方々の総所得を世帯数で割り戻した数値、１人

当たり、１世帯当たりの所得というところでも、やはり増加しているというところ、また、あとは収入

率の増加ということで、そういったところが要因となって増収となっているところでございます。 

○加島財政課長  私からは、財政調整交付金の状況についてお答え申し上げます。 

 まず、都区財政調整は今回、５７億円の伸びとなりましたけれども、まずは固定資産税の評価替え等

による財政調整財源の伸び、それから算定では、義務教育施設の建築工事単価の臨時的算定や区立児童

相談所の開設などによります基準財政需要額が増となったことによるものでございます。 

○山本委員  伸びているということで理解いたしました。 

 財政調整交付金は、配分割合が令和７年度に５５.１％から５６％へ引き上げられておりますので、

その分と、地価の上昇等も今後堅調であると思いますので、さらに伸びていくものと理解しております。

主要財源である特別区民税、財政調整交付金とも、今後も着実に推移するという見通しであるというこ

とを確認いたしました。 

 続いて、令和６年度決算において、翌年度への繰越額６７億円余とありますが、こちらはどのように

扱うのでしょうか。確認させてください。そして、執行されなかった残りの分ですので、この資金を原

資として住民税を減税するということはできないでしょうか。具体的には、本資金を原資に、次の予算、

令和８年度予算にて、住民税の均等割を一部または全部、減税することはできるのではないかと考えて

おります。減税するというと、減税する原資はどうするのかという議論になりますが、執行されなかっ

た残りの繰越分からであれば、原資としては問題ないのかなと考えております。いかがでしょうか。概

算額で結構ですので、均等割での徴収額を併せてお教えいただいた上でご見解を伺えればと思います。 

○加島財政課長  まず繰越金の取扱いですけれども、決算書にございます６７億円のうち、翌年度に

繰越しを致します１億３,０００万円を除いた６６億円が、令和７年度への繰越分ということになりま
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す。こちらにつきましては、地方財政法に基づきまして、地方公共団体は各会計年度におきまして、歳

入歳出決算剰余金を生じた場合におきましては、当該剰余金のうち２分の１を下らない金額を翌々年度

までに基金に積み立てる、または償還期限を繰り上げて地方債の償還の財源に充てなければならないと

されております。この理論に従いますと、我々は２分の１以上を積み立てていく、ないしは償還に充て

ていく必要があると考えているところでございます。 

 それから、減税のほうのお考えにつきましては、予算特別委員会でも一部、同趣旨のご質問を頂いた

ところではございますけれども、国策として、令和６年度は定額減税に取り組んだところではございま

すが、区としては、頂いた税金を財源といたしまして、区民のウェルビーイングに資する施策を積極果

敢にやっていくというところを趣旨としておりますので、私どもといたしましては、今、減税を行う考

えはございません。 

○宮澤税務課長  住民税の均等割部分でございます。 

 住民税均等割につきまして、令和６年度は６億９,５００万円余という形の金額になっています。均

等割自体が、区民税部分で３,０００円、都民税部分で１,０００円、合わせて４,０００円というもの

で、地域社会の会費という性質を持っていて、所得の大小にかかわらず、広く負担いただいているもの

でございます。 

○山本委員  繰越分については、２分の１未満のところで自由に使えるところがあるということは理

解いたしました。また、均等割についても６億円余の規模ということで、その一部または全部を減税に

充てるということも技術的にはできるのではないかと思いました。現在、幅広い国民や区民の皆様から

減税の声が上がっております。今年７月に名古屋市に会派で視察に伺いましたが、市独自の減税施策に

より消費喚起が進んだという住民アンケート結果もあると聞きました。基礎自治体としてできることを

率先して実施して、他自治体や国や都に波及させていくという姿勢は、子育て分野で率先した施策に取

り組んでいることに通じるものがあると考えております。幅広く平等に区民還元ができるという点で、

減税はよい手法であると考えます。子育て支援、障害者支援、高齢者支援など、特定の方々への支援に

加えて、このような平等な区民への還元策を組み合わせることは有効だと考えております。今後、ご検

討いただくことを要望いたします。 

 続けます。決算についてお聞きしますと、やはり要因や背景などが様々あり、こういうことを区民の

皆様に分かりやすく説明し、簡単に理解してもらえるようにすることは、関心を持ってもらい、区民参

画を促す上でとても重要であると考えております。先日の一般質問でもご要望いたしましたが、財政の

見える化をさらに前に進めてほしいと考えます。横浜市がウェブサイト上で財政の見える化ダッシュ

ボードを公開していて、とても分かりやすく伝えています。また、世田谷区では今後５年間の中期見通

しを半年ごとに見直しながら情報開示していて、将来の財政見通しを示しています。このように、他区

の好事例を研究していただきながら、品川区でも財政の見える化を進めてほしいと考えます。来年度に

ウェブサイトを見直す際に、併せて進めていただきたいと考えております。ご見解を伺います。 

○加島財政課長  ご提案いただきました、財政の見える化ダッシュボードの導入につきましては、今

ご紹介いただきました他自治体の動向、効果等を研究しながら、必要性、有効性等を考えてまいりたい

と考えております。 

 それから、世田谷区の例にございました将来の財政見通しというところですけれども、品川区では今

現在、総合実施計画で５年間の見通しを立てているところですが、こちらも調査・研究する中でどのよ

うな形が取れるのかというのは、今後考えてまいりたいと思っております。 
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○山本委員  ぜひ研究して前に進めていただきたいと思います。将来の見通しについては、計画でお

示しいただいておりますけれども、状況の変化によって機動的にアップデートしていくというところも

すごく大事だと思っておりますので、そういったところも併せてご検討いただきたいと思っております。 

 最後に、決算全般について伺います。令和６年度決算の、行政としての評価について伺います。 

○加島財政課長  令和６年度決算に関します総括というところですけれども、６年度の決算におきま

しては、歳入が約２,１６４億円、歳出が約２,０９７億円、一般会計ベースですけれども、歳入・歳出

ともに２,０００億円の規模を超えたところでございます。また、実質収支につきましても６６億円、 

４７年連続での黒字となっております。また、令和６年度決算におきましては、単年度の収支ですけれ

ども、７億１,２２６万３,０００円となりまして、３年ぶりの黒字となったところでございます。歳入

につきましては、先ほど個別に答弁申し上げましたとおり、財政調整の伸びが大きかったこともござい

ます。また、歳出につきましては、まず目下の物価高騰に対する事業者支援といたしまして、省エネル

ギー対策や業務改善設備更新助成の実施、また子育て世帯の経済的負担軽減の一環として、区立学校学

用品の無償化、また令和６年１０月には区立児童相談所の開設などが令和６年度の大きなトピックで

あったと考えております。また、何におきましても、令和６年１月１日に発生いたしました能登半島地

震におきましては、首都直下地震におけるリスクというのを間近に強い危機感として感じたところでご

ざいます。そういった中で、携帯トイレの全世帯への無償の配布や、マンションエレベーター用防災

チェアの無償配布といったこと、区として多くの防災対策に取り組みましたことは、基礎自治体だから

こそできる機動的な防災対策であったと考えております。 

 こういった機敏な動きを、令和７年度も引き続き維持しながら、各指標の財政の健全化を維持いたし

まして、これまでに培った財政基盤を活かして、引き続き区民のウェルビーイング向上に努めてまいり

たいと考えております。 

○山本委員  健全財政を維持しながら、様々な施策を講じていたということで理解いたしました。 

 令和６年度、ウェルビーイング予算３８億円を捻出されて実施されたというところですけれども、こ

の辺りについてもご評価をお聞かせください。 

○加島財政課長  令和６年度のウェルビーイング予算というところですけれども、先ほど申し上げた

施策以外に。高齢者・障害者というところの分野では、高齢者の補聴器購入助成に係る所得制限の撤廃、

それから障害者の超短時間就労のマッチング、さらにはＬＧＢＴＱ支援のための相談体制なども開設さ

れたところでございます。 

 こちらは、令和６年度ウェルビーイング予算４つの柱に基づいて取り組んできたところではございま

すけれども、昨年度中に実施いたしました世論調査では、幸せだと感じている、やや幸せだと感じてい

るという方が８割半ばを超えまして、区民の幸福実感度というものが、前年度比で７.９ポイント上昇

するといった結果が、区としての行政の評価であると受け止めております。 

○山本委員  区民の幸福度合いということで、全体的に満足度が高まっているということで理解いた

しました。全体で高まっているというところではあるのですけれども、各施策に対する効果検証を、そ

れぞれしっかりと進めてほしいと考えております。 

 財政が堅調で増収基調ということで、使えるお金はそれなりにあるという中で、それぞれをどう使う

かというのがすごく大事なのかなと思っておりまして、特に費用対効果を意識して、さらに効果が高ま

るような施策のブラッシュアップを進めていただきたいと思っております。この辺りは歳出の款別審査

でもそれぞれ確認させていただきたいと思っております。 
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 それから健全財政のところで言いますと、ここまで非常に健全であると思っておりますが、今後は新

庁舎整備というところで負担額も増えてまいりますので、今後のかじ取りが大事だと思っておりますの

で、先ほど申し上げました将来の財政見通しなどを分析しながら、健全財政が維持できるように進めて

いただきたいと思っております。コメントがあればお願いいたします。 

○加島財政課長  一部重なってしまうかもしれませんけれども、目下の物価高騰や、既存施設の老朽

化に伴う更新経費、あとご質問にもございました新庁舎建設に伴う今後の財政需要負担というところに

つきましては、区としても計画的に財源を確保いたしまして対処していかなければいけないと考えてお

ります。 

 新庁舎の建設につきましては、減債基金への積立て、それから決算上では公共施設整備基金、義務教

育施設整備基金に、今後の老朽化を見据えて積立てを行っておりますので、そういったことを各年度の

中での歳入歳出の動きを捉えて、きちんと確実に財源を確保していきたいという考えでございます。 

○山本委員  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

○石田（秀）委員長  次に、ゆきた委員。 

○ゆきた委員  私からは、１４６ページの災害対策職員待機寮利用料に関連して、災害対策職員の災

害時の参集についてと、７８ページ、従前居住者用住宅使用料に関連して、災害発生時の従前居住者用

住宅への受入れについて、それぞれお伺いします。 

 まず初めに、災害対策職員待機寮の簡単な間取りと利用料について、単身寮、家族寮それぞれについ

て、お聞きしたいと思います。 

○宮尾人事課長  災害対策職員待機寮に関するお尋ねを頂きました。 

 まず、間取りでございますが、単身寮につきましては、いわゆるワンルームタイプという間取りに

なっております。家族寮につきましては、２ＤＫというのですか、部屋が２つあって食事が取れるス

ペースがあるというような間取りになってございます。 

 それから利用料でございますが、単身寮につきましては、広さ等にもよるのですが、大体平均する

と３万円程度でございます。家族寮につきましては５万円台のものが中心ということになってございま

す。 

○ゆきた委員  確認させていただきました。単身寮３万円台と家族寮５万円台。品川区の賃料として

は、かなり安価な設定になっていると思われますが、この理由についてお聞きしたいと思います。 

○宮尾人事課長  待機寮に入居できる資格といたしまして、以下のことを義務づけしております。 

 災害時の初動連絡等に従事することができるということ、それから各種の防災訓練への参加を義務づ

けているといったことを条件に入居を認めているというものでございます。 

○ゆきた委員  災害のための待機寮ということで、安価な設定ということを確認させていただきまし

た。 

 また、令和５年の統計によると、品川区では年間１３８件の火災が発生して、そのうち居住継続が困

難になるおそれがある部分焼が１５件でした。品川区では、災害対策待機寮が９棟９８戸あり、それ以

外でも借り上げが３６戸あると確認させていただいております。以前の確認では、現在９７人の職員が

災害対策要員として区内で居住しています。「品川区災害対策職員待機寮借上事業実施要綱」によると、

地震等の災害での参集や訓練への参加が入居の要件であり、先ほどもありましたとおり、かなり安価な

設定になっていると思われます。これはもちろん、若手職員の福利厚生のためではないと思われます。

現段階では、本実施要綱の地震等には火災は含まず、待機寮の近場で一定規模の火災があっても、出動
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する義務はありません。区民への不安を取り除く初動体制の構築のため、待機寮に入居している災害対

策要員の活動範囲を一定規模の火災まで拡大すれば、より迅速な支援対応が可能になると思われます。 

 そこで、まず待機宿舎の職員が災害時に参集した過去の実績について教えてください。また、災害対

策職員待機寮の存在意義、居住する職員の条件、また地震等の災害から火災を除く理由について教えて

ください。 

○星災害対策担当課長  私からは、火災に対して災害対策職員の待機寮生を使うというお話について

のお答えをさせていただきます。 

 まず、災害対策職員待機寮生は、品川区災害対策職員待機寮の運営に関する要綱に基づきまして、防

災対策の一つとして、地震等の災害時、初動連絡等に従事する職員を確保するためのものと定義させて

いただいております。ここで定義しております災害は、災害対策本部室が開設される災害を想定してお

ります。つきまして、延焼火災に対しまして、災害対策職員は現在のところ出動はございません。なお、

延焼火災に対する品川区の支援につきましては、延焼中の情報を消防署から入手し、速やかに防災課職

員が参集を行い、支援しているところです。 

○石田（秀）委員長  そうすると、参集の回数はあったのか、ないのかぐらいは答えて。 

○星災害対策担当課長  ご質問にいただきます災害対策職員待機寮生の出動実績ですけれども、現在

のところはございません。 

○ゆきた委員  すみません。私が聞き逃したのかもしれないのですけれども、過去の実績、災害対策

職員の風水害も含めて、全ての実績について教えてください。 

○宮尾人事課長  令和６年度の実績といたしまして、令和６年度は震度５弱以上の地震が発生してい

ないこともありますので、風水害の対応といたしまして９件、延べ７７名の待機寮生が従事したという

実績がございます。 

○ゆきた委員  すみません。これまでの過去の実績を教えてください。 

○宮尾人事課長  今お答えした実績が、令和６年度１年間の実績ということでお答えさせていただき

ました。 

○石田（秀）委員長  だから、過去の実績をもう一回教えて。 

○宮尾人事課長  すみません。今、手元には令和６年度の実績ということで、ご理解いただければと

思います。令和６年度に風水害対応９件、延べ７７名の待機寮生が動員されたという実績でございます。 

○ゆきた委員  年間１００件以上発生している火災に、日々の備えとして緊張感を持って準備して、

防災課と連携して判断・出動する体制が、大災害に対応する何よりの実践訓練にもなると思われますし、

より幅広い場面で活動する区全体の防災力向上が必要だと思われます。 

 私は本年度予算特別委員会の総括質疑にて、夜間・休日の火災での参集について迅速に行い、被災さ

れた区民への支援を早急に進めていくべきであると訴えさせていただきました。今回の会計決算審査意

見書でもありましたが、被災者への効率的な支援、火災現場での迅速な支援、そして災害対策要員のス

キルアップのために、一定の基準以上の火災においては災害対策職員待機寮の職員が参集できる体制の

構築は必要だと思われますが、こちらについて区の見解をお聞かせいただければと思います。 

○星災害対策担当課長  先ほどの答弁と一部重なりますけれども、災害対策職員の待機寮生は現在、

災害対策本部室が開設される災害に対して対応いただいているところです。それ以外の通常の延焼火災

に対しましては、品川区の防災課職員が参集を行い、支援しているところになります。 

○ゆきた委員  時間もありますので、引き続き、次の質問に移ります。 
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 火災発生時の従前居住者用住宅の受入れについてお聞きしたいと思います。まず、従前居住者用住宅

の利用料についてお聞きできればと思います。 

○小川木密整備推進課長  利用料でございますが、従前居住者用の家賃に関しましては、収入の金額

に合わせまして設定させていただいておりまして、あと、部屋の間取りでも金額は変わってございます

が、一番安価なところでは３万５,０００円から、一番高いところで１２万２,０００円というような形

での設定となってございます。 

○ゆきた委員  現在の従前居住者用住宅、ソレイユ戸越は、火災被災者が居住する常設の、確保され

ているところになっていると思われますが、こちらのランニングコストについてお聞きできればと思い

ます。 

○小川木密整備推進課長  ソレイユ戸越のランニングコストでございますけれども、こちらに関しま

しては、維持管理、清掃等といったものにコストがかかってございまして、コストの金額については、

今、手元にございませんので、そういった委託関係でコストがかかっているといったところでございま

す。 

○石田（秀）委員長  次に、安藤委員。 

○安藤委員  １３３ページ、不燃化特区支援事業、１００ページ、社会資本整備総合交付金、時間が

あれば７８ページ、従前居住者住宅使用料について伺います。 

 まず、不燃化特区支援事業ですけれども、手厚い支援により、住宅を倒さず、地震の一撃から命を守

り、延焼を防ぐ不燃化を進める上で大きな効果を発揮しているのが、不燃化特区支援事業です。 

 まず不燃化特区支援事業ですけれども、不燃化領域率７０％を目指しているのですが、それが達成さ

れた場合の効果はどのようなものなのか、教えてください。そして、この事業は今年度で期限が切れま

すが、来年度以降も支援が受けられるように、制度の延長を都に働きかけていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○小川木密整備推進課長  まず１点目の不燃領域率７０％の達成の件でございますけれども、こちら

の不燃領域率というものの指標でございますが、市街地の燃えにくさを表す指標でございまして、こち

らが７０％を超えますと、火災による延焼の焼失率がほぼゼロになるといったところで、そういった効

果が見込まれるといったところでございます。 

 また、２点目のご質問でございますが、現在の不燃化特区支援制度につきましては令和７年度までと

いう形の事業期間になってございましたが、昨年度末、令和７年３月に、新たに防災都市づくり推進計

画という、不燃化特区や特定整備路線の整備の取組がまとめられております計画の中で、令和８年度以

降５年間の延長というものが示されているところでございますが、実施地区や助成支援内容というのは、

今年度、東京都と区で協議をしながら、今現在、検討を行っておりまして、区としましては、引き続き

しっかりと不燃化促進ができるような形で、地区の継続等のところについては、東京都としっかり検討

してまいりたいと考えてございます。 

○安藤委員  ぜひしっかりと、継続できるように東京都に働きかけていただきたいと思います。 

 不燃化特区と併せて不燃化領域率７０％を目指して２０１４年から事業化されたのが特定整備路線道

路なのですが、２０１２年、それまでは議会が３度も反対決議を上げていたにもかかわらず、東日本大

震災を口実にして、当時の濱野区長が東京都の照会に応じ、手を挙げて進められることになりました。

多数の住宅をなぎ倒し、住民を追い出し、公園や生活道路、幼稚園などの多数の公共的施設に影響を及

ぼし、沿道の超高層開発も可能とし、商店街からも道路事業への影響への懸念の声も寄せられています。
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改めて、特定整備路線の放射２号線・補助２９号線の事業費はそれぞれ幾らか教えてください。そして、

最新の土地取得率も伺います。 

○髙梨都市計画課長  特定整備路線の事業費および用地取得率についてのご質問にお答えいたします。 

 東京都より公表されている資料によりますと、放射２号線の事業費につきましては３０１億円余と

なってございます。補助２９号線につきましては路線ごとに分かれておりまして、全ての路線を足しま

すと、約５９２億円余というような数字になってございます。ただし、都市整備局区間につきましては

公表されておりませんので、そちらについては抜いているという状況でございます。 

 用地取得率についてでございますが、放射２号線につきましては５２％の用地取得率、補助２９号線

につきましては区間ごとに異なってございまして、３２％から６７％という状況になってございます。 

○安藤委員  すごい事業費だなと思います。 

 先ほどありましたけれども、現在の区内１０地区の不燃化特区があるのですが、特定整備路線沿線地

区は３地区あるのです。こちらの補助２９号線の沿道地区、放射２号線沿道地区のそれぞれの不燃化領

域率を伺いたいと思います。また、併せてなのですが、道路の予定地内での現在の不燃化領域率という

のがどうなっているのか、分かるでしょうか。伺いたいと思います。 

○小川木密整備推進課長  不燃化特区として位置づけられております３地区の不燃領域率についてお

答えさせていただきます。 

 補助２９号線沿道に関しましては、最新のデータが令和６年１２月時点での数値になりますが、補

助２９号線沿道が５３.５％、放射２号線沿道が７０.９％、補助２８号線沿道が７３.７％という形に

なってございます。 

○髙梨都市計画課長  特定整備路線の道路の区域内における不燃化領域率についてでございますが、

そちらについては東京都から情報を得ているものではございませんし、区としても算出してございませ

ん。 

○安藤委員  例えば放射２号線を例えにしますと、沿道地区の不燃化領域率は７０.９％と。それで、

道路・用地内も今、土地取得率が５２％ということですので、不燃化領域率というのは少なくと

も５２％以上になるということ。もっと高いと思いますけれども、不燃化領域率というのが６０％でも、

延焼による市街地の焼失率は０％に近づくと言われていますので、現時点で相当、不燃化率は達成して

いるということになると思うのです。それで、これから、先ほどの金額の話もありましたけれども、物

すごく莫大な税金をかけて、住民を追い出して、今ある住宅をなぎ倒して、これはＳＤＧｓとは言えな

いと思うのですけれども、コミュニティも壊して道路整備を進めるというのではなくて、中止すべきだ

と、私はここで強く申し上げたいと思います。 

 次に、社会資本整備総合交付金について伺います。 

 一般質問でも述べましたように、国は再開発事業への国庫補助金を大幅に絞り込む要綱改正を行いま

した。動機はどうあれ、これまで桁違いの税金が、開発企業のもうけが最大の動機の超高層開発に注ぎ

込まれてきた状況を変えたということは、私は重要だと思います。 

 本会議では、品川浦周辺地区が一部を除いて補助金地域から外れたこと、区としては、再び補助金対

象地区に戻すような措置は行わないという画期的な答弁がありました。一方で、区が策定中のまちづく

りビジョンも白紙にしてほしいという質問については、まずは地域住民との丁寧な意見交換を行ってい

くことが重要との答弁にとどまりました。 

 伺いたいと思います。区がまずは行うという地域住民との意見交換ですが、再開発準備組合に入って
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いない方も当然、地域住民ですので、そうした方々も対象に意見交換を行うべきかと思いますが、やっ

ていただけるのでしょうか。伺いたいと思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長  地域との意見交換という点でございますけれども、現在、地域の

意見交換につきまして、誰とやるかというところはまだ検討中でございますが、基本的には町会やまち

づくり団体等、まちづくりに関する方としっかりと意見交換をしていきたいと考えているところでござ

います。 

○安藤委員  検討中ということですけれども、まちづくりに関わっている人は、まちづくり団体と町

会だけではないですよね。準備組合以外の、入っていない方もたくさんいるのです。そういう方々も対

話の対象にすべきだと思います。 

 準備組合というのは、開発の事業化を目的にした組織なのです。伺いたいのですが、品川区の今のご

答弁ですと、再開発を進めたいという住民以外とは対話しませんということなのでしょうか。伺いたい

と思います。 

○大石まちづくり立体化担当課長  地域との意見交換につきましては、準備組合だけではなく、準備

組合に加入されていない方も含めまして、現在、検討しているという状況でございます。 

○安藤委員  とても大事な答弁だと思います。ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 区長も述べましたように、まちづくりとは、住民自らが、まちのあるべき姿について話合いを重ねな

がら形づくっていくプロセス、まちづくりの主体はそこに住む地域住民です。であるならば、やはり再

開発に懸念や不安や反対意見を持つ住民も含めて意見を聞いて、国が補助金の対象外とした品川浦周辺

地区開発を進めるまちづくりビジョンの具体化はやめるよう、求めたいと思います。 

 次に進みますけれども、国は再開発補助金を絞り込んだ一方で、２年間の経過措置が設けられました

ので、来年度末までに都市計画決定すれば従来どおり補助金が出るため、駆け込みの決定や計画の加速

化のおそれもあると思います。大崎駅の東口の第４東・西地区についても伺いたいのですが、建設委員

会に都市計画案についての報告がありました。１４０メートルのマンション２棟、オフィス２棟を含

む５棟の建築物を林立させる４.６ヘクタールの巨大開発です。区は、来年１月下旬の都市計画決定に

向け、都市計画手続を進めています。区が同意率の判断とする仮同意書の提出について伺いますと、仮

同意書を出した方は８１％でした。２割もの方が同意していないのに、都市計画決定という重い決定を

行う手続をスタートする決断をした区は、私は、開発企業に引っ張られ過ぎだと思います。間違ってい

ると思います。しかも、委員会資料によれば、権利者向けの説明会では、現在の生活が維持できない、

再開発事業に反対と、はっきりと反対する意見や意見書も出されていました。 

 伺いたいと思います。国の要綱改正などの情勢の変化や地域の同意状況などを鑑みて、１月下旬、都

市計画決定との都市計画決定手続のスケジュールは白紙にして、都市計画案そのものを見直すべきだと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○中道都市開発課長  令和７年４月に、国が市街地再開発事業に対しまして国費で支援する地区を限

定する要綱改正というものがございました。現在、大崎東口第４地区では都市計画手続を進めている状

況でございまして、これは当初の予定どおり進められている計画でございます。また、区の総合実施計

画にも、令和７年度に都市計画決定を行うという計画となっているというところでございます。当地区

といたしましては大崎地区というところで、特定緊急整備地区内であり、また大崎駅近くでもございま

すけれども、様々な課題があるというところで、上位計画や、地域が計画しました計画書、または地域

の同意などを踏まえまして、都市計画手続を進めているというところになります。 
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○安藤委員  都市計画案の作成の段階で、権利当事者から反対の意見が出されているというのは、私

は大変重いものだと思うのです。それでも進めるのですかという話だと思います。１０月８日には、住

民向けの第１７条の説明会も行われますけれども、ぜひ住民の生の声を踏まえて、品川区としては再開

発ありきの姿勢を改めていただきたいと強く述べたいと思います。 

 最後に、従前居住者住宅について伺いたいと思います。目下、区内の再開発で最大の問題となってい

るのは、住民追い出しです。そうした再開発の都市計画決定を行っているのは品川区。規模によっては

東京都の場合もありますけれども、いずれにしても事実上は、決定者は品川区なのです。その重い都市

計画決定権者として、私は、自らが決定した開発によって私有財産を奪われた方々の生活再建には行政

は最後まで責任を持つべきだと思います。 

 伺いたいと思います。区は、自ら都市計画決定した再開発事業で住まいを奪われた高齢者やマンショ

ン区分所有者など零細権利者の生活再建に、最終的に責任を持つべきだと思いますけれども、いかがで

しょうか。また、例えば従前居住者住宅は、品川区が防災等を理由に進める事業で、住まいを失った方

が入れる住宅に位置づけられていると思います。再開発で転出を決めた方の希望があれば、従前居住者

住宅に入れるようにする、または専用のそうした住宅を整備することが必要だと私は思いますけれども、

いかがでしょうか。 

○中道都市開発課長  まず市街地再開発事業でございますけれども、こちらは、地域の住民の方々が

話合いの中で検討されている事業というところでございます。また、権利変換におきましては、権利者

が自ら選択した新しい建物に居住するか、または補助金によって地区外に転出するかを、個人個人で判

断を行うというところでございます。ですので、こういった個人に対しまして寄り添った対応を行って

いくということが非常に寄り添った対応と考えてございます。 

 まちづくりにつきましては、様々な声があるということは区も把握しております。事業に対するご不

安の声といったものを真摯に受け止めるとともに、区といたしましては、こういった様々な声に対しま

して丁寧な対応を行うよう、組合に指導してまいります。 

○石田（秀）委員長  次に、せらく委員。 

○せらく委員  私からは、６４ページの集会所使用料についてお聞きしていきます。 

 一般質問で地域センターの自習室開放について伺いまして、会議室に空きが少なく、実際に開放でき

る会議室が少ないことが課題とされていました。集会所などの利用の可能性を探れないかと考えまして、

本日は地域センターの集会所の利用状況の実態について伺いたいと思います。 

 予約が埋まっているように見えておりますが、実際の稼働率はどうなっているか、稼働率が高いセン

ターと一番低いセンターの２か所で、年間の枠数と予約後のキャンセル率、当日の実利用率を、令和６年度

の実績を教えてください。 

○平原地域活動課長  区民集会所の利用状況でございますけれども、令和６年度で申し上げますと、

一番高いところが大崎第二地域センターの７９％、一番低いところが東大井区民集会所の３６.４％と

いうところでございます。なお、当日のキャンセルという点では、数は集計してございませんが、使用

料を前納された方が、何らかの理由でキャンセルとなり、それに事由があって還付したというようなと

ころでございますと、調定件数１万７,３０６件に対しまして、還付というところは５７４件。これが、

事実上のキャンセルに相当するようなものと考えているところでございます。 

○せらく委員  稼働率１つで見ても、かなり地域センターによって差があるのだなと感じました。 

 次に、キャンセル料の規定について伺います。実際にどのように適用免除の判断が行われているのか。
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また、直前のキャンセルによってほかの利用者が使えなくなる、いわゆる機会の損失について、区はど

のように把握・評価しているのかを確認したいと思います。また、キャンセル枠というのは、再利用が

できる仕組みがあるのか伺います。 

○平原地域活動課長  先ほど申しました、キャンセルに伴いまして還付するというのは、使用の７日

前までということが定められておりますので、それ以降のキャンセルとなりましたら、前納いただきま

した使用料につきましては還付しないということになります。ですので、使用されないという形になり

ましたら、そういったところであらかじめ余裕を持ってキャンセルされるものと考えてございます。ま

た、直前キャンセルとなりました場合には、還付はないですけれども、こちらは現在、予約システムと

いう形でやっておりますので、システム上、空きという形になりますので、例えば極端に言いますと当

日の受付といったものに対応できるようになってございます。 

○せらく委員  使用料が還付されることでキャンセルの把握はされていると思うのですけれども、

しっかり実利用というところでは、区として把握されていないのではないかと感じました。利用機会の

公平性を確保する観点からも、キャンセルが直近で二回、三回と続くような団体に対しては、声を伺っ

たり、活動状況を確認することも必要ではないでしょうか。また、料金が支払われれば利用実態の有無

を把握しないという考え方がいいのかという点も、疑問を感じています。 

 地域の集会所は、より多くの区民に利用していただくための施設であり、単に料金の徴収で終えるの

ではなく、実際に区民が利用できる環境を整えることが重要だと考えますが、区のご見解を伺います。 

○平原地域活動課長  委員がご指摘のとおり、キャンセルが続く団体というものは一定程度あるとい

うことはこちらでも把握してございます。 

 今現状は、システム上の予約という形になりましたら、そのまま仮予約状況がついたものにつきまし

ては、一定期間が終了した段階で自動キャンセルという形で、システム上からはキャンセルの扱いにな

るといったところもございますけれども、またそういったところで繰り返し仮予約することも可能な状

況になってございます。そういったことにつきましては、お声がけさせていただくなどの対応をさせて

いただいておりますけれども、どのような対応がいいのかというのは、先ほど委員からもございました

とおり、区民集会所は区民の利便に供するものでございますので、平等な形で使えるような検討という

ものはこちらでも進めてまいりたいと考えてございます。 

○せらく委員  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 次に、地域センターの自習室開放の利用状況について、この夏、延べ３９名ということでした。小中

高生が対象となっているこの事業については、ホームページと品川区公式ＬＩＮＥおよびＸでの発信を

されていましたが、子どもたちへの情報提供はどのように行いましたでしょうか。 

○平原地域活動課長  今回につきましては、あくまでもＳＮＳを通じたご紹介というような形になっ

てございますので、そういったところを通じて、子どもたちにも広まっていただければと考えたところ

でございます。 

○せらく委員  ありがとうございます。こちらについては、私も所属している区民委員会で、口頭で

報告があったと承知しております。そのときいろいろ質問ができなかったのは私の反省点ではあるので

すけれども、せっかくやった事業ですので、しっかり利用者のデータを取るなどといった対応は、今後

していただきたいと思っております。 

 一般質問の中で参考にした足立区では、学習センターで、インスタグラムアカウントで情報提供をし

ていて、そのほかの自治体でも、スポーツセンターなどの公共施設ごとにアカウントを運営している
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ケースも見受けられまして、品川区では地域センターの事業のほかにも、児童センターでもティーン向

けのイベントがあるなど、スマホを持つような若者対象の事業が複数ある中で、様々な年代への広報戦

略について方針を伺いたいと思います。 

○上野子ども育成課長  委員から児童センターの広報についてご質問いただきました。 

 児童センターにつきましては、今、ＹｏｕＴｕｂｅ等で子ども向けに児童センターの魅力を発信して

いるところでございます。今後、様々なニーズ等を確認しながら、広報については検討してまいります。 

○せらく委員  分かりました。ありがとうございます。ぜひ引き続き、よろしくお願いいたします。 

 最後になのですけれども、今日質問をさせていただきまして、地域センターをはじめ、集会所の利用

実態は丁寧に把握して、空き枠の有効活用には努めていただきたいと思います。 

 先ほど会派で集会所について話していたところ、きゅりあんなどのホールの横の部屋は、ホールの利

用がある日に使えないことがあったり、音を出すような団体が使用する場合は、音漏れが伝わるからと

いう理由で隣の部屋は使えないように、施設側が判断しているような状況があると聞きました。そう

いった場合は、事前に事情を伝えた上で利用者に決めてもらえばいいと考えております。公共施設を区

民の財産としてより有効に活用していくことと併せて、様々な公共施設の集会所での実習室開放事業も

視野に入れて、子どもたちにとって安全な居場所を提供できるように取り組んでいただきたいと思いま

すが、見解を伺います。 

○平原地域活動課長  集会所において音が出るようなところという形では、集会所は特に定めており

ませんが、他の利用者にご迷惑がかかるような場合には利用をお断りするというような取り決めをさせ

ていただいているところでございます。集会所は、全て合わせますと１４か所で６６部屋ございますけ

れども、音楽室なども併設しているところでございますので、そういったところについては、お声がけ

させていただいているところでございます。 

 なお、自習室につきましては、今回、夏休み直前というような形での開設ということで、なかなかこ

ちらも準備に手の届かないところがございましたけれども、しっかりと、そういう居場所、長期休暇中

の勉強の場所の確保といったところで、地域センターの会議室あるいは今後、区民集会所の活用なども、

様々検討させていただきまして、そういった場所のさらなる確保というものはしっかり考えてまいりた

いと考えてございます。 

○せらく委員  自習室開放について、前向きなご答弁だったと感じております。ぜひ引き続きよろし

くお願いいたします。 

○石田（秀）委員長  次に、横山委員。 

○横山委員  私からは、９４ページ、デジタル基盤改革支援補助金、１５０ページ、ふるさと納税寄

附金についてお伺いいたします。 

 １点目に、デジタル基盤改革支援補助金に関連しまして、区のＤＸの取組についてお伺いいたします。

品川区ＤＸ推進基本方針２０２５では、住民視点の重視や、競争の姿勢に加え、職員の方々の意識改革

や人材育成を重点項目としていますが、ＤＸは単なる技術導入ではなく、現場で働くお一人お一人が前

向きに関わり、日々の業務の進め方を見直していくことで、初めて区民サービスの質の向上につながる

と考えています。職員の方々のＤＸに関するスキルや意識の状況を把握するために、全職員対象のアン

ケートを実施予定とのことですが、今後、年度ごとに実施し、評価・改善につなげていくと思いますけ

れども、具体的な設問内容、評価指標、結果の活用方法について、まずは現時点の想定をお聞かせくだ

さい。 
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 また、基本方針では、仕事ＤＸと呼ばれる現場からの業務プロセス改善提案の取組が始まっていると

認識しています。ボトムアップ型の取組は、単なる効率化にとどまらず、職員の方々の主体的な姿勢を

育む上でも重要だと考えます。区としてこの取組をどのように評価・支援し、全庁的な展開につなげて

いくのか、ご説明をお願いいたします。 

 次に、部署や業務によってはＤＸの関わりを実感しづらい方々もいらっしゃるかもしれません。温度

差を埋めていくためには、横断的な協力体制や部署を超えた学び合いの仕組みが必要だと考えます。庁

内における連携・共有の場づくりについての現状をお聞かせください。東京都では、都民サービスの質

の向上を目的に、職員が現場で実施した業務改善やデジタル活用の事例を共有・表彰する都庁ＤＸア

ワードを実施することで、現場の創意工夫を全庁で後押しし、組織文化の醸成を図っています。品川区

においても、ＤＸアワードの開催に向けて研修が実施されたと思いますが、進捗状況を教えてください。

庁内での提案や実践を可視化し、参加したグループメンバーだけではなく、会計年度任用職員を含めて、

その他の職員の方々にも提案していく仕組みにしていただきたいと考えますが、区のお考えをお聞かせ

ください。 

○西澤ＤＸ戦略担当課長  私からは、１点目のＤＸに関する質問に対してお答えいたします。 

 委員ご指摘のとおり、区としてもＤＸは単なる技術導入ではなく、職員の意識改革と業務プロセスの

見直しが重要と認識しております。 

 まず全職員アンケートについてですが、令和７年３月に既に実施しておりまして、ＤＸの理解度や業

務改善の意欲など１７問で構成しておりまして、職員の意識レベルを数値化して把握しております。今

年度も同様にアンケートを実施して、ＰＤＣＡを回していく予定になっております。 

 次に、仕事ＤＸについては重要な取組として強化しておりまして、現在、業務改善研修を実施

し、４０名程度の職員が参加中であります。この内容を基に改善計画を策定して実施していく予定に

なっております。また、委員ご指摘のとおり、デジタルツールの導入だけでなくその前段階の業務改善

にも力を入れており、今後は業務フローの見直しとデジタルツール活用を組み合わせた改善を図ってい

きます。 

 庁内における連携・共有については、ＤＸアワードを開催して、成功事例の共有と横展開を図って、

特に優れたグループには表彰もしていく予定になっております。 

○横山委員  ご説明ありがとうございました。人材育成についても引き続きお伺いいたします。 

 今後、現場をリードするＤＸ人材の育成に当たっては、目指す人材像を明確にし、職員の皆さんが成

長の道筋を描けるようなロールモデルの提示や育成プランの体系化が重要だと考えます。現在、区とし

てどのような方針で育成計画を策定しているのか、具体的な取組状況をお示しください。 

 また、生成ＡＩの活用についても伺います。ＤＸの取組を現場に根づかせていく上で、業務改善や情

報整理、資料作成の補助などに生成ＡＩを活用する自治体が増えており、品川区においても今年５月 

１３日の行財政改革特別委員会でも、学校の教職員の公務の業務改善を進める中で、ＡＩの活用も視野

に入れていきたいという答弁がありました。こうした方向性が示される中で、区において生成ＡＩの業

務量に関するルールや方針が庁内で十分に周知されているのかお伺いいたします。併せて、現時点での

ルールの整備状況や、今後どのような業務分野での活用を想定しているのか、お考えをお聞かせくださ

い。ＡＩは日々進化していきますので、ルールが教職員の方々、職員の方々にとっても分かりやすく確

認しやすい形になっているかどうかも含めて確認させてください。 

 また最後に、令和７年前期の監査報告書では、会計業務や決済業務の電子化が進んだことで、入力ミ
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スなどの軽微な誤りが見過ごされやすくなっているという指摘がされ、その背景には、マニュアル確認

不足やチェック体制の形骸化があると言及されています。ケアレスミスを防ぐには、職員の方々の注意

力や経験に頼るだけではなく、仕組みで防ぐ視点が必要だと考えます。例えば、一定金額以上の処理で

は自動的に複数人の確認が必須になるような承認フローの設定や、システム改修の際に金額や日付など

に関するリアルタイムの整合性チェック機能をつけたり、誤りの傾向を可視化して庁内で注意喚起を行

う仕組みを導入するなど、様々な工夫が可能だと考えますが、システム導入や仕組みでの防止策も含め

て、電子化された業務の正確性を今後どのように担保していくのか、現在のお考えをお聞かせください。 

○西澤ＤＸ戦略担当課長  まず人材育成については、令和７年度にＤＸ人材育成方針を制定いたしま

して、業務改革プロジェクトマネジメントなどの重要スキルを定義しまして、体系的な研修プログラム

を整備している段階にあります。特に若年層向けには、国家試験であるＩＴパスポート試験合格を推奨

しており、ＩＴリテラシーの全体的な底上げを図っていく計画であります。 

 生成ＡＩの活用については、ＣｈａｔＧＰＴの利用マニュアルを作成し、個人情報の適切な取扱いを

明記した上で、安心・安全な利用環境を整備しております。教職員向けには、文部科学省のガイドライ

ンに基づく、校務での適切な利用についても、研修で周知を図っております。 

 最後に、システムにおける整合性チェックの自動化についてですが、こちらはＡＩを使ったりといっ

たところも今後検討が必要かと思っていますし、ＲＡＧといった独自データベースの活用や、ＡＩエー

ジェントの適用なども効果的と考えております。ただ、既存の基幹業務システムやレガシーシステムの

改修には、技術的制約やネットワークセキュリティーの関係で結構困難な部分も多いのが実情でして、

最新技術の動向や民間企業での導入実績なども注視した上で、実証実験や民間企業との連携といったと

ころも視野に入れながら検証していきたいと考えております。 

○横山委員  今、最後のところでお話がありましたけれども、様々、実証実験や連携を視野に入れて

いただくということで、システム改修となるとなかなか大変なことになってくるかと思うのですけれど

も、いろいろな方法を試していただいて、電子化の中でも正確性を担保していっていただく方法をぜひ

見いだしていただきたいと思っております。ＤＸの推進が一部の人々の取組にとどまることなく、現場

で働く全ての職員・教職員の方々が主体的に関われるよう、全庁的な仕組みと風土の構築を引き続き進

めていただくことをお願いして、次の質問に移ります。 

 ２点目に、ふるさと納税寄附金についてお伺いいたします。ふるさと納税による住民税額の減収は、

令和６年度は５０億９,０００万円で、令和７年度は５９.６億円に上っており、年々、区の財政に大き

な影響を及ぼしています。構造的な課題は、私たち特別区だけではなく、返礼品競争に加わりにくい都

市部の自治体にとって共通の課題であり、都会型・都市型の制度不均衡という状況ではないでしょうか。 

 区は、返礼品を目的とした寄附が中心となっている制度に対し、その趣旨が十分に活かされていない

ことを課題として、区長会等を通じて国に制度の見直しを求めてきました。しかし、現時点で制度の抜

本的な改革・改善には至っておらず、ふるさと納税による住民税の流出額は２３区全体で年々増加し、

令和７年度には１,０６５億円に達している状況に対して、今後さらに制度改善の実効性を高めていく

ためには、２３区内での働きかけにとどまらず、同様の課題を抱えた政令指定都市や中核市など、都市

部の自治体と連携し、より広域的で説得力のある政策提言を行っていくことも必要ではないかと考えま

す。 

 今後も制度の趣旨に沿った建設的な提案をお願いしたいのですが、特別区の枠を超えて、ほかの都市

部の自治体との連携の可能性について、今後どのように捉え、取り組んでいくのか、ご見解をお伺いい
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たします。 

○宮澤税務課長  ふるさと納税制度に対する国への要望活動というところでございます。 

 委員ご指摘のとおり、特別区全体でも１,０００億円を超えてきているという状況、この高まる流出

額を受けまして、今年度、他の自治体と連携した要望活動につきまして、特別区長会、また東京都と調

整しておりまして、実施時期・内容についてはまだ詳細は未定のところでございますけれども、実施し

ていく予定というところでございます。 

○横山委員  ぜひ引き続き積極的に、様々な団体や、ほかの都市部との連携も含めて進めていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○石田（秀）委員長  次に、おぎの委員。 

○おぎの委員  今期もよろしくお願いいたします。 

 私からは、１０３ページ、国庫支出金から再開発事業、６８ページ、区民活動交流施設使用料をお聞

きします。 

 まずは１０３ページ、国庫支出金、再開発事業から、近年高騰するマンション価格と区民の安定した

居住に関してお伺いします。 

 約４０万人が生活する品川区ですが、昨今、ニュースなどで、東京都心部のマンション価格が高騰し

ていることが話題に取り上げられ、区議会でも何人かの議員が質疑しています。多くの識者からは、人

件費や資材の高騰に加え、外国人富裕層などによる購入が価格押し上げの要因となっていることが指摘

されています。新聞報道によりますと、三菱ＵＦＪ信託銀行の調査では、不動産大手１３社のうち９社

が、２０２４年度上半期に、千代田区、渋谷区、港区で販売された新築物件の購入者の２割以上が外国

人だったと回答しました。こうした状況が続けば、価格上昇はさらに加速し、資産運用目的の高額物件

として取引が進む一方で、一般区民にとっては手の届かない存在となり、住みたい人が住めないという

深刻な社会問題を招きかねません。また、中古物件も上昇傾向にあり、子育て世代や働く世代が都市部

に居住できず、通勤時間の増大や地域コミュニティの空洞化が進み、災害時の地域における共助など、

都市の持続可能性にも大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

 この問題は、千代田区に限らず、品川区においても同様で、子育て世代に選ばれる品川区として子育

て世代から注目を集める一方で、子どもを育てながら夫婦で共働きして頑張っても、価格が高騰したマ

ンションにはとても手が出せない。また賃貸でも、高いマンション価格はそのまま賃料に反映し、区民

の安定した居住が難しくなってきているという声が上がっています。 

 ご存じの方も多いと思いますが、この課題に対し、今年７月に千代田区が一石を投じています。新築

マンションの購入から５年以内の転売と、同一名義の者による複数物件の購入を制限することで、投機

的取引を抑制する要請を、不動産大手などでつくる不動産協会に対して行っています。対象は区内の全

ての物件ではなく、総合計画などに基づく都市開発諸制度を活用して容積率を緩和する物件や、市街地

再開発事業で販売されるマンションに限定し、区と事業者が協議を重ねながら進める仕組みであるため、

実効性が高いと思われます。この千代田区の取組は、都市の国際化と不動産市場の投機化が進む中で、

住宅は本来、住みたい人のためにあるという理念を再確認する政策として、他自治体にも波及が期待さ

れる先進的な試みだと思います。 

 そこでお聞きします。品川区でも、千代田区のように、子育て世代や定住を望む区民のために何らか

の取組が必要と思われます。まずは品川区の現状を確認したいと思います。民間契約全ての把握は難し

いと思われますが、知り得る範囲で区内の現状や傾向をお聞かせください。 
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○中道都市開発課長  市街地再開発事業において、組合等の事業協力者でありますディベロッパー等

のヒアリングを実施しているという状況でございます。そうした中で、市街地再開発事業で建設するマ

ンションにつきましては近年高騰している、または一般的に建設するマンションにつきましても、マン

ションの価格は高騰しているということは聞いております。 

○おぎの委員  ヒアリングをありがとうございます。 

 品川区も同じ２３区、こちらもやはり何らかの手だてが必要と思われます。新聞報道によりますと、

千代田区は独自に新築マンションの登記簿を調査し、事業者にヒアリングしたところ、国内外からの投

機と思われる購入が判明し、あるマンションでは、所有者の住所と当該物件の住所が一致しない住戸が

全体の７割にも及び、居住実態のないマンションの所有を懸念したとの記事がありました。品川区でも

そういった調査ができるのかと思いますが、調査に関してはいかがでしょうか。 

 また、東京都は住宅価格高騰対策の一環として、子育て世代が手頃な価格で住めるアフォーダブル住

宅を進めるとのことですが、こういったものを品川区ですぐに活用できるのか、また品川区として考え

ている何か手だてがあればお知らせください。 

○中道都市開発課長  千代田区での投機目的でのマンション取引に関する要請、また、そこに対する

取組というものについては、区も認識しております。一方で、マンション高騰の原因といたしまして、

マンション用地の減少による販売戸数の減少、または労務費・材料費の高騰、または都心部への転入者

の増加といったことも高騰要因というふうなことを聞いてございます。また、千代田区の要請を受けま

して、国で投機のこういった動きについて実態調査を行う方針ということも、報道等で聞いているよう

な状況でございます。ですので、区といたしましては、そうした動きを踏まえまして、マンション取引

を含む不動産市場の動きについて、引き続き注視していきたいと考えてございます。 

○川原住宅課長  私からは、ご質問いただきましたアフォーダブル住宅の傾向について、品川区の状

況についてご報告させていただきます。 

 現在、東京都におきまして、アフォーダブル住宅の建設などをする事業者の募集というものを、夏か

ら秋にかけて行っていたところでございます。現在、選定しているところかと思います。その結果につ

いては、引き続き東京都の事業の決定の状況を注視していきたいと考えてございまして、そういった動

向を見ながら、アフォーダブル住宅などを含めて、子育て世帯がより住みやすくなるまちになるために、

子育て世帯を中心とした住まいの施策の在り方というところも検討してまいりたいと考えてございます。 

○おぎの委員  ぜひそういった、東京都とも連携して進めていただきたいと思います。また人口流入

や、先ほどのお話でマンション用地の減少といったお答えもございましたが、区主導でできること、例

えば空き家の改修や共同住宅へのリノベーションの補助など、区でできる政策等をいろいろ検討してい

ただけたらと思います。 

 この課題に関しては、ただいま国も恐らく重視していると思われます。令和７年度の国会議員政策担

当秘書資格試験の筆頭問題にもこちらは出題されており、我が国における住宅問題で最も重要な問題を

答えよとして、それに取るべき政策提言といったものを問うものでした。提示された資料は、世界の大

都市の住宅価格の比較グラフ、東京のマンション価格が高騰しているグラフと、その要因として、海外

の投資マネー・日本株高騰というコメントがついていました。最も重要な住宅問題は、我が国の住宅が、

海外マネーや投機マネーによる投資対象になってしまった結果、住宅価格が高騰していること、本来、

国民の住居として使用されるべき資産が投資の対象となることで、一般国民が適正価格で住宅を買えな

くなっているということです。本人が居住していない外国人投資家には、高税率の固定資産税をかける、
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購入可能な金額または戸数に制限を設けるなど、国政でも早急に審議していただきたいと思います。そ

して、国政での審議を注視しつつ、品川区の健全な成長と品川区民の安定した生活をしっかりと支えて

いただきたいと強く要望して、次の質問に移ります。 

 最近、子育て支援施設「ＩＫＵＭＯやしお」やジムの開設など、注目が集まっている八潮エリアです

が、区民活動交流施設使用料より、こみゅにてぃぷらざ八潮の現在の利用状況についてお聞きします。

利用率、稼働率、八潮という立地からの施設の特徴をお聞かせください。 

○今井八潮まちづくり担当課長  こみゅにてぃぷらざ八潮の現在の利用状況について、私からお答え

させていただきます。 

 まず全体の稼働率でございますけれども、約５５％程度という状況でございます。いずれも、運動系

の団体に使われるお部屋の稼働率が高い状況でございます。具体的に申し上げますと、八潮南小学校時

代に旧体育館として使用されていたスポーツ室が最も高く９２.１％、次いで鏡張りのダンススタジオ

となっております第二地域交流室が７５.９％といったような状況でございます。一方で、稼働率の低

いお部屋に関しましては、講習室やパソコン室などといった、用途がある程度限定的になるようなお部

屋でございまして、いずれも４０％程度という状況になっております。 

○おぎの委員  稼働していない部分ということで、ばらつきがあるとは思います。稼働していない部

分の利活用につきまして、今回、「しながわシティラボ」の実証実験型プロジェクトとして採択されま

した垂直水耕栽培施設についてお伺いします。 

 今回のこの取組は、東京都やランドブレイン株式会社と協力し、こみゅにてぃぷらざ八潮に垂直水耕

栽培施設を設置して実証実験を始めるとのことで、先日９月１４日の収穫体験のイベントに参加してき

ました。ランドブレイン社は既に東京都の東京ベイｅＳＧプロジェクトで、中央防波堤エリアに栽培装

置を導入しており、今回は八潮地区を、自然と便利さが融合する持続可能なまちづくりのモデルケース

にしていくという計画となっています。この施設では、ためた雨水と軽量なハイドロボール、太陽光発

電を使った循環型の都市農業を行い、お世話や収穫に地域住民が参加することで交流できる仕組みを目

指しています。ということですが、こちらの施設の今後の展開をお聞かせください。 

○今井八潮まちづくり担当課長  今回、設置いたしました垂直水耕栽培装置でございますけれども、

こちらの今後の展開といたしましては、こういった最新型の都市型の農業施設を地域の方に知っていた

だくとともに、今回実施させていただきましたような収穫体験会などを通じまして、地域住民同士の新

たな交流の場を創出していきたいと考えているところでございます。 

○おぎの委員  農地の少ない都市部ですので、少しでも緑が増やせる取組は、地域の交流の場として

非常に期待しています。 

 ハイドロボールの入った小さなポットを壁に設置するということですので、こういった特性を利用し

まして、エコルフェスなどで、壁に緑のウオールアートなど、また並行して始めた江東区のベイエリア

では、毎日の植物のお世話に障害者の就労支援を行っているそうで、１８歳の壁が問題となっている障

害者の就労支援にも向いているのではないかと思いますが、そういった展開の活用はいかがでしょうか。

お聞かせください。 

○今井八潮まちづくり担当課長  ２点のご質問があったかと思いますけれども、まず１点目について

は、いわゆるアート的な要素を取り入れた公共施設の活用という意味では、ほかの自治体でも様々な好

事例があるということは所管としても認識しているところでございます。本事業に当てはめますと、例

えば植え込み材のカラーバリエーションを増やしていったり、あるいは栽培する植物についても、現在
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ハーブのみを栽培しておりますけれども、将来的には、エディブルフラワーと呼ばれるようなミニバラ

や食用のお花などを植えていくことで、視覚的な魅力も持たせられるような事業に展開していきたいと

考えているところでございます。 

 また、障害者就労との連携でございますけれども、今回、収穫体験会には、八潮地区内で就労支援事

業を実施していただいております品川総合福祉センターの理事長以下職員の方、あるいは利用者の皆様

にもご参加いただいたところでございまして、将来的には施設の管理の部分等も含めて、こういった事

業所の方にもご協力いただきながら、農業と福祉分野の連携ということで事業を進めていけるようにな

るといいということで、事業者とも協議を進めているところでございます。 

○おぎの委員  まだ実証実験の段階で、子どもの体験や地域の交流、福祉分野の展開など、様々な展

開がこの先まだ未知数ですが、私も八潮に行くたびに見に行こうと思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

○石田（秀）委員長  次に、新妻委員。 

○新妻委員  私からは、１５５ページ、歩行喫煙防止過料について、１６７ページ、粗大ごみからの

リユース品売却についてお伺いいたします。 

 まず、粗大ごみからのリユース品から質問させていただきます。本年３月の予算特別委員会でも取り

上げましたが、少し中途半端になってしまいましたので、改めてお聞きしていきます。 

 この事業は令和４年１０月から開始されまして、区民からごみとして捨てられた、まだ使える品物を、

株式会社ジモティーが品物を選んでサイトに掲載し、引渡しの希望者を募り、希望者が見つかり次第、

日曜日に、八潮にある資源化センターで区民に取りに来てもらってお渡しするという仕組みであります。 

 まず、現状の確認をさせていただきます。この売却の売上げですけれども、令和５年度が３０万円程

度、そして令和６年度が決算書にありますとおり、３６万５,５００円。令和７年度の現在までの売上

げというのをお聞きしたいと思います。また、委託料は１,０００万円でよろしいでしょうか。 

○篠田品川区清掃事務所長  粗大ごみのリユースに関するお尋ねでございます。 

 売上金額でございますけれども、今年度につきましては、８月末現在で１７万４,０００円となって

ございます。また、委託料につきましては１,０００万円ということで間違いございません。 

○新妻委員  一方で、ごみの減量の視点から見た場合の効果はいかがでしょうか。令和５・６・７年

度の現在までの出品数、そして引渡しをした数を教えてください。そして、またこの数について区の評

価をお伺いします。 

○篠田品川区清掃事務所長  令和４年度以降の出品点数等についてのお尋ねでございます。 

 令和４年度が、出品点数が１,３４４点で、引渡しがされたのが１,０５５点、およそ７割程度です。

それから令和５年度が、２,９０９点の出品がございまして、引渡しが２,９３１点。これは出品数より

多いのですけれども、前年度に出品されたものが引き取られたということでございます。また令和６年

度が、２,７９９点の出品で２,７００点の引渡しということで、こちらが９６％ぐらいの引渡し率です。

今年度につきましては、８月末時点で１,３１８点が出品されまして、１,１５３点が引渡しがされてい

るというところでございます。 

 こちらは、ごみの減量の観点から申しますと、通常であれば粗大ごみは解体されまして、ごみとして

処理されるものが、区民の皆様方に改めてリユースされるということで、ごみの減量につながっている

ものと認識してございますけれども、先ほど売上げ等のお話がございましたとおり、経費とし

て１,０００万円余の経費がかかっているものに対して売上げが１７万円ということでございますので、
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そういった点に関しましては課題があるのかなということで認識しているところでございます。 

○新妻委員  今、課長からご答弁がありましたとおり、委託料が１,０００万円、そして、その売上

げに対しては３０万円程度ということで、それに対しては課題があるというご答弁でありましたが、し

かし、使えるものをまたさらに使っていただくというリユースの精神から見ると、この事業というのは

非常に大事かなと思っております。 

 品川区におけるリサイクルショップのリボンは閉店されておりますけれども、区内には民間が行うリ

サイクルショップが多々ありまして、多くの方が利用されている現状があるということでありますし、

リサイクルということに関して区民の意識は高いのだろうと思っております。 

 そこで、ジモティーは、多くの自治体でジモティーと連携してリサイクル事業が行われておりまして、

例えば文京区でもジモティーと連携してリユースを推進していますけれども、「区が行う事業ではあり

ません」との記載がホームページにありまして、区民とジモティーが直接やり取りをするという仕組み

でリユース事業が進んでおります。品川区は、ジモティーに委託して、ジモティーがやってくださると

いう流れでありますので、委託料が発生しておりますが、例えば文京区や他区がやっているような、委

託料が発生しないやり方、区民と事業者が直接やり取りをしていくという仕組みで、このリユースを推

進していくということも必要かと思いますが、今後の区のお考えをお聞きしたいと思います。 

○篠田品川区清掃事務所長  今後の展開についてのお尋ねでございます。 

 委員ご指摘のとおり、他区等ではジモティーを使っても、ジモティーに委託をかけて実際にいろいろ

商品等を確認していただくようなところまではしなくて、サイトの提供だけをしていただくような形で

取り組んでいるところもございます。もともと、委員からもお話があったとおり、リサイクルショップ

リボンがなくなったということで、その代替の措置という意味合いもあったのですけれども、様々、今

般、そういったインターネット等のサイト等を利用した方法というのも、かなり浸透してきてございま

すので、効率的な運営につきまして、私どもも今後考えていく必要があるのかなと認識しているところ

でございます。 

○新妻委員  １,０００万円という委託料、また、考え方によっては違うところへ予算を使うことも

できると思いますので、来年度予算に向けて、またぜひご検討を進めていただきたいと思います。 

 次に、歩行喫煙防止の過料について伺います。まず現状確認ですけれども、令和４年度

が９万６,０００円、令和５年度１３万４,０００円、令和６年度は８万５,０００円と、決算書で確認

させていただきました。令和７年度の現状、今現在までの過料の徴収の金額を伺い、今後の見通しを併

せてお聞きいたします。 

○澤邉生活安全担当課長  ただいま委員から、歩行喫煙の観点の過料についてのご質問がありました。 

 令和７年、ここにつきましては８月末の数字でございますけれども、指導件数が７７１件、過料につ

いては７６件を取っております。本年７月１日に条例が改正されたということもありますので、今後こ

の条例の趣旨の周知、それから取締りを進めてまいりたいと思っております。 

○石田（秀）委員長  令和７年度の実績を、今日でも昨日でも８月でも、いつでもいいけれども、実

績を教えてください。 

○澤邉生活安全担当課長  繰り返し、説明させていただきます。令和７年８月末の数字でございます。

令和７年８月末で、指導件数が７７１件、過料の取得が７６件となっております。よろしくお願いいた

します。 

○石田（秀）委員長  金額は。 
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○澤邉生活安全担当課長  金額は一律１,０００円でございます。 

○新妻委員  ７６件で７万６,０００円ということですね。ありがとうございました。 

 たばこの課題は本当に大きいなと思っておりますが、本年３月の予算特別委員会で、若林副委員長も

たばこ税の質疑から、今後の喫煙に関する評価と、また喫煙所整備の考え方の取組も確認させていただ

いております。時間がなくなってしまいましたので、そこの部分を確認いたしますけれども、７月１日

からこれが強化されました。そして、強化するに当たっては、警備員を委託する形で周知徹底というこ

とも答弁があったかと思います。現在の具体的な対応をお聞きするとともに、今後の喫煙所の整備につ

いて、品川区、そして民間も含めてお聞きしたいと思います。 

○澤邉生活安全担当課長  今、委員から、警備会社の委託の巡回事業についてご質問いただきました。 

 警備会社の委託については、本年度から実施している事業でございまして、昼間が９６回、深夜と早

朝が２４回となっております。 

 重ねて喫煙所の整備についてご質問を頂きました。喫煙所の整備につきましては、公用地を含めて検

討しているところでございますが、なかなか難しい点もございます。民間の土地、それから施設等を活

用して推進してまいりたいと思っています。 

○新妻委員  具体的にしていただきまして、よろしくお願いいたします。 

 この問題は、子どもたちからも大きな課題として取り上げられています。先日９月２１日に行われた

中高生リバースメンター事業のプレゼンテーションでも、「たばこの被害を受けない、与えない社会へ」

と題し、問題・課題解決の提案がされておりました。さらに、昨年９月の「国連を支える世界こども未

来会議 ｉｎ ＳＨＩＮＡＧＡＷＡ」でも、たばこに関するプレゼンテーションがあったと記憶してお

ります。しっかりと具体的に民間にもアピールしていただきながら、望まない受動喫煙対策、受けない

ように取組をお願いしたいと思います。 

○石田（秀）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

 なお、本日は１２時４５分から議会運営委員会、午後１時より本会議が予定されています。本会議終

了後、直ちに再開いたしますので、あらかじめご了承願います。よろしくお願いします。 

○午前１１時４４分休憩 

 

○午後 １時１５分再開 

○石田（秀）委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。 

 ご発言願います。高橋伸明委員。 

○高橋（伸）委員  １３５ページ、災害時応急物資確保費、１０７ページ、移動教室経費についてお

伺いします。 

 まず最初に、１３５ページ、災害時応急物資確保費に関連しまして、先日ありました９月の大雨対応

についてお伺いさせていただきたいと思います。 

 まず最初に、品川区内にある土のう置場は、私は５４か所と認識しているのですけれども、確認させ

てください。 

○森道路課長  土のう置場でございます。 

 品川区内で５６か所、１万４,１５０袋を用意してございます。 

○高橋（伸）委員  分かりました。ありがとうございます。 
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 先日の大雨のときに、報道では戸越銀座や立会川など、品川区内で旗の台も報道がありましたけれど

も、やはり旗の台も本当に浸水被害が多くて、大変な思いをしたところであります。私のお店も旗の台

三丁目商店街に面していまして、私の店も浸水、膝までつかって、水を掃き出すのに２時間半かかった

ところであります。東口でも半地下が水没したり、旗の台も被害があったところであります。 

 そこで、浸水被害に対するお見舞金を、区でいろいろというか、住居と事業所というのがありますけ

れども、事業所、私のところも申請したのですけれども、９月１８日現在で事業所２４８件という報告

がございましたけれども、今現在どのぐらいなのか教えてください。 

○羽鳥防災課長  最終の被害状況をお答えさせていただきます。 

 ９月２９日１５時現在でございます。事業所の被害については３２６件になってございます。住家の

床上浸水は５０２件、床下浸水は２７４件という状況でございます。 

○高橋（伸）委員  それで、大雨被害に対するお見舞金は、要綱があるというのは私も存じ上げてお

りますが、事業所は、大小なりとも１万円というお見舞金を頂くのは本当にありがたいことなのですけ

れども、ぜひ今後、要綱を、もう少し事業所に対しては引き上げていただきたいというのは私の要望で

あります。これは要望とさせていただきます。 

 それと、土のうが５６か所ある中で、本当に急に、予想がつかないような今回の大雨でした。区民の

方は、土のう置場があると認識されている方もいますが、特に商店街だと、やはり商店会長などが促し

ていかないと駄目だと私は思っておりますが、土のうというのは約１０キロぐらいあると思うのです。

女性だと、これは本当に持ち運びが大変です。そういった観点から、水のうというのも今後、考えてい

かなければいけない。水のうは、ビニール袋を二重にして結べば水のうとなります。そういった観点か

らも、ぜひ今後、防災課、所管としても、水のうというのも推し進めていただきたいと思っております。

その辺のご見解をお聞きしたいと思います。 

○星災害対策担当課長  確かに水のうは非常に有効になるものだとは思っておりますので、今後、防

災訓練もしくは水防の訓練といったところで、区民の皆様に周知していければと考えているところです。 

○高橋（伸）委員  水のうは、便器から吹き上がってくるときにでも有効的に防げると思うので、ぜ

ひ今後、対策を深めていただきたいと思います。 

 次に１０７ページ、移動教室経費について質問させてもらいます。所管は違うのですけれども、品川

区区民保養所のあり方検討会が合計２回あったという報告を受けました。教育委員会として、４月か

ら１０月までは６年生の移動教室があって、７月から８月は５年生の林間学校があるというところであ

りますが、教育の観点から、移動教室という意味というか意義、目的を、改めてご紹介いただきたいと

思います。 

○石井学務課長  移動教室の、教育の観点からの意義でございます。 

 自然豊かなところで生徒たちが心身ともに健やかな環境で育つ。また、仲間と共に夜をともにするこ

とによって、非常に集団活動について高い意義を有していると思っております。なお、今、様々、有識

者検討会の議論や、あと今後の方針についてもいろいろ議論されていますけれども、非常に教育的意義

が高く、今、引き続き、この施設というものについては教育的な意義があると考えてございます。 

○高橋（伸）委員  本当にご答弁のとおりでして、今、検討会があって、特に光林荘という在り方と

いうのは、私はすごく、教育的観点からすると非常に大切なものだと思っております。今後これを改修

などとなると、本当に経費というか、１７億円という試算が出ていますけれども、光林荘はぜひ残して

いただきたい。保養所事業は廃止というので私はいいと思うのですけれども、ぜひこれは教育施設とし



－35－ 

て今後も利用していただきたいと、私は要望させていただきます。 

 本当に充実した体験活動の幅、今まで日光という場があって、ここが廃止になると、ではどこでどう

いうふうにやっていくのかというのは、場所も含めて、今後すごく、当然これからもまた議論していく

と思いますけれども、まだ貸付けがあと４年ぐらいありますよね。その間に方向性を、教育委員会とし

て、教育のビジョンとして、ぜひ残していただいて、活用していただきたいと思います。その辺につい

て、お尋ねさせていただきたいと思います。 

○石井学務課長  光林荘での移動教室、日光。もう、昔から行われております。ある意味で、今の子

どもたちではなく、かつて子どもたちであった大人の世代にも広く親しまれたところでございます。こ

ういった施設を今後どのような形で活用が可能か、そして移動教室の今後の在り方。日光という場所

は、２３区はいろいろなところでも日光という場所で移動教室を実施しておりますので、例えば教員負

担の軽減や、あと慣れた場所で行うことによって子どもたちの安全がどのように確保できるか。そうい

うところも踏まえて、これから様々な検討を含め、議論していきたいと考えております。 

○高橋（伸）委員  所管課と連携して、教育という観点から、ぜひ今後もやっていただきたい、続け

ていきたいと思いまして、私の要望として、終わりとさせていただきます。 

○石田（秀）委員長  次に、澤田委員。 

○澤田委員  本日は、６５ページ、なぎさ会館についてお伺いします。 

 令和６年度の事務事業評価で３年以内の廃止の検討となっていますが、現在もその方向性で間違いな

いでしょうか。 

 また、廃止後の土地の活用については、これから検討されていくと思いますが、なぎさ会館や隣接し

た土地だけで考えるのではなく、周辺施設と一体に、勝島のまちづくり全体として、地域ニーズに即し

た活用をご検討いただきたいと考えますが、区としてのご見解をお聞かせください。 

○築山戸籍住民課長  なぎさ会館につきましては、現在、廃止に向けた検討を行っているところでご

ざいます。 

 事務事業評価では３年以内としていますが、廃止とする場合は、その時期について、令和８年１月に

臨海斎場が式場を増設することも踏まえ、検討しています。 

 廃止になった場合の跡地活用につきましては企画部門で進めることになりますが、当該施設周辺の将

来の姿を見据えながら、行政需要や地域ニーズなどを総合的に勘案し、検討してまいります。 

○澤田委員  検討の状況を教えていただき、ありがとうございます。貴重な公有地ですので、真に必

要な施設への検討というのを進めていただければと思います。 

 次に、区民の関心が高まっている葬儀・火葬場について、関連してお伺いします。区民委員会でも報

告があったように、コロナ禍以降、家族葬などの小規模な葬儀や、通夜を伴わない葬儀が増え、少人数

利用の式場のニーズが高まっています。臨海斎場では、式場の増設・コンパクト化が実行され、区民

ニーズを的確に捉え、対応されていること、大変高く評価しております。先日の小池都知事の会見でも

あったように、民間の火葬料金の高額化は課題となっています。負担感が大きくなっているからこそ、

民営に比べ、廉価に利用でき、ニーズに寄り添った公営である臨海斎場の存在は、品川区民にとってま

すます大きなものになっているのではないでしょうか。 

 そこでお伺いします。以前から臨海斎場へのアクセスのニーズや課題について、我が会派でも議論を

重ねているところですが、臨海部広域斎場組合議会を構成する５区の区長と議長の間で、交通アクセス

についてどのような議論がなされているのか、また要望などはあるのか、お聞かせください。 



－36－ 

○築山戸籍住民課長  臨海部広域斎場組合議会からの要望を受けまして、臨海斎場では令和６年３月

に、葬祭業者を通じて臨海斎場へのアクセスの実態調査を行いました。調査結果では、臨海斎場へのア

クセスには、ご葬家、参列者ともに、自家用車およびタクシーを利用されている方が７割から９割でご

ざいました。その結果を踏まえて、組合議会懇談会において議論していますが、臨海斎場において送迎

バスの運行やマイクロバスの貸出し等を行う場合は、そのコストが火葬料に転嫁されるといった課題が

挙がっており、令和１２年度の増築に向けて、引き続き調査・研究していくこととなっております。 

○澤田委員  マイクロバスの代金が上乗せされるというところで、火葬代も上がっている中、区民と

しては、なかなか苦しいのではないかと思います。 

 それと、次は臨海斎場への距離なのですけれども、品川区では近隣５区の中では恵まれているほうか

と思います。とはいえ、荏原地区や五反田地区の方などは、エリアによって区内でも比較的遠いという

か、距離があります。公共交通機関は、便数が少ないことに加え、最寄りの駅や停留所からも徒歩７分

から１０分程度はあり、公共交通機関を乗り継いで、さらに歩いて向かうというのは、足の悪い高齢者

や、障害のある方にとっては厳しいという声もあります。また、タクシーで向かった場合に

は４,０００円前後、費用がかかってしまうため、料金が高いということもさることながら、同時に台

数不足もあり、高齢者の方にとっては利用が難しいという声もお聞きしています。親類が亡くなったと

きはもちろん、町会の仲間や高齢者クラブなどで親しくしていたご友人などがお亡くなりになったとき、

葬儀に行くことを諦めたという声も少なくありません。経済的な理由などで、大切な方をお見送りする

機会を失ってしまうということは、とても悲しいと感じます。 

 区として把握している区民のお声などありましたら、お聞かせください。 

○築山戸籍住民課長  直接、品川区に区民の声が届いているわけではありませんが、臨海斎場で行っ

たアンケートから、送迎バスを運行してほしい、バスの本数を増やしてほしいといった声があることを

確認しております。また、区民委員会においてもアクセス改善についてのご要望を頂いているところで

ございます。 

○澤田委員  ありがとうございます。先ほどの質問にも重ねてしまいましたけれども、いろいろな方

面からアクセスの向上を望む声があるのだなということを確認させていただきました。 

 その中で、交通アクセスの利便性向上の方策として、例えば大井町や武蔵小山駅、五反田駅などの拠

点駅から、臨海斎場へ向かうコミュニティバスのルートの検討も考えられるかと思います。バスの運転

士の人材不足という課題もありますが、葬儀や通夜の時間帯はある程度決まっており、需要の高い時間

帯と通勤・通学のラッシュ時は重ならないことや、運転士の交代制を考えると、可能性はあるのかなと

思います。 

 ほかにも、ＡＩオンデマンド交通の活用や、喪主が地元地域や最寄り駅などからマイクロバスを貸し

切る際の費用は三、四万円から６万円近くと高額であるため、先ほども葬儀代の中に入って、より高く

なるというお話もありましたが、その一部を補助するなど、様々な方策があるかと思います。大切な人

に見送られたい、見送りたい皆さんのためにも、公的な立場として、交通アクセスの利便性向上に寄与

する区独自の取組が必要であると考えます。ぜひ前向きにご検討いただければと思いますが、お考えを

お聞かせください。 

○築山戸籍住民課長  まず葬儀形態が変化しておりまして、家族葬が増えているという状況がござい

ますので、今後も利便性という面では、ご自宅や式場からドア・ツー・ドアで火葬場まで行けるタク

シーやマイクロバス等の利用のニーズが高まっていくものと考えております。 
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 その一方で、火葬を含めた葬儀全体に係る区民の費用負担を軽減するため、区としては引き続き、臨

海斎場において適正な価格帯を維持できるよう、しっかりと確認していくとともに、現在、区民の葬儀

費用負担軽減のための区民葬儀において、２３区共通の補助制度を検討中ですので、これらの取組を進

めてまいります。 

○澤田委員  ぜひ人生最後のお見送りをするという機会を、一人でも多くの方が逃すことなく維持で

きる品川区であってほしいと願っています。行政として、ぜひ様々進めていただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

 続いて、おくやみコーナーについてお伺いします。令和６年１月４日におくやみコーナーが開設され、

悲しみの中、手続に追われる区民の負担軽減に大きく貢献してきたと思います。一定期間が過ぎた今、

効果検証は行われたのでしょうか。また、課題などありましたらお聞かせください。 

○築山戸籍住民課長  委託事業者とのヒアリングを通して、効果検証を行っております。その中で、

利用者の声といたしましては、１か所で手続が完了して楽だった。思っていたよりも短時間で手続が完

了した。当日手続に必要な書類を集める方法を教えてくれたという、感謝の声を多く頂いておりますが、

課題としましては、予約の際に、電話かウェブ予約なのですけれども、ウェブ予約がしづらいといった

意見、また、予約制ではなくて当日に対応してほしいといった声を聞いているところでございます。 

○澤田委員  様々お声が届いている中で、やはり負担軽減に大分寄与していらっしゃるのだなという

のは今思いました。 

 やはり、おくやみコーナーの一番いいところというのは、ワンストップで手続がそこで行えるという

のが一番の利点だと思うのですが、その中で私が聞いた課題なのですけれども、年金の手続というのが、

できるだけ早くしなければいけないということを情報としては知っている方たちというのが、いつまで

にやらなくてはいけないのかというところまではご存じなくて、せっかくワンストップでおくやみコー

ナーで手続が行えるにもかかわらず、先行して年金のみを行ってしまうというお話をお聞きしました。

国民年金や厚生年金を受給した方が亡くなったときに、手続を行わないと個人の口座に年金が振り込ま

れ続けてしまうため、年金受給権者死亡届を提出して受給停止の手続をする必要があるのですが、その

期限は１０日以内、国民年金は１４日以内に行わなければならないという情報を、ぜひワンストップ窓

口で一緒に利用していただくためにも、今後は例えばおくやみコーナーの電話予約の際に口頭でお伝え

したり、電子申請の際にホームページにその旨を記載しておく、おくやみハンドブックへの記載などの

対応もあると、より親切ではないのかなと思います。また、予約の件なども、ぜひ取りやすいように、

また当日対応もしていただけるようになるといいなということを期待しまして、区としてのお考えをお

聞かせください。 

○築山戸籍住民課長  現在、電話で予約を受ける際にも、相談に乗りながら丁寧に対応はしていると

ころでございますが、委員のご指摘の点について区民に周知できるよう、改めて確認してまいります。 

 また、ホームページやおくやみハンドブックにつきましても、区民のお声を踏まえまして、より分か

りやすくなるよう、ブラッシュアップしていきたいと考えております。 

 予約につきましても、改善に向けた検討もしてまいりたいと思います。 

○澤田委員  少しずつ少しずつ改善が進んでいって、より一層、皆さんが使いやすくなるように、取

組を行っていただければと思います。 

 最後になりますけれども、故人が国民健康保険に加入していた場合、喪主が申請し、葬祭費を受け取

ることが可能であります。こちらは現在、書類のみでの申請となっていますけれども、他自治体では死
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亡届の原本の提出以外は、マイナンバーを活用するなどして電子申請が可能となっています。品川区で

も手続の利便性向上のために、ぜひ電子申請、ＤＸ化をさらに進めていただきたいと要望いたしますが、

ご見解をお聞かせください。 

○山下国保医療年金課長  国民健康保険分野におけるＤＸの推進という観点からのご質問かと存じま

す。 

 葬祭費の支給というところにつきましては、手続の特性上、後期高齢者医療制度につきましては、本

年３月より電子申請サービスでの受付を開始しておりまして、取扱いをしているところでございますが、

今ご指摘がございました国民健康保険というところにつきましては、まだ電子申請サービスの受付がで

きていない状況がございます。手続の特性から、窓口での件数が一定、多いところではございますけれ

ども、選択肢の拡充、また利便性の向上という観点から、そちらの電子化についても、引き続き取組を

進めてまいりたいと考えてございます。 

○澤田委員  後期高齢者医療制度は電子化が行われているということで、やはり高齢者の方がお亡く

なりになるということが多いので、そちらからというところかなとは思うのですが、ぜひ国民健康保険

のほうもよろしくお願いいたします。 

○石田（秀）委員長  次に、中塚委員。 

○中塚委員  ６４ページから始まる使用料及び手数料について、区民プールのロッカー代と子どもの

料金の無償化を求めて質問いたします。 

 まず、この間、取り上げてきました区民プールのロッカー代１０円ですが、今年の夏からリターン式

に変更されて、１０円が徴収されずに戻ってくるようになりました。今回の変更を歓迎したいと思いま

す。 

 そこで、ロッカー代の変更についてどのような検討がされたのかを伺います。その上で、１０円徴収

を、従来は受益者負担と説明してきましたが、リターン式への変更で実質無料となりました。受益者負

担の考えに変更があったのか、伺います。 

○大友公園課長  ロッカー代の返却式につきましてですが、様々なご意見やご要望を踏まえまして、

ロッカー代を返却式にする検討をしてきたところでございます。 

 これまでは、ロッカー数などの状況を踏まえまして１０円の料金を徴収しておりましたけれども、利

用者の利便性向上を図るために、プール営業開始前の設備点検に合わせて、返却式に変更したところで

ございます。 

○中塚委員  利便性の向上ということですけれども、２つ目に伺ったのは、受益者負担の考えに変更

があったのかと伺いました。改めてご答弁ください。 

○大友公園課長  １０円の徴取というところについては、運用面のところで大きく徴収していたとこ

ろでございますので、受益者負担の考えに変更があったというところではございません。 

○中塚委員  運用面ということで、受益者負担の考え方に変更はないということでした。 

 今年８月１日の来年度予算編成の基本方針、依命通達ですが、使用料及び手数料についての記述が変

わりました。従来は「受益者負担の適正化」と、これは何十年も続いてきましたが、今回は「受益者負

担」の言葉がなくなり、「受益と負担のバランス、社会経済情勢を踏まえて」となりました。私は、子

どもからもプール使用料を徴収することについて繰り返し無償化を求めつつ、この受益者負担の克服を

求めてきました。そこで今回の依命通達ですが、従来の受益者負担を克服するものなのか、伺います。

併せて、森澤区長は繰り返し、社会全体で子どもと子育てを支えると表明しております。私はこの視点
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を貫くならば、区民プールの使用料ですが、少なくとも子どもは無料にすべきだと述べてきました。今

回の依命通達を受けて、今後はどうするのか。改めて区民プールの子ども料金を無料にすべきと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○崎村企画課長  今、依命通達に関するご質問を頂きましたので、私からお答えさせていただきます。 

 まず、「受益者負担の適正化」という言葉と、今、委員からご紹介がありました今年度の依命通達に

載っている「受益と負担のバランス」というのは、内容としても意味としても特に大きく異なるもので

はないということを、まず申し上げておきたいと思います。 

 その上でなぜ変えたのかという部分ですけれども、ちょうど昨年の決算特別委員会でも、他の委員か

ら、施設使用料の在り方や受益者負担の適正化の観点から、ご質問等を頂いたところであります。施設

使用料を例に挙げてお話しさせていただきますと、公共施設を維持・管理する上で、サービスを提供す

る上で、当然、施設の維持管理費・人件費などの経費がかかってまいります。これらの経費というのは、

施設サービスを利用する人、いわゆる受益者が負担する施設使用料が充てられますが、その収入で不足

する場合には、区民全体の負担、区民に納めていただく税金で負担することとなってまいります。そう

いった観点から、施設を利用することによって益がある人と、利用しない人との負担の公平性を確保す

るというのが大前提の考え方であります。 

 今、社会経済情勢のお話を頂きましたけれども、この間の物価高騰や労務単価の上昇に伴って、当然、

施設の維持管理費も増えてきている状況であります。こういった状況を踏まえて、施設所管課において

受益者負担についてしっかりと検証・検討していただくために、より分かりやすい表現とさせていただ

いたというのが、今回の依命通達の変更の理由でございます。 

○大友公園課長  後段の区民プールの利用料につきまして、無料にすべきというところについてなの

ですけれども、区民プールにつきましては、やはり利用用途を限定し、また利用者も限られる施設であ

りますので、受益者負担の考えの下、ご負担いただいているところでございます。この受益者負担の考

えから、料金を無料にするという考えは、現在のところございません。 

○中塚委員  依命通達では「受益者負担」という言葉はなくなりましたが、今のご説明でも、まず大

きく変わるものではないと。維持管理・人件費などは、受益である利用者が負担すべきだという説明だ

と思います。 

 私は、森澤区長自身が、社会全体で子どもと子育てを支えると説明し、この間、学校給食だったり学

用品だったり……、これは違うか。義務教育の無償化か。保育園の無償化だったり、すまいるスクール

の無償化だったり、様々、無償化が進められてきましたけれども、社会全体で子どもと子育てを支える

のだという視点に立つならば、受益者負担を克服して、区民のプールの子ども料金も無料にすべきだと

思います。保育園やすまいるスクールは無償化を進めてきましたが、なぜ区民プールだと、同じ子ども

でも料金を取るのか。前回も言いましたけれども、保育園もすまいるスクールも子どもはその施設を利

用しております。でも、社会全体で子どもの子育てを支えるとの説明の中で、無償化が進んできました。

ならば私は、同じ子どもなのだから、区民プールも少なくとも子どもから取るのはやめようと判断すべ

きだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○大友公園課長  一部、繰り返しの答弁となりますけれども、利用用途を限定し、また利用者も限ら

れる施設ではありますので、受益者負担の考えが基本となっているところでございます。区民プールに

つきましては、それに加えまして、区民プールは人気があり、予約が埋まる施設でもございますので、

無用の予約を防止することで、より多くの利用を図るといった運用面につきましても、利用料金を頂い
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ているところでございます。 

○中塚委員  プールは人気があるからとご説明でしたが、認可保育園もとても人気があると思います。

待機児問題が深刻なときには、この議会でも何度も様々な議論がありました。伺いたいのは、区民プー

ルは同じ子どもでも、なぜお金を取るのか。保育園やすまいるスクールでは無償化してきましたが、ほ

かの事業とプールは何が違うのか。改めて伺います。 

○大友公園課長  先ほども申しましたとおり、受益者負担の考えが基本となるというところではござ

いますけれども、さらにより多くの利用を図るということで、無用の予約を防止するという目的もあっ

て、こちらは利用料金の徴収をしているというところになってございます。 

○中塚委員  より多くの利用を図ると、なぜ子どもからもお金を取るのか。認可保育園もすまいるス

クールも、多くの子供たちが利用しております。すまいるスクールについては質問しませんけれども、

すまいるスクールの登録率はかなり多いと私は思っております。なのに、区民プールは子どもからも取

るというのは説明が成り立たないと思います。私が言いたいのは、森澤区長が社会全体で子どもと子育

てを支えるというのであれば、それを貫いてほしい。少なくとも子どもからは徴収しないということを、

改めて要望したいと思います。 

 最後ですが、子ども料金の対象年齢についてです。これまで小学生と中学生とされてきましたが、な

ぜ子ども料金は中学生までなのか、その根拠はどこから来ているのか、伺います。 

 私は１８歳選挙権の議論を通じて、大人料金は１８歳から、運用としては高校卒業時から、それ以下

は子ども料金とすべきだと思います。つまり、子ども料金は、小学生・中学生・高校生までと、社会情

勢を踏まえて変更が必要だと思いますが、いかがでしょうか。実際、品川区の事業を見ましても、例え

ば子どもの医療費無料化制度は高校３年生まで対象です。また、高校に加えて大学生の奨学金も拡充し

ております。１８歳選挙権の議論ですので、やはり小学校・中学校・高校生までを子ども料金とすべき

だと思いますけれども、いかがでしょうか。これはプールだけでなく、品川区の施設全体にも関わりま

すけれども、ぜひこれを機にご検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○大友公園課長  区民プールの料金設定につきましては、条例の制定時に、近隣の自治体、他自治体

の状況などを踏まえまして、総合的に判断し、決定したというところでございます。その結果、高校生

は大人料金とさせていただいておりまして、中学生と小学生、それぞれ料金を設定しているところでご

ざいます。 

 また、区民プール以外の各施設について、それぞれの施設ごとの考えもあるというところでございま

すので、一律で変更するということは難しいのではないかと考えております。 

○中塚委員  条例は相当前だと思います。ぜひご検討ください。 

○石田（秀）委員長  次に、松永委員。 

○松永委員  私からは、１３４ページの災害対応力向上支援事業補助金について、１３５ページの災

害時応急物資確保費について、１５５ページの歩行喫煙防止過料について、併せて１５０ページのふる

さと納税寄附金について伺います。 

 順番を少し入れ替えまして、まず１５５ページの歩行喫煙防止過料について伺いたいと思います。 

 先ほど午前中に質疑がありましたので、かぶらないようにいたします。昨年度の違反者について伺い

たいと思います。こうした方へ、どういった方法で対応されているのでしょうか。例えば、「ここは喫

煙禁止区域ですよ」、また「喫煙所はこちらにありますよ」。これは例えばチラシなどを作って、「そ

うしたところにありますよ」という形で対応はされているのでしょうか。また、以前なのですが、喫煙
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で過料を払ったら、品川区版の携帯灰皿をお配りしていたという記憶があるのですが、今はどのような

形になっているのでしょうか。また、違反者の中に外国人の方はいらっしゃるのでしょうか。その外国

人に対して、もしいらっしゃったら、どういった形で対応されているのか、伺いたいと思います。 

○澤邉生活安全担当課長  それでは、今、過料についてのご質問がありましたので、回答させていた

だきます。 

 過料につきましては、現場で吸っている状況を確認したところ、その方から直接、現金１,０００円

を頂く形になっております。さらに、そのときの周知の方法でございますけれども、基本的にはチラシ

を持っておりますので、それをお示しして、品川区の条例が改正した旨についてご説明させていただき

ます。また、外国人の方の過料徴収については、現在まで把握はありません。 

 よろしくお願いします。 

○石田（秀）委員長  携帯灰皿のことをお願いします。 

○澤邉生活安全担当課長  品川区版の携帯灰皿については、現在配布はしておりません。 

○松永委員  ぜひ今、インバウンドで外国人の方も結構いらっしゃって、吸われるところも私は見た

ことがあります。特に大井競馬場なのですけれども、そうしたところまで含めて、ぜひ外国人対応のチ

ラシも含めてご検討いただければと思います。 

 そこで、今年の７月１日から、品川区全区域、公園も含めてなのですけれども、全面禁煙という形に

なりました。喫煙者側からすると、やはりもう肩身がどんどん狭くなってきて、今後どうするのだろう

という形になっております。喫煙する場所も減っております。 

 そこでご提案なのですけれども、結構先ほども述べさせていただきましたが、品川区版の携帯灰皿と

いうのは結構人気があって、それを買いたいのだけれども、どうすればいいかというので、伺ったこと

があるのですけれども、そうしたところも、ふるさと納税も含めて、一品に加えていただければどうか

ということと、あとは、１９９１年７月から１９９５年５月まで、品川区にＪＴの本社があった経緯も

あったことから、こうしたご提案をさせていただいております。その中で、クラウドファンディングで

喫煙所の設置というのは可能かどうか、私も分からない部分があるので、これはふるさと納税として扱

えるのかどうか、確認させてください。 

○澤邉生活安全担当課長  たばこの喫煙所に関してのご質問がありましたので、その部分についてお

話しいたします。 

 喫煙所の設置につきましては、先般も答弁させていただきましたが、公用地を中心に配備してきまし

た。しかしながら、なかなか難しい点もございまして、現在はどちらかといいますと、民間の店舗や土

地といったところを中心に、補助事業を充てまして、鋭意、設置を図っているところでございます。 

○宮澤税務課長  ふるさと納税というところで、携帯灰皿のような、物の、商品型の返礼品について

は、国の基準に合致すればというところになります。具体的に言えば、区内で製造、作られているのか

となどといったところになってくるところでございます。 

 あと、クラウドファンディングにつきましては、区が実施するクラウドファンディングに応援してい

ただければ、ふるさと納税、控除の対象になっているというところでございます。 

○松永委員  ぜひ、喫煙される方の観点からも含めてご検討いただければと思います。 

 次に移ります。１３４ページの災害対応力向上支援事業補助金について伺います。 

 近年、地球温暖化の影響や地殻変動の活性化に伴って、集中豪雨、また台風、大規模地震など、自然

災害が頻繁に起こりつつあります。今後３０年以内に、７０％から８０％と言われております南海トラ
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フ、首都直下型地震というのが喫緊の課題となっております。こうした背景を踏まえて、本区では区民

の生命と財産を守るため、ご尽力いただいているところだと思います。こうしたことから、このページ

にあります防災区民組織育成費と、災害時応急物資確保費、また初期消火体制強化費について、それぞ

れどういった事業なのかお知らせください。例えば、消火器やＷｉ－Ｆｉ、発電機、スタンドパイプな

ど、いろいろあると思うのですが、どの部類になるのでしょうか。お知らせください。 

○羽鳥防災課長  私からは、災害対応力向上支援事業補助金のうち、防災区民組織育成費についてお

答えさせていただきます。 

 こちらは、都が防災区民組織に向けて補助している事業です。内容といたしましては、Ｗｉ－Ｆｉ環

境の設備、非常用発電機、また蓄電池、ソーラーパネルといった備蓄品を補助するものでございます。

補助率は２分の１となってございます。 

 令和６年度の実績でございますが、１５組織に向けて、９１万２,０００円の補助となってございま

す。内訳といたしましては、発電機が１３基、蓄電池が１１基、モバイルＷｉ－Ｆｉが１基という内容

でございます。 

○遠藤防災体制整備担当課長  私からは、災害時応急物資確保費、初期消火体制強化費についてご回

答いたします。 

 まず、災害時応急物資確保費についてですが、こちらは、携帯トイレを７６０箱、１箱当たり２００回分、

合計１５万２,０００回分を購入しております。こちらも購入金額に対する補助費２分の１となってご

ざいます。 

 また、初期消火体制強化費についてでございますが、こちらは先ほど委員からご紹介があったとおり、

消火器を購入するものとなってございます。こちらの消火器につきましては、家庭用消火器というもの

をあっせん販売しております。そちらのあっせん販売の購入助成、あるいは中身の詰め替えの費用の一

部を助成するといったものになってございます。 

 実績につきましては、木密地域を対象とした地域の木造住宅世帯を対象としたものとなってございま

して、令和６年度は、消火器の購入助成が６０２本、詰め替えが９本といった内容になってございます。 

○松永委員  内容が分かりました。 

 その中で家庭用消火器についてなのですが、結構これは、消費期限というのですか、期限があるとい

うことでございます。なかなか、家庭に消火器があって、「これは使ったことがないけれども、どう

なっているのかな」と調べる機会があると思いますので、その機会というのが、例えばマンションの防

災訓練や、各総合防災訓練が今後行われると思いますので、せっかくみんな集まってこういった訓練を

やるので、そうしたところで消火器についての、併せてチラシも品川区版で出されていると思いますの

で、そうしたところも含めて周知していただければと思います。 

 取りあえず時間になりますので、以上にさせていただきます。要望で終わります。 

○石田（秀）委員長  次に、つる委員。 

○つる委員  ５２ページ、特別区民税で、ミドル期シングルやベーシックサービス、それから社会的

処方の関係について伺っていきたいと思います。 

 区民税については、品川区は今現在、特別区民税については右肩上がりということでありますが、こ

れは令和７年度のあれですけれども、納税義務者で７００万円以上の方、納税義務者の中の１３％の方

に区民税収４８.２％を納めていただいているという現状があって、一方で、３００万円以下の方が、

これは減少傾向にあるのかなと思っています。令和７年度で見ても５８.８％なのですが、そうすると、
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区内での所得の層というのがどういう流動になるのかなというのも気になるところでありますが、結果、

でも品川区としては区民税収が増えていて、全国に先駆けた様々な展開をすることができるというとこ

ろがあるわけでありますが、このサービスの受け手というところで見ていくと、品川区に、これも以前、

いろいろ質疑しましたが、住み続けたいという希望に対する、住み続けられるという、管理していかな

くてはいけないという施策展開というのが必要なのかなとは思っています。 

 そういう中で、来月の２７日だったと思いますが、特別区のほうでしょうか、講演会で講師を務めら

れるミドル期シングルの研究の第一人者の社会学者で宮本みち子、放送大学、それから千葉大学の名誉

教授の方が、２０１３年、新宿の新宿自治創造研究所のフォーラムで、当時、いろいろな新宿区におけ

る状況の調査が行われて、ミドル期シングル、いわゆる壮年期単身世帯というカテゴリーであります

が、３５歳から６４歳の状況の変化というところを調査したことがあります。 

 その中で、東京都についてはもう既に、ミドル期シングルというのが５０.２％というのが出ていて、

また２３区で見ても３割弱がそういう層になってきているということ。それで、国立社会保障・人口問

題研究所の将来推計、これは昨年の４月１２日の発表ですが、２０５０年、今から２５年後ですけれど

も、独り暮らしなどが４４％になるのだというような見込みも出ています。昨年度から、品川区も孤

独・孤立への対策などといったことをやっていただいたり、品川区においては若者の孤独を感じる傾向

が強いということで、その施策もしていただいておりますけれども、品川区のいわゆるミドル期シング

ルの状況がどういう世帯にあるのかというのを教えてください。 

○宮澤税務課長  特別区民税の課税状況の傾向という観点から、お答えさせていただきます。 

 先ほど委員のご指摘がございましたとおり、令和６年度、また令和７年度というところを見比べてみ

ても、税務課で所得階層ごと、また１０歳刻みの年代ごとで課税の状況というのを分析していると、一

番多いゾーンというのが４０代、続いて３０代、５０代と続きます。所得の状況というところも、先ほ

ど委員がご指摘したとおり、所得の高いほうに行くほど、令和６年度と令和７年度を比べると、若干、

上にシフトしているというところがあります。いわゆるミドル世代で中年世代というところで抜き取り

ますと、４０代・５０代の全体の納税義務者数の中で大体約６０％以上、４０代・５０代の納税義務者

数のうち約６５％近くが単身世帯という状況という傾向にございます。 

○つる委員  ６５％というのを頂きました。そうすると、東京都の５０％よりも、品川区はミドル期

シングルの人が非常に多いということになって、そうすると品川区の様々な施策展開において、そうし

たいわゆる単身、これは高齢期の単身や若年期の単身、未婚の単身や死別の単身、離別の単身など、い

ろいろあるのだと思うのですけれども、これは各年齢層における単身という設定・前提での施策の様々

な展開の原点に立っていかないと、いわゆる家族、両親がいて子ども２人というのがモデル世帯ではな

くて、もう本当に一人一人の単身というところに光を当てた施策展開のスタートラインにしていかない

と、なかなかここは、区の施策に対する共感というか、これがなかなか得にくくなってくる部分もある

のかなと思っています。 

 先ほど午前中だったでしょうか、いろいろお金をやりくりして、住民税の減税など云々とあったので

すけれども、それは、はっきり言って公的負担なのか私的負担なのかというところで、いわゆる私的負

担を増やしていくということなのかなと思って、日本というのは、財政の学者のいろいろな書籍を確認

させていただくと、これは国税と地方税も併せてですけれども、日本の国民負担率については、ＯＥＣＤ

の３６か国中２４位、それから租税負担率については３６か国中２８位ということで、要は負担率は低

いということなのです。だけれども、なかなか現役世代を中心に、自分たちの公共サービス・行政サー
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ビスの恩恵が薄いと感じているというところで、ここについては、しっかりと所得の再分配で、品川区

は、ベーシックサービスの視点からいくと、基本的な学者の論点をお借りすれば、基本的には国税でも

つ、国でもつというところが基本にあるかと思うのですが、今、品川区が自治体としてベーシックサー

ビスの考え方を引用しながら、様々な無償化に取り組んでいただいているわけでありますけれども、自

治体というのは住民税１０％で、それぞれ全国、名古屋市など一部、横浜市も含めて若干の微妙な違い

はありますけれども、基本的には１０％である。そういう意味では、品川区の付加価値は現状、高く

なっているのかなと思う中で、先ほど申し上げたような単身世帯が増えてきているところでは、そこの

部分の対策というか、施策の考え方というのを、しっかりと見ていくという部分も必要なのかなという

意味では、かつてもベーシックサービスの議論の場を持つことが必要ではないかという質疑をさせてい

ただきました。これは、議会からの質問や、区民のお声、アンケートなど、様々なところを行政がしっ

かりと受け止めていただいて、行政でしっかりと施策をつくっていただくという部分もあろうかと思う

のですが、そうした声も含めて、公的負担のところにおけるベーシックサービスの展開の議論の場とい

うところについて、今現状、議会側からも様々な提案があると思うのですが、そこの部分の議論の場と

いうのは、どういう場所で、位置づけでやられているのか、教えてください。 

○崎村企画課長  今、委員から、先ほどお話があったミドル期の単身世帯に対して、どのような行政

サービスを提供していくかということで、お話を頂いているところです。 

 今年度の施政方針でも申し上げましたけれども、人間が自分らしく暮らしていく上で不可欠な生活の

基礎となる行政サービスを、所得制限なく全ての人に提供するというような考え方、委員がおっしゃる

ようなベーシックサービスの考え方に基づいて、品川区としても各種施策を実施しているところであり

ます。 

 今、委員にお話しいただきましたミドル期の方々というのが、特にシングル、また家族を持たれてい

る方も含めてになりますけれども、なかなか行政サービスにどういったものを欲しておられるのか、

ニーズといった部分ではなかなかつかみ切れないというのが実情であります。こういった方々というの

は、当然ながらお勤めになられている方が大多数でありまして、なかなか行政と関わりを持たないと

いった方々が多いのかなというところでございます。ただ、そうはいっても、一昨年度から品川区とし

ても取り組んでいる孤独・孤立対策の中では、やはり２０代・３０代で孤独を感じていらっしゃる方が

大変多いといったところで、品川区としても力を入れて取り組んでいるところであります。 

 また、どういったサービスがベーシックサービスとしてふさわしいのかという、議論の場といったお

話でありましたけれども、委員からお話がありましたように、基本的には国において議論すべきものと

考えておりますが、こういったサービスとしてどういったものを、品川区として、１自治体として提供

していくべきなのかというのは、こういった議会からのご意見、ご要望、また決算特別委員会・予算特

別委員会等を通じて、また区民の声等をお聞きしながら、品川区としてしっかりと考えていきたいと考

えております。 

○つる委員  こうした委員会の提案でもいいということだったので、積極的に提案していきたいと思

うのですが、財政学の学者の方から学ばせていただいた中では、これは日本全体の考え方ですけれども、

社会保険国家から、税負担に基づく社会サービス国家へ転換する岐路に立っているのではないかという

ご指摘があります。人口の動向といったことを考えると、本当にそれを早い段階で考えていくこと。ま

さに今、品川区が自治体としても、ある意味で国を先駆的に引っ張っている施策展開をしているのかな

という理解もある中で、そういう部分でしっかりと、今、これまで会派としても様々な提案をさせてい



－45－ 

ただきましたけれども、しっかりとそれが、共感・納得を頂けるような施策展開をお願いしたいと思い

ます。 

 そういう中で、一昨年の決算特別委員会の総括でも、そうした施策展開の中で、孤独・孤立の対策と

いうところで、イギリスの孤独対策というところで引用させていただいたものがありまして、これは社

会的処方。お医者さんが、その方の疾病箇所、病気や、けがの分だけの治療にフォーカスして見るので

はなくて、その人の個人やバックヤードについてもしっかりと話を聞いて、それを福祉的なところや行

政機関につなげていくということを、リンクワーカーというそうですけれども、つなぎ手です。社会的

処方をやることによって、患者の８０％が救急外来・外来診療・入院の使用を減らしたという実績があ

りますということで、２年前だったか、引用して、孤独・孤立対策を品川区でもしっかりというところ

で言わせていただきました。 

 その際、開業医の方などが、やはり同様の相談を受けるというところで、例えば支え愛・ほっとス

テーションの連携や、医師会に社会福祉士を採用できるような援助や支援といった話を、たしか当時、

させていただいたと思うのですが、先ほどのミドル期シングルの研究の第一人者の宮本さんなどもおっ

しゃっているのが、役割のない個人が役割を担う個人へと変わっていくプロセスがすごく大事でという

ことで、これはまさに、高齢者の方が中心かもしれませんが、社会的処方を必要とするような人たちが、

適切に行政のサービスに触れて、そして課題を解決できるというところのつなぎは、まさにリンクワー

カーがすごく大事なのだろうと思います。 

 また、そうした機会を通じて、品川区では広く生涯教育としては、オープンカレッジや、６５歳以上

の方にはシルバー大学というところで学び直しを、この場合はリカレントになると思うのですが、やっ

ている。ここについては、なかなかアクセスしてもらえないという課題を、品川区は「しながわシティ

ラボ」で上げて、優秀な皆さんはお知恵をくださいということで、今、募集しているのだと思うのです

けれども、まさにミドル期シングルや孤独・孤立を感じている方、社会的処方の仕組みを、地域医療連

携課はできたけれども、あれはまさに災害時や介護などを想定した部分があるかと思うのですが、こう

いう地域福祉的な部分の支援策というのを、今、品川区はどういう形で取組を進めていらっしゃるのか、

教えてください。 

○東野福祉計画課長  地域福祉というワードが出てきましたので、私からお答えさせていただければ

と思います。 

 委員がおっしゃっている孤独・孤立という部分では、品川区は今、力を入れて、いろいろ対策を進め

ているところでございます。このミドル期シングルの層といいますと、なかなかつかまえにくい部分と

いうのがあると思うのですけれども、例えば今取り組んでおります重層的支援体制整備事業と孤独・孤

立対策のプラットフォームの事業がございます。こちらでは、地域の支援者が集まりまして、地域の中

でどういった方々にどういった支援を届けられるか、新たな居場所づくりなどといったことを話し合う

場を設けたりして取り組んでいるところでございます。また、そういったものは区の政策に十分活かし

ていけるように、こういった委員会の場、各常任委員会の場でも発表させていただければと思っている

ところでございます。 

○つる委員  いろいろ多岐にわたる施策の話だったかと思いますけれども、とにかく品川区にいるこ

とで、本当にそれぞれ区民の一人一人に、まさに幸福を感じていただくということが、品川区のまさに

売りになっていくと思いますので、これからもそうした施策展開を、全国に先駆けてやっていただきた

いと思います。 
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 また、様々な款別質疑で伺っていきたいと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、吉田委員。 

○吉田委員  私からは、９７ページのすまいるスクール運営費から伺います。先に申し上げておきま

すけれども、すまいるスクール運営費を例に取って、契約の在り方についての質問をさせていただきた

いと思います。 

 昨年の決算特別委員会の民生費で、西本委員がすまいるスクールの昼食について質疑をしておられま

す。アレルギーの対応についてのご指摘です。そのご質問に対して子ども育成課長が、アレルギーにつ

いては、すまいるスクール指導員、区の職員です。プラス、委託の職員に、全体でアレルギーの研修と

いうものを行いまして、エピペンはこういった形で打つのだという形の指導というものを行ったと答え

ておられます。区としての対応としては妥当なものと考えております。ですので、区の職員であるすま

いるスクール指導員への指導としては、区の職員への指導なので、それでいいかなと考えますが、委託

の職員への指導が妥当なのかというのを疑問に思いました。 

 そこで、委託内容にどのように書かれているかを確認するため、すまいるスクールの業務委託と、す

まいるスクール仕出し弁当関連の契約書を、情報開示請求で入手いたしました。それぞれの業務委託の

契約書の仕様書を確認いたしましたが、昨年の西本委員へ答弁されているような、エピペンの使用まで

踏み込んだアレルギー対応の項目は、私が読んだ限りでは見当たらなかったのですが、もし、これは見

落としでしょうというのがあったらご指摘ください。私の読んだ限りだと、契約に明記されていないこ

とを実施するよう指導したというふうに読み取れてしまうのですけれども、その点についてお答えくだ

さい。念のために、繰り返しですが、指導した内容が悪いと言っているのではなくて、それを求めるな

ら、契約書の仕様書に明記して、それに対応する契約金額の上乗せも必要なのではないかという趣旨の

質問ですので、それを踏まえてお答えいただければと思います。 

○上野子ども育成課長  吉田委員からのご質問にお答えいたします。 

 委員からのご質問ですけれども、仕様書の中に、そういったアレルギーに対する対応についての記載

があるかというご質問だったかと思いますけれども、仕様書の「児童指導および生活安全指導」という

項目がございまして、そちらに、保護者の依頼により預かった児童用のアドレナリン自己注射薬または

アレルギー薬ほかの管理、医療行為を除くアレルギー発症時の対応ということで記載しておりまして、

こちらに記載されているものと考えております。 

○吉田委員  それは読みました。業務委託契約の仕様書ですね。昼食指導の項目があります。ただし、

食物アレルギーがある児童に対しては個別に対応すること。それで、保護者の依頼により預かった児童

用のアドレナリン自己注射薬またはアレルギー薬ほかの管理というところにとどまっているなと私は

思ったのです。それで、その次の項目には、医療行為を除くアレルギー発症時の対応とあります。それ

で、私の見解では、エピペンの使用は明らかに医療行為と考えるのですけれども、医療行為ではないの

でしょうか。ごめんなさい。その辺の専門性はないので、「いや、エピペンは医療行為ではないよ」と

いうことであれば、それでいいのですけれども、結構、勇気が要るというか、だから研修をしたのだと

思うのです。その点についてお聞かせください。 

○上野子ども育成課長  医療行為を除くアレルギー発症時の対応というのが、エピペンの使用に当た

るかどうかというところですけれども、医療関係者のみ対応できるというものではないと考えておりま

すので、研修の中で、そこは対応できる範囲内と、こちらでは考えております。 

○吉田委員  おっしゃるとおり、医者以外でも、緊急の場合に医者を待っていられないので、なので
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エピペンというものの使用が求められたし、それをされたのだと思います。だけれども、やはりエピペ

ンの使用というのは、医療行為に当たるのではないかと思います。それがそうでないと、医療行為まで

いかないものだということであれば、それでいいと思うのですけれども、私は結構、エピペンの使用ま

で踏み込んだものを求めるのであれば、やはり契約の中にそれを明記してやるべきなのではないかとい

うのが見解です。本当に何秒以内にやらなければいけないというような緊急性のある行為だと思ってお

りますので、それは誰もがやれるものだと思っております。ただ、やはり医療行為なのではないかとい

うのと、それを契約相手に求めるのであれば、契約書の中に、せめて仕様書の中に明記すべきだと思う

のですけれども、契約の在り方として伺っていますので、その点についてお聞かせください。 

○上野子ども育成課長  繰り返しになってしまうのですけれども、医療関係者のみ対応するものでは

ないという見解の下に仕様書を作成しておりますので、こちらについては記載のとおりで問題ないと、

こちらは考えているところでございます。 

○吉田委員  見解はそうだということであれば、そういうことなので、委託事業者を選ぶときに、や

はりその辺はきちんと言っておいていただきたいと思います。 

 私としては、やはり契約金額の算定の在り方をきちんと承知していないで質問をしていますので、も

しかするとその話し合いの中で、業者を決めるときにその辺の話し合いも踏まえておられるのかなと思

うのですけれども、品川区の契約の中に、時々やはり仕様書の中身を超えたものを当然行うものとして、

だから仕様書の中身に入っていないから、本来であれば契約金額に反映されるものがされていないとい

うようなこともあります。 

 事業者としても、契約金額の交渉のときにきちんと言うべきだと思うのですけれども、やはり品川区

から受託しようと思う事業者にとっては、なかなか言い出せないようなところもあるのかなと思いまし

た。だから、こういうふうに文章で表されているものについては、例えばエピペンの使用なども、医療

行為ではあるけれども、契約金額の算定の中にきちんと了解してもらっていますよねということが、確

認が取れていればいいのですけれども、過去にも幾つか、私があれしたのは、仕様書には書いてあるの

のに契約金額に反映されていなかったなど、幾つか品川区の契約の在り方に課題が見られたので、これ

がそれに当たるのではないかと思って確認させていただきました。事業者もきちんと、エピペンの内容

もこの金額に反映されていると思って納得しての契約行為であれば、それは事業者としても納得したの

だから、それでいいだろうと思いますけれども、品川区の契約の中、すまいるスクールの契約のときに、

そこまで説明されているのか。例えば口頭でも説明されているのか。今後、この中で少し増える中身も

ありますみたいな契約の仕方があるのであれば、そういう契約かどうか確認させてください。少なくと

も私が開示請求してみた中には、一つも明記されていなかった。しかも、すまいるスクール仕出し弁当

と昼食対応補助業務委託契約の仕様書には、その記述もなかったのです。それで、昨年の西本委員の質

問に対する子ども育成課長の答弁は、契約内容を超えているのではないかと思いますが、超えていない

という判断なのでしょうか。私は、こういう契約の在り方というのは、ちょっとどうなのかと思います。

本来であれば対等な関係なのですけれども、どうしても区から受託しようとしている事業者と区の関係

でいうと、区のほうが優位に立ってしまうのではないかと想像するのですが、そうであるならば、優位

に立ったほうがきちんと、この中身にはここまで含まれておりますということを説明して契約を結ぶべ

きだと思うのですけれども、この契約については、そうだとおっしゃる、そうだということで確認して

よろしいでしょうか。 

○上野子ども育成課長  委員がご指摘の、すまいるスクール仕出し弁当昼食対応補助業務委託ですけ
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れども、こちらにつきましては、昼食場所の準備、仕出し弁当の受領、保管場所の……。[時間切れに

より答弁なし] 

○石田（秀）委員長  次に、のだて委員。 

○のだて委員  私からは、５２ページから始まる歳入が増えていることについて、１６５ページ、移

動教室参加費の無償化、９３ページの学校改築推進経費に関わって、女子トイレの便器数を増やすこと

について質問します。 

 今回の決算書でも大きく増収になっています。前年度決算と比較して、主な項目でどれだけ増えてい

るのか、まず伺います。そして基金も、出納閉鎖時で幾らになったのか伺いたいと思います。午前中の

質疑で、２,２００人ですか、高所得者が増えていると。これが、どこの層が増えているのかというの

も伺いたいと思います。 

○加島財政課長  歳入の主な増減について、まず答弁申し上げます。 

 １つ目の大きなところは特別区財政調整交付金で、こちらにつきましては、令和５年度決算と比較い

たしまして５７億円のプラスとなっております。固定資産税の評価替え等による財源の伸び、それから

義務教育施設等の建築工事単価の隣地算定、区立児童相談所の開設による基準財政需要額の増がござい

ます。また、令和６年度特有の歳入増の事情といたしましては、地方特例交付金という形で、定額減税

が実施された際の減収補塡特例交付金２０億円が増となっております。特別区民税につきましても、納

税義務者数の増等により１１.７億円の増。また、株式等譲渡所得割交付金につきましても、新ＮＩＳＡ

開始に伴う個人投資家の増等により１０.４億円の増となっているところでございます。 

 基金のところでございますけれども、出納閉鎖後、決算段階での現在高というところで主な基金の項

目をお答え申し上げます。財政調整基金につきましては、基金の現在高は約１９９億円。公共施設整備

基金につきましては３１３億円。義務教育施設整備基金につきましては、現在高は約２４０億円となっ

ているところでございます。 

○宮澤税務課長  午前中、高所得の方の増加という部分でございますけれども、いわゆる合計所得金

額が１,０００万円以上の方というところでございます。 

○のだて委員  様々増えているということで、私が見た中でも、ほかにも大きなところでいくと、地

方消費税交付金が６億円増、配当割交付金が４億１,０００万円増ということで、合計すると約９０億

円増えているということで、前年度から比較してもこれだけ増えているということです。高所得者の方

も１,０００万円以上の方が増えているということで、これだけ豊かな財政力があるということが分か

りました。 

 この年は、小・中学校の学用品無償化や、介護・障害者福祉従事者の待遇改善、高齢者のインフルエ

ンザワクチンや救急代理通報システムの無料化、住宅耐震化除却助成・感震ブレーカー助成の全域拡大、

耐震診断費用の無料化など、これだけ実施したわけですけれども、その上で基金も、先ほど３つほどご

説明いただきましたが、全て合計すると１,０６４億円余ということで、１,０００億円を超えたという

状況です。この区の豊かな財政を活かして、物価高がどんどん進んでいますけれども、生活が苦しい区

民の暮らしをよくする施策に使って、進めていただきたいと思います。 

 その一つとして、義務教育の無償化をさらに進めるために、移動教室無償化を提案したいと思います。

今年度から中学生の修学旅行費無償化が始まりましたが、移動教室は無償化されませんでした。令和６年度

の実績だと、６年生が２,７６１人、７年生が１,７０２人参加しているということで、多くの子どもた

ちが参加しています。ぜひこの移動教室も無償化できたらと思いますが、いかがでしょうか。 
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○石井学務課長  移動教室につきましては、現在、宿泊費やバスの借り上げ費用等は公費負担をして

おり、これは従前から実施しているものでございます。一部、食費負担等はございますけれども、教育

に必要な部分では十分に無償化されていると考えてございます。 

○のだて委員  十分無償化されているということですけれども、負担はあるということです。食費の

部分は負担しているということですので、事業費から見れば約６８０万円ですので、区の財政力であれ

ばすぐできると思います。ぜひやっていただきたいと思いますけれども、何か課題があるのかどうか、

伺いたいと思います。 

 さらに、５年生では林間学園も行われています。林間学園も多くの子どもたちが参加して、学校とは

違う体験をする貴重な場となっています。この林間学園も無償化していただきたいと思いますが、いか

がでしょう。 

○石井学務課長  まず、無償化事業を今後推進していく上に関しましては、なるべく負担の大きいと

ころで、そこから財源を振り分けていくという考えで、これまで実施してまいりました。令和７年度の

修学旅行無償化につきましては、まさに保護者負担のすごく大きなところで無償化を実施しているとい

うところでございます。今後、そういった施策の実施に当たっては、限られた財源をどのように適切に

配分していくかといったことも考えながら進めていきたいと考えてございます。 

 また、林間学園につきましては、移動教室が教育課程で実施しているものであるのと対照的に、もち

ろん林間学園につきましても多くの児童に参加していただいてございますけれども、夏休みに実施する

ということで、教育課程外の行事でございます。そういった中で、様々要望のある中の適切な優先順位

づけをしていきたいと考えてございます。 

○のだて委員  様々負担の大きいところからというお話でしたけれども、やはり修学旅行をやって、

同様にほかのところに行って、いろいろな体験をしてくるというところでは、移動教室や林間学園も同

様だと思いますので、ぜひやっていただきたいと思いますし、林間学園は教育課程外ということですけ

れども、やはり今回のトコジラミ発生で中止になった学校にも、代替策を検討して実施できるように

なったということで、それだけやはり重要視されているという事業でもあるわけです。この林間学園で

ぜひやっていただきたいと思うのですが、林間学園の意義をどのように考えているのか伺います。無償

化にもぜひ踏み出していただきたいと、改めて伺いますが、いかがでしょうか。 

○石井学務課長  林間学園につきましては、夏期休業中に豊かな自然の中で児童への健康増進や心身

の鍛錬、そして教員と児童が生活をともにすることで、心の交流と団体行動の訓練の場として実施する

ものでございます。非常に教育的意義が高いものとは考えてございますけれども、実際には夏休み中に

行っているということ、多くの方が参加されているということで、任意であるということ、そして私費

で実施している事業でございますので、当然こういったものについて広く教育が受けられる機会をベー

シックサービスの考えの下でやっていくふうなことで施策を推進していますけれども、一義的には教育

の無償化というものは国が率先してやっていくべきだと。品川区においても、限りある財源の中で、施

策の展開をどのように進めていくか。これらはきちんと検討せねばならないことであると考えてござい

ます。 

○のだて委員  ぜひ無償化も進めていっていただきたいと思います。 

 最後に、学校の女子トイレを増やすことですけれども、令和６年度はいろいろ、浜川小学校や第四日

野小学校など、改築が順次進められていますが、男女でトイレの使用時間が異なりますし、通常、休み

時間に児童・生徒が集中すれば、並ぶことにもなると思いますし、あと学校は区民避難所にもなります。
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防災面で考えると、スフィア基準では女性と男性の便器数、３対１が示されています。ぜひ今後、学校

改築をしていく上で、女性の便器を増やすことを検討すべきだと思いますが、いかがでしょうか。現在

のこの女性と男性の便器の数、そして比率が何対何か、伺いたい。 

○荒木学校施設担当課長  まず平時の学校改築時におけるトイレの器具数の考え方でございますが、

空気調和・衛生工学会が提唱する衛生器具の適正個数算定法に基づき、適正な個数を確保しているとい

う状況でございます。男女比は１対１としております。 

○石田（秀）委員長  次に、えのした委員。 

○えのした委員  私からは、１５１ページのトイレトラック購入分、１６８ページの環境政策加速化

事業補助金、時間があれば、９９ページのヤングケアラー支援事業についてお伺いします。 

 まず初めに、トイレトラック購入分について、会派の要望から２３区初として導入されたトイレト

ラックを歓迎しております。今年２月下旬に納車、３月３日に一般社団法人助けあいジャパンと協定締

結の調印式とお披露目、３月９日には、しながわシティランの会場にて、体験と啓発が実施されまし

た。１,４２３万２,３００円。こちらは、ふるさと納税寄附金となります。 

 そこでお伺いします。ガバメントクラウドファンディングを実施した効果についてお知らせください。 

○遠藤防災体制整備担当課長  委員のクラウドファンディングを実施した効果についてお答えいたし

ます。 

 委員からご紹介いただいたとおり、１,４００万円を超える寄附を頂いたことから、今回のトイレト

ラックの購入に関しまして、財政負担を大きく軽減することができたといったところでございます。ト

イレトラックの購入費用につきましては、２,６５０万円ほどかかったため、今回の購入費用の半分以

上をガバメントクラウドファンディングで賄えたといった状況でございます。 

 また、今回のガバメントクラウドファンディングを通じまして、区民が直接、プロジェクトを支援す

るといったところで、また寄附金を一定額以上、寄附していただいた、あるいはふるさと納税で納税し

ていただいた方に関しましては、トイレトラックのリアドア背面に、そのイニシャル、名前、企業名と

いったところを記載させていただいてございます。こちらによって、区民あるいは事業者の、区のトイ

レトラックに対する愛着と申しますか、関心が高まり、非常に区民意識が高まっているという状況を、

我々のほうでは感じておるところでございます。こういったところが、事業の効果としてあるといった

ところでございます。 

○えのした委員  財政負担も軽減されて、区民の直接の支援、そしてまた名前ですか、企業、個人名。

本当にいいアイデアだと思います。愛着が湧くいいアイデアだと思います。 

 そこで、また改めてお伺いしますが、クラウドファンディングはどのような形で実施されたのでしょ

うか。教えてください。 

○遠藤防災体制整備担当課長  クラウドファンディングの実施方法につきまして、ふるさとチョイス

といった、ふるさと納税サイトを利用いたしました。理由といたしましては、税務課で実施していると

いったところと、他社のサイトの利用料金を比較したところ、最も安いといったところを確認させてい

ただきましたので、ふるさとチョイスを選定して、こちらでふるさと納税を実施したといったところに

なってございます。 

○えのした委員  私も、ふるさとチョイスを確認して調べたところ、国内最大級のふるさと納税総合

サイトで、企画・運営するのは、品川区に本社を構える株式会社トラストバンクということで、募集当

時のテレビＣＭでお笑い芸人のサンドウィッチマンさんが出演していましたので、周知啓発にも認知度
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や効果が高かったのかと思っております。 

 また、今後の展開についてはいかがでしょうか。お知らせください。 

○遠藤防災体制整備担当課長  トイレトラックの今後の展開といったところですが、防災力強化に向

けた発信を行っていくといったところで、区民の関心を引くために、いろいろ機会を捉えて実施してい

きたいと考えております。その一環といたしまして、イベントでの展示あるいは訓練を通じて、区民の

方に周知させていただきたいと考えてございます。令和６年度から令和７年度にかけまして、トイレト

ラックを各種イベントに派遣させていただきました。全体で、これまで１７件、派遣させていただきま

して、そのうち、今年の３月のしながわシティラン、４月の運河まつり、８月の大井どんたくでは、実

際に使用してみて、区民の方の反応を見ているといったところでございます。 

 こちらのトイレトラックを実際に使用した知見を活かしまして、今後、より使いやすい、災害時にも

スムーズに運用できるようなことを改善してまいりたいと考えております。 

○えのした委員  防災力の強化は大変大事だと思っております。 

 また、１７件の派遣。私も、しながわシティラン、そして運河まつりを確認させていただきましたが、

実際に被災した際にはトイレトラックを使用していただくわけですから、ぜひ区民の方にも、防災訓練

などでも使用できないかと思っておりますが、区のご見解をお伺いいたします。 

○遠藤防災体制整備担当課長  防災訓練でのトイレトラックの活用といったところで、トイレトラッ

ク自体は、すぐにトイレとして使えるといったものになってございます。訓練の際には、トイレトラッ

クが階段を通じてトイレの個室に入るという性質上、比較的広い場所で展開するといったところで、訓

練を通じて皆様方に周知していくといったところを考えているところでございます。 

○えのした委員  以前も決算特別委員会でも、平時の有効活用のご質問、またご提案で、これを活用

した際の清掃費について質問したところでありますけれども、ぜひ体験を通じて、だからこそ寄附につ

ながったりとも考えておりますので、この課題を解決できるように要望させていただきます。 

 続きまして、品川区は令和５年度にゼロカーボンシティしながわ宣言を行い、全庁を挙げて、区民・

事業者と共に、脱酸素の施策に一層取り組んでいくこととして、品川区環境基本計画、ＳＤＧｓ未来都

市計画には、令和１２年度の二酸化炭素排出量５０％削減、令和３２年度の排出量実質ゼロを目標に掲

げており、二酸化炭素排出量は平成２５年度をピークに減少傾向にあるが、２３区平均の二酸化炭素排

出量と比較し、品川区は相対的に多くの二酸化炭素を排出している。部門別に見ると、民生業務部門

が４３％、民生家庭部門が３２％となり、全体の４分の３を占めている。割合が次に高い民生家庭部門

に関しては、総体的に子ども・若者が多いという特徴を有する品川区において、子どもに対する環境教

育を起点に、家庭における二酸化炭素排出量を削減する取組が必要であるとしています。 

 そこでお伺いします。令和６年度に、環境教育に関する講座やイベント等の取組を実施されていれば

教えてください。 

○中西環境課長  環境に関する取組についてのお尋ねでございます。 

 環境課では、エコルとごしにおきまして、年間７６回ほどのワークショップや講座、それから８回ほ

どのアウトリーチ講座、３回の大型イベント、８回の企画展示などを実施したところでございます。

テーマといたしましては、温暖化対策、それから資源循環、木材利用などといった様々なカテゴリーで、

講座、それからワークショップを実施してございます。内容としまして、座学にとどまらず、ワーク

ショップ形式での開催や、あとは河川下水道課と連携した河川探検ツアーなど、実際に現地に赴くよう

な形で、いわゆる体験を通じて様々な環境について考えることができるように工夫したところでござい
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ます。 

 また、アウトリーチ講座といいまして、区内の地域イベントにもエコルとごしとしてブースを出展す

るような取組も行ってございまして、なかなかエコルとごしに直接おいでいただくことが難しいような

方に対しても、その地域の中でエコルとごしの存在を知っていただく、また環境について少し学ぶ場を

設けていただくなどといったことができるように、積極的に取り組んでいるところでございます。 

○えのした委員  年間７６回、環境講座と、確認ができました。 

 また、大型イベントは、私も毎年、エコルとごしの、これはエコルフェスのことだと思いますが、初

回から伺っており、今年も４月に開催された「エコルフェス－ＳＰＲＩＮＧ－」では、大変多くの親子

連れでにぎわっており、地域に根差した行事に育っていると実感しております。また、産学官連携とし

て出展も多く、その場でできるワークショップ、体験学習の機会として、またアウトリーチ講座、また

ブース出展の取組も評価しております。 

 今年の４月に、私の先輩が活動しているご縁から、よこすか海の市民会議「海に森をつくろうよ！」

プロジェクト、ブルーカーボン事業で連携している、三浦半島の横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、

葉山町。身近な海の現状や海藻の大切さを体感してもらうことを目的に企画され、小・中・高校生を対

象にした、コアマモ、海藻の植付け体験会を視察しました。日本各地で大きな問題となっている、海藻

が消滅する磯焼けや、海洋環境をテーマにしたドキュメンタリー映画も鑑賞し、東京湾のコアマモも減

少していると学びました。体験会では、みんな、コアマモに興味津々で、真剣な表情で取り組み、海の

生き物観察も熱心に観察し、楽しんでいました。 

 そこでお伺いします。計画の中には、自然環境分野の項目に、品川区らしい水と緑の保全・創出と次

世代への継承が示されております。ブルーカーボン、グリーンカーボンの取組があれば教えてください。 

○中西環境課長  ブルーカーボン・グリーンカーボンの取組についてのお尋ねでございます。 

 まず、ブルーカーボンに関してでございますが、昨年度ですが、ＮＰＯの方にお願いいたしまして、

アマモを通じて海について学ぶ、海の教室というものを３回、実施しまして、ブルーカーボン、生態系

について学ぶ機会を提供したところでございます。 

 また、今年度でございます。現在、調整中ではあるのですが、水域、水の自然環境を水槽で再現でき

る技術を開発されたスタートアップ企業と連携して、サンゴをテーマにした環境講座といったものがで

きないかということを今調整しているところでございます。 

 また、グリーンカーボンにつきましては、間伐材でチャームをつくるワークショップや、東京の森の

素材を使ってオリジナルツリーを作る講座などといったものを実施するとともに、品川区商店街連合会

と連携した間伐材ツアーなども実施しているところでございます。 

 引き続き、ブルーカーボンなどに関連する環境講座に関しても、積極的に進めてまいりたいと考えて

ございます。 

○えのした委員  品川区はアマモ。これは、コアマモと多分、同じような種類なのでしょうか。また、

サンゴも確認が取れました。特徴でもある河川や運河などの水辺があります。ブルーカーボン、グリー

ンカーボン等に関する取組を評価して、今後、拡充も要望いたします。 

 また品川区では、健康ポイント事業も実施されておりますが、ゼロカーボンポイント等の取組も、区

民の方への啓発や理解に有効だと考えますが、区のご見解をお伺いします。 

○中西環境課長  エコに関するポイント事業についてのお尋ねでございます。 

 こちらに関しましては、行動変容を促す取組としては非常に有効なものと、課内でも事例研究を行っ
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ているところでございます。他自治体においては、例えば電気やガスの削減量に応じてポイントを付与

する、あとはクリーニング店にプラスチック製のハンガーをお返しすることでポイントがつくといった

取組も様々あるといったことを確認しているところでございます。どういった行動を、この枠組みで入

れるのかといったことや、ご家庭だけにするのか、事業者まで対象にするのかといったところ、それか

ら、区で実施しているほかのポイント事業との連動性など、課題も様々あろうかと思いますが、ゼロ

カーボン達成に向けた取組の手法の一つとして、今後も検討してまいりたいと考えてございます。 

○えのした委員  他自治体の動向など、プラスチックハンガーは、私もワイシャツをクリーニングに

出すので、本当に日々、もったいないなと思いながら、資源に入れているところでありますけれども、

次世代の担い手として、子どもや家庭に対する環境教育、豊かな自然を引き継ぐための取組は重要だと

考えます。今後も社会全体として、そして子どもや子育て世代を中心としたウェルビーイングの向上を

図り、さらなる周知啓発も含め、ゼロカーボン達成に向けた取組を進めていただけるようお願いいたし

ます。 

○石田（秀）委員長  次に、やなぎさわ委員。 

○やなぎさわ委員  私からは、８０ページの戸籍証明手数料に関連して、あと１２０ページ、介護人

材緊急確保対策事業等補助金に関連して、２つお願いいたします。 

 まず、同性カップルの住民票の続柄欄の表記についてでございます。ちょうど１年前の１０月の決算

特別委員会で、私がこの問題を取り上げまして、同性カップルも異性のカップルと同じように、事実婚

の方と同じように、表記を夫・妻（未届）としてみてはどうかという提案をさせていただきました。そ

のときは、いろいろ課題があるというお答えでしたが、その後１２月に、区長が１０区の区長と一緒に

国に申入れをしていただいて、そして３月の予算特別委員会で私も改めて質問をさせていただき、その

ときには、３つほど課題があるということでお答えがありました。そして８月に、何と森澤区長

が、１０月から、もう明日からですけれども、品川区もこの運用を開始するということを決定いたしま

した。 

 というところで、直近の３月の予算特別委員会のときに３つほど挙げられていた課題なのですけれど

も、どのようにこれを解決されたのか、その内容も含めてお伺いしたいと思います。 

○築山戸籍住民課長  課題の解決についてでございます。 

 まず１つは、実際に（未届）の運用をした場合に、発行場所や時間等に制限がかかるという問題がご

ざいました。こちらにつきましてはシステムが標準化されておりまして、アナログでの対応となること

が理由でございます。また、同じく法的効果というところで、（未届）と記載することによって（未届）

の法的効果が生じるものではないといった課題がございます。また、ほかの行政機関との情報連携にお

いても、これもシステムが標準化されている関係で、同居人と通知される。そのために、区外転出する

と、転出時にはまた同居人と表記されるといった課題がございました。これらの課題につきましては、

運用を開始するに当たりまして、申請者から申出があった際に、こういった課題があるということを事

前にご説明させていただきまして、承諾の上、運用することといたしました。 

 また、国から先行自治体に対して通知としまして、自治体が証明書に（未届）と記載して住民票の写

しを発行した場合、これをもって第三者に対して事実婚を公証することになってしまう。また、そのこ

とによって、社会保障制度上の手続で実務上の支障を来すおそれがあるといった課題がございました。

これにつきましては、品川区から発行する証明書の写しに、事実婚を証明するものではないという注意

書きをすることによって、解消することといたしました。 
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○やなぎさわ委員  当事者の方に寄り添った様々な対応を取っていただいて実現したということで、

まさにこれは「しあわせ多彩区」ではないかと思います。誠に感謝申し上げます。ありがとうございま

す。 

 というところで、これは本来であれば、国が全国一律の制度として取り扱うべきだと個人的に思うの

ですけれども、国に区長も１２月に申入れをしたということですが、その後の国の動きというのはどの

ように把握されていますでしょうか。 

○築山戸籍住民課長  国からの反応は、今のところございません。 

○やなぎさわ委員  ぜひこれは、課長会や、森澤区長であれば２３区の特別区長会で、今後も議題に

上げていただいて、国を動かしていただければと思います。これは要望で終わります。 

 次に介護職員に関してです。令和６年の目玉の施策でありました介護職員等居住支援手当でございま

すけれども、これは全体で５.４億円の予算、介護職員、ケアマネジャーを合わせて４.４億円ぐらいの

予算かと承知しておりますけれども、これに関しての執行率はいかがでしょうか。お知らせください。 

○菅野高齢者福祉課長  介護職員の居住支援手当についてのご質問にお答えさせていただきます。 

 こちらの決算額につきましては、記載のとおり１億８,５１４万４,０００円となっております。予算

に対しての執行率は４１.５％ということになります。 

○やなぎさわ委員  ４１％というのは少し寂しいなと思って、つまり、大体これは３,１５０人ぐら

いを人数として見積もっているのですけれども、そのうちの、全体１,２００人ぐらいしか受け取れて

いないというところでございます。この原因というのはどのように分析されていますでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長  実際の人数につきましては１,６０２人で、全体の人数見込みにしていたの

が３,７２０人ということなので、約７割の方というところの人数となっております。 

 原因としましては、法人の中で、例えば国内に展開している企業の場合には、ほかの地域で勤めてい

る方との手当の差が生じることを避けたいというお話があったり、あとは就業規則の改定が小規模事業

者にとっては負担だというお話や、今回は年度の初めから始められなかったというところもございまし

て、支給が年度末になってしまったというところで、一時的に手当の立替えが資金面で厳しいなどと

いった声が聞かれております。 

○やなぎさわ委員  分かりました。恐らく、まだ１年目ということで、周知がまだ進んでいなくて、

単純にこういった制度に気づいていないという事業所も少なからずあるかとは思うのですけれども、や

はり全国規模でやっているところは、他県と差がついてしまうから、もう一律、下に合わせて取らない

という、これは非常に残念な事態が起きていると。今回、初めての試みだったので、このように思って

も見ないことが起きるというのは当然あり得ると思うのです。実際、予算特別委員会で取り上げられた

ときも、別にこういった質疑などはなかったし、私もこういったことは予想外だったので、当然、トラ

イ・アンド・エラーで修正していけばいいのかなと思っているところで、個人的な私の提案としては、

そういう事業所に対しては、もう事業所はやらないと言っているので、その部分の介護職員に対してだ

け、例えば個人申請をしてもらうなどといったことで、何とか全ての品川区の介護職員、ケアマネ

ジャーに対して手当が行き渡るようにと思うのですが、そういったご検討はいかがでしょうか。 

○菅野高齢者福祉課長  ご提案いただいた部分もありますが、今まで執行率が低かったことの課題と

して、今年度につきましては、５月に受付を開始しまして、７月から順次交付ということで、一時金の

手当の立替えが事業者のほうでないように、早めに交付させていただいているなどの対応をさせていた

だいております。 
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 それから、申請率が低い事業者、特に地域密着型の通所介護などの事業者は申請率が低いというとこ

ろもございますので、制度のご案内を郵送して周知するなどといったところも努めております。 

 個人申請のことにつきましては、あくまでもこちらの手当が、本来の趣旨は介護人材の確保や定着と

いうところで、事業者向けの事業ということになっておりますので、こちらでつくらせていただいた事

業スキームが、事業者にとって人材の確保・定着に当たってどのような効果があるかということは、引

き続き検証していきたいと思っております。 

○やなぎさわ委員  私もいろいろいい案を考えても、なかなか個人申請ぐらいしか思いつかなくて、

本当はもっといい方法があるのかもしれないので、ぜひ今後とも、こちらは当然、来年度も続けていく

ということを含めて検討していって、ブラッシュアップしていければと思います。 

 そして、それと併せてやはり、この問題、介護職員の給料が低いというのは、もう国の問題に帰結す

ると思います。ぜひ今後も様々、会議体、課長会も含めて、国に対して介護事業所の報酬引上げを求め

ていっていただきたいと思うのですけれども、その点について最後にご意見があればお願いします。 

○菅野高齢者福祉課長  介護報酬の引上げ等につきましては、国の動向を注視しながら、実態に合う

ように適正な介護報酬を望んでいきたいと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、大倉委員。 

○大倉委員  １３５ページの災害時応急物資確保費、関連して、先ほどもありましたが、雨の対応

と、１０７ページの学校ＩＣＴ活用経費で伺えればと思います。 

 学校ＩＣＴ活用経費ですが、以前もご質問させていただいているのですが、タブレットを学校で使用

する際に、朝、全校生徒が一斉に立ち上げるなどといったことをすると、ネットワークの遅延が起きて

しまっているということをお伝えして、対応をお願いしてきているところなのですが、答弁でも様々検

討しているところです。通信料を大きくする、センター式でセキュリティーをかけて出ていくなど、

ハード、またソフトの部分を合わせて、そうした遅延がないような体制づくりということをご答弁いた

だいているのですが、現在はどのようになっているのかと、今後は具体的にどのようになっていくのか。

しっかりとした対応をして、子どもたちの学びを担保していくというところで、非常に重要なところで

ありますので、ぜひ素早い対応を、ハードのところだとなかなか難しいところもあるのかもしれません

が、ぜひお願いしたいというところで、お聞かせいただければと思います。 

 あと、災害対応のところで、大雨のお話が先ほどもあって、お見舞金の話がありましたけれども、私

のところにも、お見舞金がまだまだ、事業所は特に、１万円というところは少ないのではないかという

多くのお話は来ているので、ぜひ私からも、検討していただきたいというところで、ちょっと触れさせ

ていただきたいと思います。 

 大雨の対応については、本当に区の職員が、全庁挙げて素早い迅速な対応をしていただいたと、区民

からも非常に対応について感謝の言葉を頂いているところです。現場に職員も出て対応していただいた

り、情報発信についても様々していただいて、お見舞金や罹災証明、様々な対応についてもしていただ

いておりました。また、現場を回っているところで、やはり高齢者の方が荷物を搬出する際に大変だと

いうところで、何かボランティアでやれないかというご相談を受けたときに、すぐ品川区が情報発信で、

高齢者の方などでご自宅での片づけにお困りの方へというようなボランティアの情報を発信して、本当

に素早い情報発信をしていただいているなと感心していたところであります。 

 そのような中で、ボランティアのところで言うと、今現状、社会福祉協議会で、災害時などボラン

ティアを受け入れて、そこから各所に派遣していくという制度だったと認識しているのですが、こうし
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た大雨のときの地元の災害への、大雨への対応のボランティアの状況というのはどうなっているのか。

事前に登録制ということだと思うのですが、こういったところの登録者の数や、今後の周知、こうした

方たち、品川区の中でも事業所が困っているなら助けたいというお声が結構ありましたので、その辺を

しっかり進めていければいいのかなと思って質問させていただきます。 

○石井学務課長  まず私より、学校ＩＣＴに関するご質問にご回答いたします。 

 これまでセンターサーバーへの接続方式により、大量に一度に使う場合については遅延が発生すると

いう状況がございました。今年度、この辺りの改善について、今プロジェクトが動いているところです

けれども、１人１台端末が来年度全部公開することに合わせまして、センターサーバーの接続方式から

各校の直接接続方式という形で、接続方式を変更することにより、通信環境を安定して確保できるとい

う形で、今動いております。 

○羽鳥防災課長  ９月１１日の大雨災害に対する見舞金についてでございます。 

 こちらは、今回の大雨対応を踏まえまして、様々、教訓を踏まえて見直しを図っていこうと考えてご

ざいます。 

 見舞金につきましても、中身をもう一度精査して、内容の見直し等、検討を進めてまいりたいと考え

てございます。 

○豊嶋生活福祉課長  私から災害ボランティアについてのお答えをいたします。 

 今回の９月の大雨につきまして、社会福祉協議会と協力しながら、災害ボランティアの方を集めてい

ただきました。今回、一日、二日の募集期間でおよそ２０名程度集まったと聞いてございます。 

○大倉委員  ＩＣＴのほうは、これから進んでいくということで安心しました。しっかり進めていっ

ていただければと思います。 

 その点で１点、タブレットの活用なのですけれども、リースは４年間でしたか、確認したいのです

が、４年だと、頻度が高いところだと電池がもたないのではないかと。例えば携帯電話でも、毎日使用

していて２年たつと大分充電がなくなって、長く使えないというようなことがあるのですが、タブレッ

トにおいても、活用している学校であればあるほど、そういった充電が必要で、タブレットが１日もた

ないなどということがないようにしていただきたいと思っていますが、現状そういったことがあるのか

どうか、教えていただきたいと思います。それで、あればぜひリースの期間も含めて対応を考えていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 あと、ボランティアのほうですが、２０名ということで分かりました。事前にこういったことを災害

時の対応などと声をかけていただくと、多分、多くの方が、地元品川区で活動している方たちが、そう

いったときは協力するという方たちがたくさんいらっしゃるのかと思っておりますので、そうしたこと

も含めて、事前の周知というところを、ぜひこういった災害時の対応を募っていくというのは一定でき

るのではないかと思っておりますので、その見解について伺いたいと思います。 

 併せて、雨や災害、大雨の災害など、いろいろなところで寄附金というところが、よくテレビなどで

も、各自治体でも取り上げられていると思います。それにおいて品川区でも、地元の区民が災害で被災

している中で、寄附したいという思いを持っている方たちもいらっしゃるのだろうと思って、先ほど来、

ガバメントクラウドファンディングなどのお話もありましたけれども、それが活用できるのか分からな

いですが、そうした困っている方への寄附を、品川区としては今、ホームページを見ても特にないのか

なと思うのですが、こうした寄附についても考えてみてはいかがかと思うのですが、ご答弁をお願いし

ます。 
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○石井学務課長  まず、令和２年３月に導入して、これが５年契約という形で、今進めているところ

でございます。その中で、電池の切れというようなところに関しては、今、我々のところには、電池が

切れるから困る、電池が切れるから交換してほしいといったような相談は届いてはおりません。 

○豊嶋生活福祉課長  社会福祉協議会との災害ボランティアの説明をさせていただきます。 

 年に１回、合同の防災訓練も行っておりますし、定期的にボランティアについての会議体を持って、

情報共有・交換はしているところでございます。引き続き、事前のボランティアへの周知等々を含めて

も、情報を詰めていきたいと考えてございます。 

○藤村総務課長  寄附金についてですが、災害時の寄附金ということで、ガバメントクラウドファン

ディング等を活用してというようなお話でございましたが、そういった目的を持って何かできることが

ないかというところは、今後の状況を見て、１つの検討事項とできるのではないかと考えています。 

○大倉委員  ＩＣＴのほうは、ぜひ聞いてみてください。利用が多いところは、そういった活用がし

にくく、事業のさらなる充実のところでハードルになったりしないようにしていただきたいというとこ

ろと、寄附については検討、ボランティアについては発信等、周知をしっかりしていただいて、事前に

登録していただいて、こういったことを進めていくと、品川区にさらに愛着が湧くのかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

○石田（秀）委員長  会議の運営上、暫時休憩いたします。 

○午後 ３時１０分休憩 

 

○午後 ３時２５分再開 

○石田（秀）委員長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑を続けます。 

 ご発言願います。須貝委員。 

○須貝委員  ５２ページの、もちろん歳入ですが、その中で、令和６年度主要政策報告書、７ページ

に対して質問させていただきます。 

 先ほどからお話が出ていますが、区の歳入については、特別区民税が約１２億円、そして特別区財政

調整交付金約５７億円、そして、それによって一般財源が全体で９.３％の増と、４年連続で対前年度

プラスとなりました。 

 先ほど、財政課長だと思うのですが、幸せを感じる区民が８割もいらっしゃるというような、私が聞

き違えたらあれなので、どのように認識されているか、もう一回教えてください。 

 そして、ウェルビーイング予算。今回はその言葉が出てこないのですが、以前は、ウェルビーイング

予算を捻出するために、スクラップ・アンド・ビルドをして、そういう予算を捻出しているということ

を申しておりましたが、今回はどうなのでしょうか。教えてください。 

○加島財政課長  先ほど、幸福を感じている区民というところで答弁申し上げましたのが、令和６年

度中に実施いたしました世論調査の中で調べましたところ、８割以上の方が実感しているというお答え

があったと申し上げたところでございます。 

 ウェルビーイング予算の財源というところなのですけれども、こちらは予算編成と大きく関わってま

いりますが、事務事業評価も今年で３年目というところになっております。令和７年度は令和６年度の

事務事業評価を進めておりまして、その中で一層、スクラップと事業のアップデートにより財源を捻出

して、今度は令和８年度のウェルビーイング予算３.０の財源につなげていきたいと考えているところ
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でございます。 

○須貝委員  もともと財政調整や特別区民税が収入としてこれだけあるならば、わざわざ捻出しなく

てもお金は生まれるわけで、以前、濱野区長のときも、毎年６０億円から７０億円は、基金にお金を回

さない限り、プラスとして出ていたのです。それを一部、基金に回すから、濱野さんのときは３０億円

から４０億円の黒字だった。今回はこれだけ増えている中で、黒字実質収支が６０億円、７０億円とい

うことですが、本来はもっとあるわけで、基金にさらに回しているわけです。そうすると、１００億円

から１２０億円のお金は捻出されていると思うのですが、私の今言っていることは違いますか。教えて

ください。 

○加島財政課長  今回、財政調整基金に５.６億円ほど、利子を除けば積み立てておりますけれども、

そちらにつきましては、また令和８年度に発生いたします退職金の発生に備えて積立てを行ったもので

ございます。公共施設、それから義務教育の施設の整備基金につきましても、将来の施設の更新を見据

えて着実に積立てを行ったものですので、私どもとしては、この基金の積立ては、将来需要に備えた必

要な積立てだと考えております。 

○須貝委員  きちんと答えていただけないので、次に行きます。 

 先ほど、幸せを感じる人が８割いらっしゃるという話でしたが、我々がまちの中で聞いている話は、

ほとんどの方が、もう物価が高くて生活が大変です。それで、年間でもう１０万円、１２万円という出

費が増えているのです。もう、大変な状況でいるのです。特に年金暮らしの高齢者の方は、年金がさほ

ど増えないのに、もう物価だけどんどん上がる。皆さんもいろいろ映像を見ていると思うのですが、本

当に大変なのです。そして、非正規雇用者も、確かに幾らか、３０円、５０円の金額で時給が上がって

いますけれども、実際、そんなものでは追いつかない。そして、中小・零細企業の中で勤めている方た

ちはボーナスもろくに出ない。そして給与もアップしない。実際、大変なのです。そういうことを考え

たら、こういう方たちに対してもっと支援、目を向けるということは、やはり区として大事ではないで

すか。私はそう思うのです。それについてご見解をお聞かせください。 

○加島財政課長  区民のところで苦しんでいる方に目を向けて、そこに合った施策をというところで

すけれども、確かに令和６年度を振り返ってみますと、完全失業率も低位で推移していましたし、令

和６年の春季労使交渉というものの賃上げというのは３３年ぶりに伸びたところです。ただ、実際、蓋

を開けてみれば、実質賃金というのは３年連続でマイナスとなりましたので、賃金が物価の上昇に追い

ついていないという状況にあるのは、依命通達にも記載させていただいたとおりです。 

 このような状況にある中で、区といたしましては、少し決算の範囲から飛び出してしまいますけれど

も、令和７年度５月の補正予算では、物価高騰対策として、プレミアム商品券のプレミアム率の拡大、

発行額の拡大を図らせていただきましたし、また、高齢者の方のお手元に飲料水をお届けするというこ

とで補正予算を提案し、ご議決いただいたところでございます。基礎自治体だからこそできる区民生活

の下支えというところで私どもは施策を打ってきておりますので、決して目の前で困っている方々を無

視しているというわけではございません。 

○須貝委員  実際、大変ではないのですか。分かりませんか。我々は、どこで会っても、人と会って、

これを言われます。それだけ多くの方が苦しんでいるのです。 

 そこで、今、品川区はどうですか。これから新庁舎を建てますよね。たしか三、四年前、４００億円

の見積りが、約７００億円でこれから進むのです。そちらは、どう考えても、もしご自分のうちが建つ

なら、建てるなら、そんなお金だったら、新庁舎を建てるのをやめてしまいますでしょう。でも今回、
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いずれは建てなくてはいけないから建てるのがいい。こちらは、３００億円増えようが、倍の金額にな

ろうが、進めるわけです。ところが、周りの人は、これだけ大変な方がたくさんいるのです。今、国民

の所得を見たら、約５割以上の方が、もう年収４００万円以下。そのような状況。それは、私は見てい

てほしいと思うのです。年金暮らしだけで暮らされている方が品川区もたくさんいらっしゃいます。そ

の方たちがどれだけ苦しんでいるか。この物価高を見れば分かるのではないですか。今日も、たしかイ

オンと、それから、どこだったか、もう一社が、明日から販売価格を下げると言っています。なぜです

か。みんな節約して大変だから、もう少しでも切り詰めて販売価格を下げないと買ってくれないからで

す。これは、多くの国民の声であり、多くの区民の声ではないですか。 

 決算は今回きちんとやっています。そして、収入も増えています。それは、品川区は立派にやってい

ると私は思うけれども、やはり子どもだけ、どこにだけではなくて、多くの方が、収入の少ない方がた

くさんいるのです。やはり、そういう方たちを少しでも助けてやる。先ほど、水を配りました、飲料水。

それで大丈夫ですか。もし、あれをもらった人は、「私はこれで生きていける」となりますか。違うの

ではないですか。もっとその方たちの身になって、気持ちになって寄り添う品川区というものに、やは

り決算なり予算なりを持っていかなければ、何のために皆さん、やっているのですか。皆さん、区民の

ためにやっているのではないですか。そうしたら、そちらにもっと力を入れていただきたいと私は思う

のですが、ご見解をお聞かせください。 

○加島財政課長  令和７年５月臨時補正予算でご提案いたしました事業については、一例として申し

上げたものでございます。令和６年度につきましても、子育てばかりではなくとおっしゃいましたが、

高齢者福祉でも高齢者のインフルエンザの予防接種の無償化、緊急安否確認システムの無償化、所得制

限の撤廃というところでは、高齢者補聴器購入助成の所得制限撤廃、障害児のほうも、補装具、日常生

活用具等の所得制限の撤廃に取り組んだところでございます。令和７年度はそれをさらにアップデート

いたしまして、高齢者につきましても補聴器の助成額の拡大を図っておりますし、家具転倒防止設置助

成などを所得制限なく無償化、そのほかにも様々な施策に取り組んでいるところでございます。私ども

といたしましては、年金だけで生活されている方、それから働いて就労して所得を得ている方、様々な

環境に置かれている方が、それぞれの中で苦しさを抱えているのが今の状況だと思います。そういうと

ころにきちんとアクセスできるように区としては施策を展開してまいります。 

○石田（秀）委員長  次に、塚本委員。 

○塚本委員  私からは、１４ページから１９ページの一般会計、歳入の全般についてと、１０３ペー

ジの道路維持管理費、これは下水道のことについても関連して質問したいと思います。それか

ら、１４２ページの衆議院議員選挙費の３点で。 

 最初に１４２ページの衆議院議員選挙費からなのですけれども、いわゆる病院などでの指定施設にお

いてなのですが、今、一般の投票所では投票支援カードというものが配られて、代筆してもらったり、

いろいろなサポートが受けられるという体制が敷かれるようになりました。これについて、一方、病院

等、指定施設では、投票支援ということについては、区としてはどのように考えているのか。現状で、

実施する側、施設側の事情等もいろいろあるとは思うのですけれども、現状についてと、今後どのよう

に取り組んでいくおつもりがあるかというところについてお聞きします。 

○今井選挙管理委員会事務局長  お尋ねの指定施設につきましては、東京都の選挙管理委員会が申請

に基づいて指定します、病院や特別養護老人ホームなどの老人ホームなどでございます。そちらでの投

票につきましては、それぞれ病院長などが投票管理者の代理人になりまして、丁寧に投票をサポートさ
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せていただいております。 

 投票支援につきましては、例えば代理投票などにつきましても、東京都のマニュアルに従ってご説明

しておりますので、今後とも、また指定施設の説明会は必ず毎回の選挙でやっておりますので、丁寧に

対応していきたいと思っております。 

○塚本委員  なかなか全ての指定施設で行き渡るというところまでいかない部分もあるのかなという

ところで、実際に代筆等をお願いしたのだけれども、やってもらえなかったなどというところもあった

ということなので、今後ともそういったことがなくなっていくように取組をお願いしたいと思います。 

 次に、一般会計、歳出全般についてなのですけれども、これまでも質疑でありました。非常に令和６年

度は、当初の予算に比して大変、歳入が増えました。そういった中で、決算額としては、いろいろ歳入

が当初予算より増えましたけれども、決算としては全体として当初の予算をやや下回る内容で決算額を

歳入としている。ここについては、歳出のほうに引っ張られるというか、そういう問題もあって、歳入

がどんと増えたから歳出もどんと増やそうみたいな話にはなかなかならないのかなというのは承知して

いるのですけれども、ただし、そういったいわゆる不用額みたいなものが増えているというところだけ

を見て、安易に歳出・歳入というものを、言ってみれば減税などというところに行くのではなくて、歳

入をしっかりと、今、品川区というところでは、下水道の話もこの後少し質問しますけれども、５０年

以上の老朽化している下水道が５０％を超えている、それから病院なども、入院施設のあるような病院

が閉鎖になっている、あるいはバス路線の減便など、品川区においては非常にこの先、大変な課題が控

えているというか、いろいろ山積している状況だと思いますので、今後の歳出増みたいなこともしっか

り見据えた上での予算編成といったことが、やはり念頭にあるべきなのではないかと思いますけれども、

ご見解をお伺いしたいと思います。 

○加島財政課長  今後の歳出増を見据えた予算編成というところですけれども、確かに課題は今、山

積しております。施設の老朽化もそうですし、高齢化に伴う社会保障費の増大というところは、この間、

予算特別委員会からご質問いただいているところでございます。 

 私どもといたしまして、この課題を放置する気はございませんで、今、他区の財政シミュレーション

等、調査研究を行っているところでございます。こちらを深める中で将来需要をきちんと見極めて、区

としてどれくらいの基金が必要なのか、また歳出予想額がどの程度になってくるのかというのは、きち

んと予測を立てた上で、今後の区財政というものを運営していかなければいけないと考えております。 

○塚本委員  品川区のまちづくりは今後いろいろ、大変というか、たくさんのことが必要になってく

ると思います。そういった意味で、今日は歳入ですので、歳入の確保ということはしっかりと進めて

いっていただく必要があるのだと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、１０３ページの道路維持管理費なのですけれども、これは、道路下空洞調査に使われて充当さ

れているとお聞きいたしました。道路下の空洞調査で空洞の原因となるのは、下水管等の亀裂から水が

漏れて空洞が発生する場合が大変に多いと伺っております。そんな中で、埼玉県八潮市の大きな陥没が

ありましたけれども、９月１７日、そういった下水管の老朽化を受けての国の下水道管調査結果という

のが発表されて、１年以内に対策が必要な下水管が、全国ですけれども、７２キロあったと。この調査

の詳細を見ると、２３区は調査対象となった下水管の距離が、区部で１８キロですか。それで、２３区

全体として１年以内に対応が必要な緊急度１というものと、また５年以内に対応が必要だという緊急

度２というものが、２３区として、それぞれ２００メートル、１,１００メートルと出ていますが、こ

れについて、品川区の対象はどのようになっているのか教えていただきたいと思います。 
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○関根河川下水道課長  ただいま頂きました、下水道管路の全国特別重点調査の区内の状況について

お答えいたします。 

 同調査における優先実施箇所には区内も含まれております。このうち区道につきましては、対象は

約１キロメートルであり、全て調査済みと東京都下水道局より聞いております。その結果でございます

が、マンホールとマンホールの間の下水道管を１区間とカウントしたときに、原則１年以内に対応を実

施する緊急度１が２区間、５年以内に対策を実施する緊急度２が６区間あると聞いております。なお、

いずれも確認された損傷は軽微で局所的であり、今後、状態に応じた対策を実施するとのことでござい

ます。 

 また、区内の国道および都道につきましては、現在情報を整理中とのことであり、情報を入手次第、

改めて議会にて報告させていただきます。 

○塚本委員  区道においては、品川区でもある。都道、国道についてもあるかもしれないというとこ

ろで、この対応につきましては、今後、緊急、１年以内と言われるものについては、本当にすぐさま対

応していくことが求められると思いますけれども、緊急度２についても含めて、いわゆる品川区内に耐

用年数５０年を超えた下水管がたくさんある。５０％以上あると。その中には、警戒道路など、災害時

にいの一番に道路の安全性というか通行を確保しなくてはいけない道路との兼ね合いもありますので、

そういった様々な、防災面や緊急度・優先度等をしっかり加味した形での、今後の区としての下水道の

維持管理をどのように進めていこうと思っていらっしゃるのか、現時点で頂ける答弁をお願いしたいと

思います。 

○森道路課長  今おっしゃられた緊急輸送道路は大変重要な動線でございますので、一刻も早い改善

が望まれると思っております。 

 区としても空洞調査を行っておりますので、そういった結果も下水道局と共有しながら、しっかりと

対策を進めていきたいと考えております。 

○石田（秀）委員長  次に、西本委員。 

○西本委員  まず、先ほど吉田委員から、すまいるスクールのアレルギー対応でエピペンの話が出ま

した。よく分からなかったので確認です。エピペンは医療行為ですか。医療行為ではなくていいのです

か。医療行為であるならば、研修をしないといけないと思うのですが、今回の夏、仕出し弁当を含めて、

いろいろ職員の方々に外部委託されたと思うのですが、研修をしっかりとされたのでしょうか。そこを

お聞かせください。 

○上野子ども育成課長  委員のご質問のアレルギー対応のところですけれども、エピペンは医療行為

ではないと考えております。 

 それから研修についてですけれども、こちらから指導員、それから委託業者にも、併せて研修は実施

しております。 

○西本委員  おかしいですよね。今ちょっと調べました。調べましたら、エピペンは医療行為と書い

てあります。私が調べるのを間違ったのでしょうか。医療行為です。これは、研修しないといけないの

です。緊急事態のときに、やっていい。教師であったり、いろいろな方がやっていいのですけれども、

でも医療行為なので、研修して、きちんと指導してもらわないといけないのです。誰でも、エピペンを

持って、ぶすっとできますか。できないでしょう。研修しないといけないでしょう。それをきちんと

やったのですか。そこをお聞かせください。 

○上野子ども育成課長  委員のご指摘の研修ですけれども、研修については区としてきちんと対応し
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ております。 

○西本委員  一応やりましたと。今回、仕出し弁当をするために、新しく運搬などに職員をお願いし

たいと思うのです。その人たちにもしっかりされているという認識でよろしいかということを後で答え

てください。 

 次に、主要施策の成果報告書、７４ページで、経常収支比率は７８.１％ということで、おおむ

ね７０％台行っているということで、非常に黒字財政、健全財政だと言っているのですが、先ほどもい

ろいろと質問がありました。物価高騰や人件費の増大などということで、非常に生活が苦しいと。これ

は本当に苦しいと思います。これで、消費税などの税収が非常にアップしている。これは誰が負担した

かというと、住民です。住民が払っているのです。だから、皆さん、つらいですよね。こういったとき

に、財政負担になっているというのは分かると思うのです。その中で品川区の予算等々を見ると、ウェ

ルビーイングというのですけれども、ある特定のところに、どうしてもかぶってしまう。だから、私は

減税主義者ではありませんけれども、やはり皆さんが苦しんでいるのだから、全員に恩恵をというか、

全員を助けてやらなくてはいけない。それこそ、ベーシックサービスというのだったら、皆さんにそれ

なりのサービスをしていかなくてはいけないと思います。一番、手っ取り早いのは減税です。だけど、

それはなかなか難しいところがあるだろうと。その中で、所得制限を撤廃する、いろいろやっているの

ですけれども、これから財政が逼迫していくという予測の中で、何をしなければいけないかというと、

やはり必要なところに必要なお金を出す。だから、所得制限であったり受益者負担。いつの間にか、受

益者負担という言葉がなくなってしまっているのです。だけど、それはやはり必要なことだと思います。

限られた財源をどのように使っていくか。本当に困っていることにこそ使っていただきたいと、非常に

私は思いますが、その使い方について、どうお考えになりますか。 

○上野子ども育成課長  先ほどご質問いただきました仕出し弁当の対応補助業務委託、それから仕出

し弁当の配達業務委託のところですけれども、そちらについては児童と接することを想定しておりませ

んので、それについてはアレルギー対応等の想定はしておりません。 

 それから、先ほどのアレルギー対応の研修ですけれども、研修を実施して、緊急時に対応するという

ことを想定しているものになります。 

○加島財政課長  本当に困っている人にどう対応していくかというところにつきましては、本日も１日

ご質疑いただいておりますけれども、地域福祉や孤独孤立対策、またはセーフティーネットや生活保護

制度など、様々な社会制度と併せて、区としてできる施策というのを考えたのが、令和７年度の予算の

結果であり、また令和６年度決算の執行の結果として、本日以降ご審査いただくものになります。 

 私どもといたしましては、全ての方が行政サービスを必要とする際に、そこにきちんとアクセスでき

る。基礎的な行政サービスについては、誰もが必要としたときに、それをきちんと受けることができる。

不平等でなく、平等に公正に受けることができるということを目指して予算を考えているところでござ

います。 

 今後、令和８年度予算編成が始まってまいりますけれども、その考え方に基づきまして、また議会、

本日以降の意見も聞きながら、令和８年度以降を考えてまいりたいと思っております。 

○西本委員  これは税の使い方ですので、使い方というのは、やはりトップの考え方次第だと思うの

です。ただ、やはり困っている人に手を差し伸べるということ。それから、所得制限というのも必要な

ことはあります。所得制限なしというのもいいとは思います。だけれども、お金が湯水のごとくあるわ

けではないので、やはり優先順位というのは必要です。しっかりそこを見極めて、令和８年度の予算に
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反映していただきたいと思います。 

 次に、私立保育園についてですけれども、今、私立保育園は６５か所ぐらいあるのですか。それ

で、１１月の入園可能数を見ると、今の時点で１,１５７人、可能なのです。昔は考えられなかったで

す。今、誰でも入れるような状況になっております。ですから正直、少子化である現在、閉園する現状

もあるし、それにもかかわらず、まだ新設するというのもあるのです。これをどう考えていますか。 

○芝野保育入園調整課長  私立保育園の新設に関するご質問ということでお答えいたします。 

 私立保育園ですが、全体的には、在籍率が今９０％近くということで、十分、満たされているという

ところではありますが、地域によっては、やはり需要が足りないところなどというところがございます

ので、そちらについては、その地域の需要をしっかりと見極めながら新規開設を行っていくというよう

なことが、今、求められていると思います。 

○西本委員  もちろん、地域的には足りないところもあると思います。でも、数からすれば十分なの

です。心配は、やはり少子化でありますから、子どもの取り合いにもう既になっているわけです。そう

すると、当然、運営できなくなってしまって、閉じるという保育園が出てくる可能性はあるのです。そ

うなった場合に、その保育園がそのままやめてしまうというのはちょっともったいないなと私は思って

いて、ほかの施設に運用できないかなと思っています。例えば高齢者施設であったりという地域の施設

など、民間ではありますけれども、いろいろな行政ニーズに対して対応できるようなことも、そろそろ

考えていかないと、なくなってしまって、はい、終わりではなくて、せっかく支えていただいた方々な

ので、さらに、少し分野は違うかもしれないけれども、有効活用できる、協力していただくというよう

な仕組みをつくれないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

○芝野保育入園調整課長  私立保育園に対する支援や、あと民間の有効活用のご質問ということでご

ざいますが、支援のほうはこれからも引き続きしっかりとさせていただきまして、園の運営の厳しい状

況というのは認識しておりますので、しっかり支援はしていきたいと考えております。 

 また、民間の活用については、やはり私立保育園でございますので、その事業者のいろいろな思いや

考えなどがありますので、そちらは引き続き、お声は伺いながら、研究してまいりたいと思います。 

○西本委員  もう今、研究していくのには遅いと思います。ぜひお願いしたいと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、西村委員。 

○西村委員  １３４ページ、災害対応力向上支援事業補助金、時間が許せば１３７ページ、治水対策

推進助成事業を伺ってまいりたいと思います。 

 これまでも、東京都の補助金を活用していただきながら、区も本当に様々、対策をしてきてくださっ

ているのは理解しております。先ほどから質問が出ておりますけれども、先日、９月１１日に起きた水

害対応について伺ってまいりたいと思います。 

 まず時間的に、子どもたちの下校時間と重なった時間帯でありましたし、若い方は仕事に出ておりま

して、住宅街では高齢者同士が支え合った時間帯でもありました。地域の方々の様々な声を伺いながら、

本当に皆さんが助け合って、つながり合ってくださっていた大切さを、改めて強く感じています。 

 まずは、災害時の地域センターの役割について確認させていただきたいと思いますが、この水害が起

きまして、区民の方が地域センターに相談をしたというようなお声もありました。しかしながら、職員

の方にとっても、どこに問い合わせたらよいかなど、一部混乱があったように見受けられます。地域セ

ンターとの連携はどのように行ったのか、課題があればお聞かせください。 

○羽鳥防災課長  今回の災害において、地域センターの役割というところでございますけれども、地
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域センターは多くの区民の方に親しまれている窓口となってございます。今回の９月１１日の災害にお

きましても、やはりいろいろな相談をする窓口として機能していただいたというところでございます。 

 情報の共有につきましては、発災直後から被災情報管理システムというものがございます。こちらで

様々な情報を共有して運用していたところでございますけれども、やはり、区民の方にも分かりやすく

情報を伝えるということに加えて、庁内に対しても分かりやすく情報を伝えるということが重要だとい

うことは再認識したところでございます。 

○西村委員  まさに地域センター、支え愛・ほっとステーションもありますので、今後も有事の際に

は区民の方が地域センターに問い合わせるということは想定されることですので、ぜひお願いしたいと

思います。 

 次に、学校の対応についても確認させていただきたいと思いますが、１６時に下校した児童がおりま

して、腰まで来る水たまりを通って帰ろうとしたようなお話を聞きました。地域の方が止めてくださっ

たようですが、下校ルートでなかったらお母さんに怒られると思ったという子どもの声がありまして、

改善が必要だと思っています。例えば、先に教員が様子を見て子どもを帰らせたり、集団下校させるべ

きだったのではないかと思っています。雷鳴後３０分ルールもあります。今回、特に水のたまるエリア

が分かったと思いますので、今後の対応に活かしていただきたいと思いますが、ご見解をお聞かせくだ

さい。 

○丸谷教育総合支援センター長  これまで、教育委員会、学校では、大雨特別警報や暴風警報が発表

された際は、臨時休業や学校への留め置きなどの取決めを行ってまいりました。今回の短時間の大雨の

影響も踏まえ、現在、校長会と連携して対応について検討しているところでございます。今回も多くの

学校で留め置きを行いましたが、同様の天候不順があった際に備え、雷鳴がある場合の対応や、警報が

解除された後の通学路の点検など、児童・生徒の安全を第一に考え、実効性のある対応策を検討してま

いります。 

○西村委員  より注意が必要な地域も分かってきたと思いますので、特に特化した対応をご検討いた

だきたいと思います。 

 先ほど庁内の指揮系統と言いますか、そういったご答弁があったと思いますけれども、実際に災害対

策本部の動きや区内の被災情報、先ほどおっしゃったシステムで、全庁的に共有されていたと伺いまし

た。防災課が全庁に被害状況の報告も求められたと思いますが、その結果はどのように現場や職員の皆

さんに還元されたのか、伺いたいと思います。また、テレワークの職員の方もいて、参集できないこと

もあったと思います。漏れ伝わるところによりますと、指揮系統がうまくいっていなかったのではない

かという声も届いております。本部会議の内容が現場に十分に伝わらなかったということはないでしょ

うか。 

 また、その後、現場では本当によくやってくださっていたと思っておりますし、連休に入りまして

コールセンターを設置していただいたことも、とてもありがたかったと、様々、声を頂いておりますの

で、災害時の指揮系統や情報伝達の仕組みをもう一度見直していただきたいと思いますが、お考えをお

聞かせください。 

○羽鳥防災課長  災害時の指揮系統、情報伝達についてでございます。 

 災害発生後、毎日、日次の被害状況を、区長をはじめ、関係部課長に共有しているところでございま

す。また、適宜、対策本部会議、区長報告会という形で、顔を合わせて課題を共有し、今後の対応策と

いうのも話をしてきたところでございます。 
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 また、情報の共有につきましては、先ほどシステムということもありましたけれども、システムだけ

に頼ることなく、庁内のグループウェア、インフォメーションや回覧といったツールも活用していると

ころではございますけれども、さらに分かりやすく、情報を庁内にも伝えていくというところは、先ほ

ども申しましたけれども、再認識したところでございます。 

 また、テレワークという話もありましたけれども、先ほどご説明した被災情報管理システムは、現在、

クラウド化しておりまして、庁外からもアクセスできる、情報が共有できるという体制を取っておりま

すので、様々な働き方が昨今求められておりますが、そういったところでも、災害時、すぐ現場に駆け

つけることがかえって危険な場合もございますので、そういった状況でも的確に指示できるような体制

というのは整えているところでございます。 

○西村委員  応援人員の調整も複数の部署にまたがりましたし、本当に現場は大変なご判断を迫られ

ていたと思います。災害時の庁内連携の強化を、ぜひとも引き続きお願いしたいと思います。 

 次に、水防訓練について伺いたいのですけれども、同じように区民の方の声から、土のうの用意が間

に合わなかった、ポンプや土のうの場所が分からなかったなどという声が聞かれています。どこに水が

たまり、どこが水害に弱いエリアなのかが、今回、地域の皆さんもよく分かりましたし、区民の皆さん

の意識も今高まっていると思います。 

 そこで、該当地域の水防訓練をぜひ推進してほしいと思います。インフラでは限界があるからこそ、

自助の強化を今こそ促進する必要があると思っております。お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 また、水害対応の補助や支援などの一覧が、被害の大きかったエリアの掲示板に貼られていたらよ

かったというお声もありますので、併せてご答弁をお願いしたいと思います。 

○星災害対策担当課長  私からは訓練について答弁させていただきます。 

 確かに委員がおっしゃるとおり、水防の訓練というのは非常に重要だと認識しております。今回、町

会、商店街、また防災協議会等々から訓練の依頼がありましたら、積極的に行っていきたいと考えてい

るところです。 

○羽鳥防災課長  支援一覧の情報発信のやり方についてというところでございます。 

 こちらは、ホームページ、メール、ＳＮＳ等で情報はお出ししていたところでございますけれども、

ポスターや貼り紙といった紙媒体での情報というのは、少し弱かったかなと認識してございます。そう

いったところも含めて、今後、災害時の情報発信のやり方について検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

○西村委員  ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 また、最後にシミュレーションについて伺いたいのですが、災害時の様々な計画・シミュレーション

をしてきていただいたと思います。想定どおりできたのかというご質問は、ご答弁が難しいかもしれま

せんが、予想外もあるかもしれませんが、本来は机上で全てのことを予想してできているようになって

いるはずと理解しております。１２０ミリの雨が降るということは想定に入っていたのか。計画の部分

について、最後にお聞かせください。 

○羽鳥防災課長  今回の災害につきましては、１２０ミリという想定外の大雨が短時間に降ったとい

う状況でございます。これに対する対応といたしましては、日々訓練を重ねております。そういった訓

練の成果ではあります。そういった訓練をやることで、想定外のときにも各部が自主的に対応できたと

認識しているところでございます。 

○石田（秀）委員長  次に、田中委員。 
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○田中委員  私は、諸収入のうちの１５８ページ、りんかい線に関してと、１６０・１６６ページ、

競馬組合関係でお伺いしたいと思います。時間があれば、７３ページのしながわ中央公園の多目的広場

についてお伺いしたいと思います。 

 まず、りんかい線に関してであります。これは、株式会社に対して貸付金の元利収入ということで、

品川区は現在１.７７％の株主でもあります。ただ、りんかい線は配当していないので、配当金は得ら

れていない状況にあります。 

 それで、今後のりんかい線の在り方としては、注目されているのは、空港アクセス線がもう既に工事

が始まっておりまして、ＪＲの敷地および、りんかい線を経由して空港まで行くというルート設定がな

されています。私は、そういう動きがある中で、今、ＪＲは恐らく、りんかい線をＪＲの線に組み込み

たいという思いは当然あると思うのですが、一方で私は、品川区としては、ぜひ株主としてずっと居続

けてほしい、株をぜひ売却しないでいただきたいと思うのですけれども、今のお考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○髙梨都市計画課長  りんかい線につきましては、建設当初から貸付けという形で品川区も参画して、

現在も、その償還金ということでお返しいただいているという関係でございます。りんかい線の幹部の

方々も、適宜、区役所に来ていただいて、現在の事業の状況であったり、これからのりんかい線の考え

ている事業の方向性などについて意見交換を行っているという関係性を保っているところでございます。 

 今後も、やはり品川区内に、大崎、大井町、品川シーサイド、天王洲ということで、りんかい線の拠

点もございますし、委員からご紹介がありました運輸事業の関係性といったところも、しっかりと注視

してまいりたいと考えてございますので、現在の関係性を今後解消しようなどといった考えについては、

現在のところはございません。 

○田中委員  ぜひ持ち続けていただきたいのですけれども、全国的に見ると、特に都市部ではなく過

疎地域においてですが、ご案内かもしれませんが、岡山県の真庭市や京都府の亀岡市などがＪＲ西日本

の株式を購入して、いわゆる物言う株主として廃線に反対する、あるいは駅の廃止に反対するなど、そ

の地域の視点での株主としての意見を、しっかりＪＲ、事業者に伝えるという立場を維持するために株

式を得ていますが、私はぜひそういう視点からも、地元の自治体としての意見ももちろん強く言ってい

ただきたいのですけれども、株主としての視点での意見を言っていただきたい。もう少し具体的に言う

と、空港アクセス線が今後開業しようとする中で、既に区にも新駅可能性地域まちづくり検討委員会が

あって、検討されている。私は、地元の行政として言うのももちろんなのですが、株主としての立場か

らも、ぜひしっかりと発言していただきたいと思いますが、その視点はいかがでしょうか。 

○髙梨都市計画課長  現在、ＪＲ東日本により建設が進められている羽田空港アクセス線につきまし

ては、事業主体については、どうなるかというところについては区には情報がなく、今現在、ＪＲ東日

本により事業が進められているという認識でございます。今後、りんかい線との関係につきましては、

しっかり、区としては注視してまいりたいと感じております。 

○田中委員  ぜひ動向を見ていただく中で、地元自治体としての発言ももちろんですし、株主でもあ

る品川区として、しっかり発言していただきたいと思います。 

 同様に、株主として、やはりりんかい線の売上げが上がることは喜ばしいことだと思います。配当は

ないのですけれども、着実に貸付金が返ってくる財源としては確保すべきだと。そういう中で、一方で、

これは以前、確認して、厳しいとは思ってはおりますが、現在、品川区の職員が区役所に通勤するに当

たって、今たしか、ＪＲあるいは東急は使ってもいいけれども、りんかい線は、一番最短コースであっ
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たとしても、運賃の関係で利用できないという規定になっているかと思います。 

 私は、これは区の視点であればそういう考え方も１つあるのかもしれませんが、一方で、利益が上が

ることも目的というか主体とする株主の立場からすると、いや、そうではなくて、もっと利用者を増や

してほしいという観点の考え方もできるのではないかと思われるのですが、そういう視点も含めると、

あるいは働き方改革の一環からしても、やはり通勤時間の短縮にはつながるりんかい線の利用というの

は、私はぜひ検討してもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○宮尾人事課長  今、りんかい線を通勤手当の経路にというお話がございました。通勤手当を算出す

るとき、最も合理的で時間の面も考慮してというところがございます。りんかい線を使用するというこ

とになりますと、最後の区間のところだけが、賃金がかなり割増しになってしまうということで、これ

は全庁的に考えますと、かなりの負担、経費の増というところがありますので、ここは慎重に考えたい

と思います。 

○田中委員  働き方改革がいろいろな視点で進んでくる中で、具体的にどれぐらいの経費がかかるの

か、また、いわゆる費用対効果の視点からも、私は、ぜひここは前向きにご検討いただいてもいいテー

マだと思っておりますので、今後また取り組んでいきたいと思います。 

 続いて、競馬場に関してであります。競馬場は、もうご案内のとおり、１９５０年に開設されていま

すので、今年ちょうど７５年が経過しております。品川区にとっての競馬場の存在というのは、どうい

う位置づけになっているのか、まずお聞かせいただきたいと思います。 

○藤村総務課長  競馬場の位置づけというところですが、本日、歳入というところの観点で言えば、

競馬組合から分配金を頂いたりといった、収入という観点のところも１つございます。また、観光面と

いうところで言えば、やはり大井競馬場というのが１つの観光拠点ということになっておりますので、

区のみならず周辺自治体から、多くの方が来られるスポットになっているのではないかと考えておりま

す。 

○田中委員  そのお考えの下、また昨年ですか、東京都競馬株式会社と区は連携協定を結びまして、

都市計画公園の多目的利用や高度利用、あるいは地域のまちづくりに連携していくという協定が結ばれ

ております。今ご答弁いただいた、品川区にとっての収入は、いわゆる１号交付金としての、競馬場の

所在区としてもらっている３億円があって、５号交付金、６号交付金というのもありますが、あと

は２３区が押しなべてというか、分配金が６億円ありますし、また、特別区の株主としての分配金も、

またあるかと思います。そういう中で、品川区だけが２３区の中で、１号交付金を毎年３億円、今現在

は３億円ですけれども、収入を得ておりますが、先ほど言ったように、地域にとっての観光スポットで

もあるし、まちづくりの１つの拠点として大きく今後位置づけていかなくてはならない施設だと思いま

す。 

 恐らく当初、１９５０年代は、１号交付金というのは、馬がいて、環境面からいろいろな影響がある

からとして１号交付金が出されていると思いますが、今や私は、地域にとってなくてはならない施設で

もあります。私はこの１号交付金を一般財源に入れて、今、いろいろな形で活用されておりますが、連

携協定もあるように、周辺のまちづくりを株式会社とも行っていくという観点からすると、この１号交

付金は、ある意味、特定財源として、競馬場周辺のまちづくりについて、しっかり有効活用していくと

いう使い方に、今後は進めていくべきではないかと強く思うのですけれども、お考えをお聞かせいただ

きたいと思います。 

○藤村総務課長  今、１号交付金のお話を頂きました。歴史的経緯等を含めて、やはり役割が変わっ
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てきているというところは、１つおっしゃるとおりかと思います。この１号交付金の、今、一般財源に

入れているところを、何か特定財源にというところですが、こちらにつきましては全庁的に考えた上で、

どういった形にしていくかというところは今後の検討事項としたいと思います。 

○田中委員  私はぜひ、立会川の駅から競馬場までの動線あるいは商店街のにぎわいといった視点で、

品川区にあるからこそ頂いている貴重な財源は、地元のために有効に活かす、いわゆる特定財源として

活かしていくべきだと強く思っておりますので、これも今後、取り組んでいきたいと思います。 

 最後、７３ページのしながわ中央公園の多目的広場に関してなのですが、多目的広場の一般ではなく

て優先的に、特に学校に対して優先的に使用する枠ができておりますが、決してそのことに異を唱える

ものではありませんけれども、私自身の問題意識は、あそこは天然芝が最初、植わっていた公園であり

ました。ところが特定の学校に貸してしまったがために、あっという間に天然芝がはげ上がってしまっ

て、一度はもう一回、天然芝を植えたのですけれども、結果的には同じで、今のような人工芝になって

しまっております。 

 私は、特定の学校に貸し続けるというところに、この課題に対する思いとしての原点が、ずっとある

のですけれども、今現在、学校優先というのは、具体的にどこにどう、何回ぐらい貸しているのか、お

聞かせいただきたいと思います。 

○守屋スポーツ推進課長  私から、しながわ中央公園の多目的広場の学校の優先利用についてお答え

いたします。 

 実績につきましては手元にございませんが、主に青稜中学校や品川翔英中学校高等学校が活用されて

いるということで認識しております。 

○田中委員  私立学校は独自の建学の精神の下、やはり自力で、本来は自分の力で、学校教育あるい

は体育などを行うべきだと今も思っております。 

 そういう意味では、仮にですが、今言われた私立学校と地元の公立学校が、同時に申込みがなされた

場合、どちらを優先するのか。申込みの基準を見ると、もう半年に１回ぐらいのタイミングでしか借り

ていないのですけれども、先行して毎年のように使うようにしてしまっては、地元の公立学校が急遽、

何かの事情で、今回の水害のようなことも含めて利用できない場合には、私はその場合こそ、地元の公

立学校に優先的に使ってもらうような形に改めるべきだと思いますが、最後にすみません。お聞かせく

ださい。 

○守屋スポーツ推進課長  今、そういった公立学校等とのバランスもありまして、優先というところ

なのですけれども、貸出しのところにつきましては、条例規則で定められた貸出し方法に伴って貸出し

をさせていただいておりますので、現状としては、そういったところの意見を頂きながら、現状の貸出

し方で進めさせていただきたいと思います。 

○田中委員  その私立学校のパンフレットに、しながわ中央公園が自らの施設かのような写真があり

ますので、そこは私は改めるべきだと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、高橋しんじ委員。 

○高橋（し）委員  １７３ページの議会費の議員研修会について伺います。 

 昨年の６月にハラスメントの防止について、区政相談員の和田氏の講演がありました。今年も４月に

同趣旨の研修を行いました。組織内において、ハラスメント防止に当たっては、近年は啓発活動・対策

も進んで、以前のような、外形的に一見してパワハラ・セクハラと分かるような形態ではなく、それだ

けにむしろ逆に潜在化して、長期化している傾向にあると言われています。この潜在化しているパワハ
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ラ、それからマタハラなどをきちんと見つけ出して、通報しやすい現場環境をさらに高めていくことが

肝要であります。 

 ハラスメントを行う作為者側への抑止として、啓発活動はさらに進める必要があると思いますが、

潜っている、先ほどの潜在的なという被害については、アウトリーチしてあぶり出すような取組も必要

だと言われています。その点、品川区においては昨年度、区長部局の職員の方々にアンケート調査を行

いました。結果については、部長級の３割がパワハラを受けた経験があるということが都政新報などで

報じられました。第２回定例会においては、この職員アンケートについての質疑がありましたが、調査

結果については議会への報告はありませんでした。 

 品川区の職員は、区民の財産であります。お一人でもハラスメントで困っている方がいるとすれば、

早急に対応する必要があると思います。このアンケート結果は、少なくとも区民代表である議会には報

告すべきであり、ハラスメントが発生しづらい仕組みづくりに、議会と一体となって検討する必要があ

ると考えています。議会への報告が得られないとすれば、議会個人ではなく、議会の意思によって、地

方自治法第９８条第１項に基づき、区長に請求することができます。この第９８条の内容についてご説

明をお願いします。議会からの請求先は区長になると思います。よろしくお願いします。 

○大澤区議会事務局長  議会として、調査の結果を請求するということであれば、議会として区長部

局に請求するということになるかと存じます。 

○高橋（し）委員  第９８条は第１項で、地方公共団体の議会は当該普通地方公共団体の事務、途中

は省略しますが、これに関する書類および計算書などを検閲し、また中略しますが、報告を請求して、

当該事務の管理、議決の執行および出納を検査することができますと。第２項では、監査委員に対して

も同じように議会は、ほぼ同じ内容を請求することができます。そこで、もし今、局長がお答えしたの

ですが、この請求があった場合に、行政側、つまり区長は断ることが可能なのか、お尋ねします。 

○川村コンプライアンス推進担当課長  ご質問の制度について、勉強不足で申し訳ないところがござ

いますが、請求があった場合は、制度にのっとって適切に対応してまいる必要があると思っております。 

○高橋（し）委員  制度の趣旨に基づいてということですね。 

 真鶴町や横手市、太田市、伊達市、鎌倉市などで、この第９８条によって、書類の検閲、報告、事務

監査または監査委員に対しても求めています。ということで、第９８条で請求できるということを改め

てここで確認したいと思います。 

 ２つ目ですが、一方で議会はどうかということになります。議会の懲罰について少しお話ししたいと

思います。地方議会議員によるハラスメントが近年注目されており、今日も報道で、墨田区の区議会議

員が出席停止という形で処分を受けています。その対策として、議員の規律や懲罰の在り方が議論され

ています。品川区でも、区議会議員でもハラスメント研修を先ほどのように行っています。品川区議会

会議規則にある第５条、規律第６条、懲罰において規定があり、さらに地方自治法第１３４条などで懲

罰が可能です。例えば品川区議会会議規則第１４５条では、議員は議会の品位を重んじなければならな

いと規定されております。これに違反した場合は、やはり今お話があったように、懲罰という話になる

と思います。しかし、区議会の議員などに対して、ハラスメントに関して具体的な規定がありません。

それで、ハラスメントに対する具体的な規定をする必要があると考えています。 

 また、先ほどの懲罰規定の中に、地方自治法にはある除名が入っていません。それについても見直す

必要があると考えています。議員については、政治倫理条例で規定すると、各政治倫理基準において定

めている自治体があります。しかし、首長などや議員のハラスメント防止に関する、特別に特化した条
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例をしている自治体もあります。今年の８月１４日の時点で、１２８団体の１４４条例が確認されま

す。２３区では、世田谷区、渋谷区、目黒区が制定し、議会などの特別区を含め、ハラスメントなどを

規定しています。 

 これについては、行政のハラスメントについてチェックする立場にある議会は、自戒を込めてお話を

するわけですけれども、ハラスメントに限らず、会議体としての規律と品位を保持する自律機能を示す

べきだと思います。これは議会側のお話になるかと思いますが、もしご答弁があれば、お願いします。 

○大澤区議会事務局長  ほかの議会では、倫理条例やセクハラに関してきちんとした規定を持ってい

る議会もあるとは認識しておりますが、品川区議会においては、まだそこまで踏み込んだ条例や規程を

つくっているわけではございませんので、条例や規程がない中での懲罰というのはなかなか難しいのか

なと認識してございます。区議会としてそういうものが今後必要ということであれば、皆さんの中でお

話しいただいて、つくっていくという選択肢もあろうかと思っております。 

○高橋（し）委員  議会内での話をここでお話ししているのは、少し趣旨が私のほうで違うのかもし

れませんが、そういう形で行政をチェックして規律を求めている議会としては、今お話があったように、

議会自らも規律と品位を保持するために、もちろんハラスメントに限らず、先ほどあった品位を重んじ

なければいけないという、会議規則の中の項目に基づいて、現時点でも会議規則の中に懲罰規定があり

ますので、その中で委員会をつくり、懲罰することも可能です。 

 ただ、常時、法の中は曖昧な、非常に漠然として書いてあるので、各自治体の倫理条例などでは、特

にそういった現時点な事件が起きたときには３日以内というようなことが書いてあるのですが、先ほど

の墨田区などは、何か月後でも、そういった形でできるという形で、議会自らの姿勢をきちっと示すよ

うな条例がつくられているので、先ほどもお話ししましたけれども、私も議会の中でその制定に関して

は、提案したり、意見を言っていかなければいけないと思いますが、この場をお借りして、今みたいな

お話をさせていただきたいと思います。 

 区議会の議会規則を、２３区全て見たのですが、やはり２３区全部の区で、規律や懲罰の規定があり

ます。こういったことを検討して研究しながら、資料等を集め、そして条例制定および倫理条例やハラ

スメント関係の条例をつくる際に、区議会事務局のほうで資料の収集や、その条例に基づく作業等の協

力をしていただきたいと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか。 

○大澤区議会事務局長  議員の方から調査等の依頼があれば、これまでと同様に対応してまいります。 

○高橋（し）委員  事務局の方々と協力しながら、そして議員の皆様の総意の下で、こういった形の

ものが進められていけばよろしいかと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、松本委員。 

○松本委員  私からは、１５０ページのふるさと納税寄附金、５２ページの特別区民税について伺い

ます。 

 ふるさと納税について１つだけ、区民の方から要望があったことなので、質疑というか要望させてい

ただきたいのですけれども、これは以前もどなたかが言われていたかもしれないのですが、今、ふるさ

と納税で、シナモロールに関する返礼品に代表されるように、品川区のオリジナルデザインを付した返

礼品があります。これは市販されていないわけですけれども、こうしたオリジナルデザインの返礼品に

ついて、区民の方から、ふるさと納税はもうしようがないけれども、有料でいいから購入できるように

してほしいという希望がありました。確かに、区民の方だけが購入できない品川区のオリジナルデザイ

ングッズというのは、行政サービスを区民が受けられないというので、違和感はございます。品川区の
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オリジナルデザインを付した返礼品の区民向け販売を希望いたしますが、いかがでしょうか。 

○宮澤税務課長  今、ふるさと納税の返礼品の中のシナモロールを活用したものということで、「し

ながわ観光大使シナモロールのわくわくしながわさんぽ」、いわゆる絵本のことかと思います。 

 令和３年より返礼品向けに独自にサンリオの協力を得て商品化したものでございまして、現在、確か

にふるさと納税でしか入手できないという状況になっております。区民の方のニーズというところがあ

るということでありますので、区民向けの一般販売については、有料頒布物として取り扱っていけるか

どうかというところと、あと販売価格等々をよくよく検討した上で、検討していきたいと思っておりま

す。 

○松本委員  数としては少ないかもしれませんが、一応、区の収入にもつながっていきますので、ぜ

ひご検討をよろしくお願いします。 

 次に特別区民税についてですが、今回、滞納繰越分の収入率が６０.１６％と記載されています。こ

れは特別区内でも極めて高い水準と理解しています。東京都の主税局が公開している令和５年度特別区

税調定収入状況決算額に、２３区の収入率の一覧が載っています。これは、区民税だけではなくて特別

区税全体のデータなのですけれども、なので、たばこ税や軽自動車税が入っています。ただ、これらの

比率というのは、滞納繰越分の中では、比率としては合わせても１％強なので、ある程度、捨象しても

問題ないかと思います。それで、各区の収入率を見ると、品川区が一番高いのです。多くが５０％にも

達していない。文京区に至っては２０％台です。品川区が６０％。令和５年度のときには６７％と書か

れておりまして、物すごく高いということが分かります。収納確保に向けた行政側のご努力の側面があ

るというところがあるので、敬意をもちろん表したいと思うのですが、やはり２３区を見てもかなり特

異な数字になっております。 

 そういうことが起きた場合には、もちろん正確であればいいのですけれども、念のため、データ上の

正確性を確認しておく必要があると考えます。この点なのですが、令和６年１月に板橋区で、区議会で、

特別区民税の滞納繰越分調定額の乖離についてという報告がなされています。実態値と報告値に、かな

り大きいのですが、７億円もの乖離が存在するということが発覚したということです。これは、なぜこ

うした乖離が生じているかというところなのですけれども、理由は２つあって、特別徴収分の翌年度分

を翌年度会計科目へ割り振りしなかったこと。期ずれみたいな感じですよね。翌年に繰り越さないとい

けないのを今年度分に計上してしまって、その分、収入額が上がったように見えたというところ。もう

一個が、還付未済額算定値過小に伴う報告値算定の過誤という理由が挙げられています。この点につい

て、当区では同様の乖離が生じていないのか、念のため伺いたいと思います。また、板橋区の事例に限

らず、ほかの自治体でも別の理由で収入額の実態値と報告値の乖離が発覚するということが、これはよ

く監査の中で発覚することがあるようなのです。もちろん、監査の中でそういうものが発覚すれば、そ

れで是正していけばいいのですけれども、できれば自分たちで気づけるものについては、気づけるよう

にしたほうがいいと思いますので、この点について念のため、当区においても一応、調査していただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○宮澤税務課長  特別区民税滞納繰越分に関してというところで、確かに６０.１６％というところ

で、２３区でも比較的高いというところです。過去を見てみても、令和５年から６０％以上になってい

て、それより以前は５０％後半台というところで推移してきているところでございます。職員一人一人

の粘り強い交渉等々もあろうかというところでございまして、今、委員にご指摘いただきました、いわ

ゆる乖離というお話でございますけれども、通常、日々、税を納付いただくところでございます。納付
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いただきましたものにつきましては、財務会計システムというところに計上するのと併せて、収納管理

システム、いわゆる税システムにも計上しているというところでございます。 

 これらのシステムについては、情報間連携というのはされていない、独立しているものになっており

ますが、日々頂いた情報というのを積み上げてきて、その積み重ねが収入済額として決算額としてとい

うところでございます。また、一方で調定額につきましては、日々、税額、課税変更は、過年度分も含

めて行っておりますが、税のシステム自体は調定額が積み上がってきているというところで、収納管理

システムと連携しているというところでございます。 

 システム間連携がされていないという点や、税の収納事務というのはとても複雑な面もあります。ま

た、来年１月にシステム標準化という移行等もありますので、先ほどご指摘いただいたところも含めて、

適切な賦課事務、賦課徴収事務に努めてまいります。 

○松本委員  今まさにおっしゃられたシステム間の連携のところと、システム統一化のところで、板

橋区の場合はシステム統一化の中で発覚したというところがありますので、ぜひこれを契機に、もう一

度、精査していただければと思います。 

 次に税の関係で、最近、参議院議員選挙で外国人問題が注目されているということで、区議会でも外

国人問題を扱われる議員も増えてきているかと思うのですが、そうした傾向もあり、総務省が全市区町

村を対象に、２０２４年に日本を出国した外国人労働者らの個人住民税の徴収実態に関する調査を始め

たとの報道が８月にありました。調査期間は８月１日から９月１日とのことで、当区も総務省に対して

回答を提出していると思うのですけれども、調査内容である、２０２４年１月から１２月に出国した人

の個人住民税の滞納件数や滞納税額について、お願いいたします。 

○宮澤税務課長  外国人の方の滞納状況というところでございます。今ちょっと条件というところが

あるのですが、令和６年度というところでの数値になります。令和６年度の外国人の滞納者の数という

のが７８０人。そのうち１７７人の方が出国しているという状況でございます。 

○松本委員  出国したのが１７０人程度ということで、残りの５００人から６００人の間ぐらいの方

が現在、滞納なのかなというところでお伺いいたしました。 

 この問題は、別に排外主義につなげたいわけではなくて、今の海外に出国されたという話も、日本に

ずっと住んでいる人には当てはまらないことで、仮に日本人であれ外国人であれ、海外に出国するとい

う、制度上というか仕組みがあれば、悪用したくなる人がいる、あるいは気づかない人がいるというの

もあり得るところだと思います。なので、こうした問題というのは、途端に外国人の滞納者がこうです

という数よりも、なぜそうなったのかというところが大事かと思っております。 

 その点で考えないといけないのが、統計上のデータの使い方でいろいろな偏見が生み出されてしまう

可能性があって、国内にいる外国人の方たちの滞納者数についても、場合によっては国民よりも、少し

違う数字が出るかもしれませんが、例えばここでも、今日は多分ご質問までは行けないのですけれども、

普通徴収と特別徴収で住民税のどちら側が高くなるかなどというところの状況が変わってくるのだと思

います。今日はもうここまでではありますけれども、きちんと数字を持ちながら、いろいろと外国人問

題を考えていかなければならないというところを言わせていただきまして、今日は終わります。 

○石田（秀）委員長  次に、鈴木委員。 

○鈴木委員  私からは、８８ページの生活保護費、それから生活困窮者支援費について、生活保護世

帯と低所得者世帯のエアコン設置助成を求めて質問したいと思います。それから、７８ページの区営住

宅使用料について、子育て世代への家賃助成等を求めたいと思います。 
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 今年の暑さは観測史上最高と言われています。東京都の監察医務院によると、昨年の熱中症によ

る２３区の死亡者数は確定値で３０６人、過去最多です。８６％が高齢者。問題は、エアコンなし

が２２％で、設置していたが使われていなかったという方が６４％。合計８６％もの方が、エアコンを

使わずに亡くなっています。地域でも生活保護の方がエアコンがなくて、もう暑くて食欲もなくて、体

重が５キロ減ってしまったという方や、エアコンが壊れたけれども、お金がなくて、買換えができずに

もう必死に耐えたという高齢のご夫婦など、何世帯もあります。 

 以前、生活保護の課長から、２年前の調査で９５％がエアコンありという答弁でした。そうすると、

約４,２００世帯の５％というと、２１０世帯が、エアコンがそもそもない。生活保護世帯だけで、こ

れだけエアコンがないという世帯が既にあるということです。低所得者世帯を入れれば、さらに多くな

るのではないかと思います。この猛暑でエアコンなしというのは、命に関わる問題だと考えますが、ど

う捉えられているか、まず伺いたいと思います。 

 それから、エアコンについては、東京都のゼロエミや、区の入居する際の大家へのエアコン新規設置

や、買換えの場合の３分の２の補助制度。これも大きな一歩だと思うのですけれども、それから、区の

省エネエアコン購入に、助成が１万円、補助がつくというのがありますけれども、いずれも自己負担が

かかります。生活保護の場合は、転居時や、新たに生活保護を開始するときには助成があるのですけれ

ども、現にエアコンのない部屋に居住している方、それからエアコンが壊れて買換えが必要な場合とい

うのは、助成がありません。そのために、エアコンのない生活を余儀なくされているという状況になっ

ています。 

 私は、生活保護の世帯や低所得者世帯が、自己負担なくエアコンを設置できる助成をぜひともしてい

ただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○豊嶋生活福祉課長  生活保護世帯のエアコンについて何点かご質問を頂きました。 

 まず、２年ほど前に区で行いました、生活保護世帯のエアコンの調査で、９５％程度が設置済みとい

うことで、残り５％、２１０世帯のお話が今ございました。確かに今年はすごく暑いというのは私も実

感しております。ただ、生活保護法、それから生活保護手帳にのっとりまして、法定受託事務である生

活保護につきましては、事務手順にのっとり、エアコンを出せる方には出してきたということが、今ま

での区の現状でございます。これは、どこの自治体でも同じかと思います。 

 また、毎年５月の終わりです。今年は令和７年５月３０日に、毎年出ますが、厚生労働省より事務連

絡が出まして、その運用手順にのっとって、エアコンに対しては仕切りをしなさいと。もし、そういっ

た対象にならない方につきましては、社会福祉協議会の貸付けをご案内しなさいということが毎年出さ

れますので、その手順にのっとって、区としては運用してきたというところでございます。 

 ただ、この暑さも踏まえまして、この間の第３回定例会でもご答弁がありましたとおり、今後、生活

保護世帯の方にもエアコンの支給ができるような助成について、現在、スキームについて検討を進めて

いるというところでございます。 

○鈴木委員  社会福祉協議会の貸付けということですけれども、生活保護の基準そのものがもうぎり

ぎりで、今、物価高がもうすごい勢いで、それにとても追いつかないというか、その中でも引き下げら

れたという状況がありますので、これを借りたくても借りられないというのが私は実態だと思います。 

 あと、２３区の中でも９区が、エアコン設置助成というのをやっています。そういう点では、ぜひと

も品川区として、生活保護の世帯、低所得者世帯の命に関わる問題ですので、自己負担なくエアコン設

置ができる助成というのは、ぜひとも実現させていただきたいと思います。 
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 それから、今年７５歳以上の区民に、水やスポーツドリンクを配って大変喜ばれています。そこのと

きにアンケートを取られたというのが本当によかったのではないかと思うのですけれども、区内でエア

コンのない世帯や、また使っていない世帯というのが、どれくらいあったのかということが把握されて

いるようでしたら、お聞かせいただけないでしょうか。それが１点です。 

 それから、エアコンがあっても使われずに亡くなられた方が６４％いるわけなのです。その中には、

電気代の負担が重いために使わないという方も多いと思います。生活保護の場合は、暖房費のための冬

季加算というのはあるのですけれども、冷房費のための夏季加算というのがないのです。そういう中で、

冬季加算は１人世帯では２,６３０円、２人世帯で３,７３０円という形で支給されているわけなのです

けれども、これだけ猛暑の中で、夏季加算が必要だと思うのですけれども、この夏季加算については、

多くの団体からも、夏季加算を求めるというのは国にも届けられていると思うのですけれども、ぜひ区

としても夏季加算を国に求めていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 それから、国が夏季加算をつくるまで、品川区として法外援護で、夏のエアコン電気代助成制度をぜ

ひともつくっていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。また、低所得者の方も電気代のこと

を心配しないでエアコンが使えるように、電気代補助というのもぜひつくっていただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○豊嶋生活福祉課長  まず今回の熱中症対策で水を配った際に、エアコンを使っている、使っていな

いの数字でございます。２万２,１９７世帯に訪問した際、使っていた世帯が２万１,１９５世帯という

ことが、今、数値として手元にございます。また、エアコンが設置されていない世帯が１３５世帯とい

うことで、数字が報告が上がってございますことは報告しておきます。 

 生活保護世帯のエアコンを使っていない世帯についてですが、ケースワーカーが順次家庭訪問する際

に確認はしていますが、数値としては今手元にはございません。ただ、先ほど委員もご指摘されたよう

に、電気代が高いからといってエアコンを使わない方も一部、中にはおりますが、またその反面、エア

コン自体があまり好きではない。風がやはりどうしても嫌だという方も一定数いることも事実でござい

ます。そういったことを含めまして、エアコンが設置されているご家庭については、適切にエアコンが

使えるような指導も、まずはしていくということも考えなくてはいけないということは、十分こちらで

も理解しているところでございます。 

 夏季加算についてです。委員も今、お話がありましたとおり、本来、国が手当てすべきところでござ

いまして、品川区だけが特別に暑くて夏季加算をということは、やはりなかなか難しい部分でもあるか

とは思います。まずはエアコンの設置ができるように、現在、区としては検討を進めているところでご

ざいますので、エアコンの設置の助成と、それから適切にエアコンを使用するというところで、何とか

熱中症を防ぐ手だてとしていきたいと、区としては考えてございます。 

○鈴木委員  本当にアンケートも取っていただいて、エアコンを設置していない世帯が１３５世帯し

かいないというのは今回初めて伺って、これしかいないということであれば、設置助成をするとしても、

本当にそれほど大きくない。もう、それぐらいしかいないのだな、その割には周りにいるなと思いなが

ら聞いていたのですけれども、そういう点では、ぜひエアコンを自己負担なく設置していただきたいと

いうことと、電気代補助というのは、もともと本来、国がやるべきという夏季加算というのは、ぜひと

も区としても求めていただきたいと思います。それから、法外援護でできることだと思いますので、こ

れもぜひ検討していただきたいと思います。時間がなくなってきましたので、次に移りたいと思います。 

 区営住宅使用料について、特に子育て世帯について伺いたいと思います。 
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 令和６年度で、子どもがいる世帯の申請者数と、入居できた世帯数を教えてください。 

○川原住宅課長  区営住宅の子育て世帯の申請状況と入居についてのご質問でございます。 

 今現在、手元のところでは、全体の入居に対しての申込みでの入居者というところが分かるのですけ

れども、年齢ごとというところが、入居の申込み時点では分かりません。申し訳ございません。ただ、

現在の入居、８月末現在の年齢別構成というところでは、２０代の世帯、また３０代の世帯、４０代、

子育てをしていると想定される世帯数では４０世帯いるといったところでございます。 

○鈴木委員  ありがとうございます。事前に言っていなくてすみません。 

 本当に、区営住宅に申し込んでもなかなか入れないという実態があると思います。本当に、希望者が

全員、区営住宅に入れれば、かなり住まいの問題というのは解決すると思うのですが、実際にはそうは

なかなかならないというのが実態だと思います。 

 そういう中で、子ども計画の就学前人口の年齢別推移というのを見ますと、生まれた子どもが年を追

うごとに転居していき、四歳、五歳になるまでには５００人近くが減ってしまうという状況になってい

ると思います。この１つの原因というのは、品川区の家賃が高いということではないかと思うのです。

品川区は便利だし、子育て支援も充実しているので、住み続けたいと願いながらも、家賃が高くて品川

区に住み続けられないという状況であると思うのですけれども、２３区でも、ファミリー世帯への家賃

助成や、転居費用の助成をしているという区が、分かっただけでも、千代田区、新宿区、北区、豊島区、

目黒区などが支援しているという状況がありました。子どもが増えたり大きくなって転居しなければな

らなくなったときに、敷金、礼金、前家賃、仲介手数料、保証料など、家賃の大体５.５か月から６か

月分ぐらいかかりまして、その上に引っ越し費用がかかるので、大きな負担になるわけです。そんな中

で、品川区の子ども計画では、これから未就学児が微増と推定しています。私は、品川区に住み続けた

い人が住み続けられるように、ファミリー世帯への家賃助成や転居費用の助成制度もつくっていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

○川原住宅課長  子育て世帯のファミリー層に対しての家賃助成や、転居費に対してのご質問でござ

います。 

 現在のところ、子育て世帯に対して、民間賃貸住宅を対象とした家賃助成や引っ越しの助成を行う予

定はございませんが、現在の事業として住宅課では、住宅セーフティネット法に基づくセーフティネッ

ト専用住宅を対象とした家賃低廉化の予算を確保しているところでございます。 

 また、委員ご指摘の家賃助成とは制度は異なるのですけれども、低所得者層向けもしくは中低所得者

層向けの区営住宅・区民住宅も維持管理を徹底しておりますので、今後の子育て世帯の住まいの在り方

というところは検討してまいりたいと思います。 

○石田（秀）委員長  次に、こんの委員。 

○こんの委員  私からは、７４ページ、高齢者等住宅使用料、７８ページ、区営住宅使用料と区民住

宅使用料、８４ページ、放置自転車等保管手数料、１２０ページ、サービス付高齢者住宅家賃軽減補助

金、１２６ページ、医療保健政策包括補助金、順不同でお聞きしたいと思います。 

 まず、医療保健政策包括補助金ですけれども、この補助金を充当している事業は、子どもや高齢者の

インフルエンザ、あるいはお子さんのおたふく風邪などといった任意接種などの予防接種に充当されて

いると思いますけれども、その中で区独自の費用助成に充当している予防接種を、まずお知らせくださ

い。 

○五十嵐保健予防課長  区独自の予防接種ですが、定期予防接種は皆さんやっているところですが、
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区独自の予防接種としましては、子どもの予防接種につきましては、おたふく風邪のワクチンとインフ

ルエンザのワクチンの助成を行っております。また、男性のＨＰＶワクチンの助成を行っているところ

です。ほかに、定期予防接種で受けられなかった方のＭＲワクチン、はしかと風疹のワクチンになりま

すが、こちらをやっております。また、先天性風疹症候群の対策としまして、大人の方、妊婦、妊娠を

希望する女性、または、妊婦または妊娠を希望する女性の夫に対しまして、風疹のワクチンの助成を

行っております。ほかには任意予防接種としまして、帯状疱疹のワクチンを、５０歳以上の方に、定期

接種以外の方には任意接種としてやらせていただいているところです。また、高齢者の方につきまして

は、任意接種としまして肺炎球菌ワクチンを実施させていただいているところです。 

○こんの委員  今、ご説明というか、お知らせを頂いたところは、大変に区民の皆さんの健康と命を

守る観点でしてくださっていて、区独自の補助を実施してくださっている。中には、国の定期接種の動

向を注視しながらも、区独自の費用補助を実施してくださっているのは、区民の方の命と健康を守ると

いうことで、英断的にやってくださっているのは本当に感謝しております。 

 その中で、国の定期接種などの動向を見ながらも、独自で補助してくださる場合と、そうではないと

いうものもあって、何か基準や考え方の指標などがあって、こういうふうになっているのか。その辺の、

いわゆる独自費用助成を実施しようとするときの検討の背景というか、そういうものがありましたらお

知らせください。 

○五十嵐保健予防課長  任意予防接種の助成につきましては、その時々の状況を鑑みながら実施させ

ていただいているところです。例えばＭＲワクチン等は、はしか、風疹などにかかるとお子さんが重症

化してしまうこともありますので、定期予防接種を逃した方につきましては実施させていただいており

ます。また、大人の方に関しましても、妊婦がかかったりすると、赤ちゃんに対しまして先天性風疹症

候群を起こす可能性がありますので、そういうものの予防ということでやらせていただいているところ

です。 

 また、男性のＨＰＶワクチン等につきましては、女性の定期接種はございますが、男性がないという

ことで、どうしようかという話はあったのですけれども、大きな理由としましては、東京都が助成する

ということがございましたので、区でも助成をさせていただいているような状況がございます。 

○こんの委員  それぞれ、そのときに応じて、また必要なものをということで、区独自でこうした補

助をつくってくださっているということが分かりました。 

 その中で、まだまだ国の定期接種を待っていて、なかなか区の費用助成がなされていない予防接種も

あるかと思います。そこで、昨年私も第３回定例会の本会議の一般質問で、乳幼児と高齢者などのＲＳ

ウイルス感染症の重症化を防ぐために必要な予防接種の費用助成を求めてまいりました。このときのご

答弁では、接種費用への助成制度の創設については、当時、国の審議会において、小児および高齢者を

対象とした定期接種に関する議論が始まったところであり、安全性、有効性に加えて費用対効果の面で

も検討されていることなので、そうしたことを注視していきますというご答弁でございました。その後、

検討が進んでいるかと思いますし、また安全性などは小児学会でも、いろいろな子どもへのワクチンの

薬などの安全性なども言われているところですので、こうしたこともにらみつつ、区としては、これを

どのように捉え、そして今後、ＲＳウイルス感染症予防接種への区独自の助成制度の創設をいま一度求

めたいわけですが、区のご見解をお聞かせください。 

○五十嵐保健予防課長  区としましては、様々な任意予防接種について助成してまいりましたが、今

まで実施してまいりました予防接種に関しましては、今までずっとやられていた予防接種で安全性が確
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認されているものを補助してきたという状況になってございます。ＲＳウイルスワクチンにつきまして

は、新たに認められたワクチンですので、状況がある程度、安全性があるということは分かっていると

ころではございますが、ＲＳウイルスワクチンにつきましては、お子さんを守るために、妊婦に接種す

るという状況ですので、その中でどのような接種方法がいいのか、いつ実施するほうがいいのかという

ようなことが、まだ固まってきていない状況と認識しているところです。そのような状況がある程度、

分かってくるような状況が見えましたら、また区としても助成については考えていくことはできるのか

なと思っている状況です。 

○こんの委員  安全性が確認されて、その動きを見ますということでございます。 

 いわゆる注視をしていっていただくのは大変にありがたいことですし、そうしたことが安全に行われ

るということが大前提でございますので、そうした考え方は理解はしておりますけれども、なるべく早

めにこうしたことも進めていくことが必要ということで、今回またこうして要望させていただきました

が、この点についても前向きに、積極的に注視していただきながら、進めていただきたいと思っており

ます。何かございましたら、ご答弁いただきたいと思います。 

 次に参ります。次は、高齢者の住宅について２点、高齢者の住宅の使用料とサービス付高齢者住宅の

補助金。この２つからお聞きしたいと思っておるのですが、特に大井林町のサービス付高齢者住宅につ

いてでございます。 

 使用料については、補助を頂きながらというところですが、家賃のほかに管理費をお支払いしている

と思います。まずは、その管理費の額と、その管理費はどのように使われているのか、その辺をまず確

認させてください。 

○樫村高齢者地域支援課長  大井林町についての管理費の用途についてのお尋ねでございます。 

 こちらにつきましては、共用部分等の管理といったものに費用を充てているところでございます。 

○こんの委員  共用部分に使ってくださっているということで、分かりました。 

 共用部分ではない専用部分の修繕。いろいろな不具合が起きたときのお部屋の中の修繕というのは、

どのように行われているのでしょうか。また、高齢者の方々がお部屋の中でいろいろな不具合があった

ときに、聞こえてくるお声が、なかなかすぐに対応してもらえない、様子見をされてしまうといったこ

とで、工務店を呼んで状況を見てもらう、例えば水道管ということになりますと、そちらの専門家の業

者を呼んでというような手配を考えられるわけですが、割と様子見をしてしまわれるといったケースが

あるようです。そうしたことは、指定管理をしてくださっている事業者と、区としても把握し対応して

くださっていることを、区としてはどのように認識されているのか、お伺いしたいと思います。 

○樫村高齢者地域支援課長  お住まいの部屋の専用部分についての不具合等があった場合の対応と

いったところでございますけれども、基本的に故意等で破損したもの等につきましては、入居者のご負

担を頂いているといったところでございますが、通常使用、例えば冷蔵庫を置いていることによって床

がへこんだり、通常の使用によって不具合が出た場合につきましては、管理者のほうで費用負担をさせ

ていただいているといったところでございます。 

 そういったところの対応についての把握でございますけれども、基本的には、お住まいの方とオー

ナーの方で、管理者と調整していただいているので、そちらで対応していただいているところでござい

ますけれども、何か問題がある場合には、区にも連絡を頂いて、区が仲介してスムーズな入居になるよ

うな形でご案内をしているところでございます。 

○こんの委員  居住者の方と管理者の方というところが、１つ課題として見えてきているわけなので
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すけれども、入居者の感想をそのままお伝えすると、なかなか管理者の方にすぐに対応していただけな

いという声が実はあったりするわけなのです。それはどういうことなのかというと、費用面でもそうで

す。どちらが払うのか。いや、これは故意だ。いや、故意ではないのです。前から少しおかしかったの

ですというようなやり取りで、費用面でも自己負担を請求されるみたいなこともあったということで、

お言葉ですが、苦情のようなお話がこちらに来ておるわけなのです。ですので、なるべく管理者と入居

者との関係性というのは大事なので、その辺のところを、どうか管理者の方は多分、入居者の方への対

応はきちんとしてくださっているとは思うのですが、一方でそういう声が入ってきてしまうと、どうな

のかなというところもございますので、区としては管理者のご対応なども、見ていただくというか、把

握していただくというか、お仕事をお願いしているこちらとしては、そういうことも把握が必要ではな

いかと思うところですけれども、区としてはどのようにお考えでしょうか。 

○樫村高齢者地域支援課長  委員がご指摘のとおり、現在につきましては、管理者から何かあった場

合に区に連絡を頂くという形を取っておりますが、それだけですと、実際の入居者のそういった細かい

お声などが届かない場合もございますので、適宜、入居者の方にもそういったご意見を伺える場面等を

つくっていけたらいいなと思っております。 

○こんの委員  ぜひ入居者の方のお声を聞いていただくということはあっていただきたいと思います。

「いろいろと言いにくいな」、「管理者の方に声をかけたいな」、「聞いてほしいな」、こうしたこと

が言いづらい雰囲気があるという声も入ってきておりますので、もしあれでしたら、そうした入居者の

お声も聞いていただけますと、管理者とのそうしたことも、区として修繕というか、そうしたこともで

きるのかなと思いますので、ぜひその点、入居者のお声もぜひ聞いていただきたいと思います。要望で

終わります。 

○石田（秀）委員長  次に、藤原委員。 

○藤原委員  ７８ページ、区民住宅使用料、区営住宅使用料、１４６ページ、財産収入、これは国債

のことについて伺います。５２ページ、特別区民税、６０ページ、特別区財政調整交付金を伺いますが、

まず初めに財産収入、国債です。区として国債を今買われていると思うのですけれども、今の状況を教

えてください。 

 それと、次に、区民住宅、区営住宅。外国人の方が入られていると思うのですが、何戸あって、どれ

ぐらいの方が入っているかということを教えてください。 

 区民税。毎年、２３区の中で徴収率がトップですよね。課長、新しくその立場に就かれたわけですけ

れども、いわゆる品川区の伝統の徴収率１位というのは維持できているのか、教えてください。 

○品川会計管理者  基金の運用の際に、いろいろと国債、地方債等、購入しているのですけれども、

国債についても一部、購入はしてございます。先月ぐらいまではかなり大きい金額で運用していたので

すが、償還が来まして、少しまた今月、購入させていただいているという状況でございます。 

○川原住宅課長  区営住宅にお住まいの外国人の方の世帯数といったご質問でございます。 

 現在、区営住宅には１３世帯の外国人の世帯の方が住まれておりまして、うち単身の外国人の方は 

１世帯のみでございます。残りの１２世帯については、夫婦もしくは親子、またお子様との３人以上の

家庭といった形でございます。 

○宮澤税務課長  令和６年度の住民税の収納率でございます。２３区で１位という状況でございます。 

○藤原委員  国債なのですけれども、一部というお話でしたが、まず品川区はそういう意味で、運用

という意味ではいろいろな歴史があって、それがいい意味の勉強にはなっていると思うのですけれども、
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私は、もちろん元本保証という意味は大事なのですけれども、もう少し利率という意味で運用していく

べきだと思っているのですけれども、国債は、この国がある以上、大体１０年後ぐらいに償還できると

思っています。だけれども、利率を見て、条例等、今ルールがあると思うのですけれども、そろそろ利

率、運用ということ、そして利子で収入を得るという考えを、もう少し強くしていったほうがいいと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

 あと、住宅課長、私は外国の方も、この国にとって大事だと思っています。ただ、特に区営住宅は、

いろいろな高齢者の方に会うと、やはりいつも抽せんに落ちて、入りたくても入れないというのです。

私は、まず日本の方を入れてあげたいという思いが、心の中に出てしまうのです。ルールがあると答弁

されると思うのです。だけど、日本の方という思いがあるので、その辺についていかがでしょうか。 

 税務課長、今日の答弁を伺っても、税務課長がすばらしいから、ふるさと納税等のことに関しても、

係があるからできると思うのですけれども、私は、税務課というのは、まず徴収していただくことに特

化していってもらいたいと思うのです。それで、人口動態を含めて、これから品川区がどうなるのか、

どういうふうに伸びていくのか、そしてどういう税収になっていくのか。これはやはり企画課長がやる

べきだと私は思います。私は思いますけれども、何か今日伺っていて、税務課長が答えられる。それは

所管だから。でも、せっかく企画課は人口動態を持っていますよね。そうしたら、こうなって、こう

なって、こうなっているから。その上が企画経営部ですよね。だから、こうなるのだから、こういう経

営をしていくのだと。企画経営部長、そこはやはり、しっかり押さえていかないといけないのです。名

称も企画部長から企画経営部長になったのですから、そこはしっかりやっていただきたいと思うので、

答弁ください。 

○品川会計管理者  国債の運用なのですけれども、本当に先月まで、６０億円ぐらい運用していたの

ですが、これがもう償還になりまして、今回新しく買ったところも、本当に短期で数十億円というとこ

ろで運用しています。それ以外については、空港の債券や道路の債券など、大体は国債より少し利回り

のいいものを、今、積極的に買うようにしてございます。今、金利も非常に上がってきているところな

ので、そういう動向を見極めながら、債券購入についてはいろいろと研究しながら買っていきたいと

思っております。 

○川原住宅課長  外国人の方の入居の資格についてのご質問かと思います。 

 現在、区営住宅は４３９戸中、先ほど申し上げた１３世帯、外国人の方がいらっしゃる。割合だと、

まだと言ったらあれなのですが、３％強といったところでございます。こちらは、実は問合せや窓口に

来る外国人の方は多いところではあるのですけれども、資格要件に該当しない方が非常に多いといった

ところでございます。日本に永住・定住することを認められた方、日本国に１年以上在住していて、住

民票を提出できる方という要件が一定度数ございますので、そういった方については、引き続きご案内

はさせていただくのですが、ただ、そうはいっても日本の方で、なかなか何年もお住まいになれない、

住みたくても住めない方がいるということは承知してございますので、引き続き５月から住宅の総合相

談窓口も開設いたしましたので、そういった住まいの相談にも積極的に応じて、しっかりと対応してま

いりたいと思います。 

○久保田企画経営部長  ふるさと納税も含めて、企画経営部の役割ということのご質問だと思います

けれども、令和６年のときに組織改正がありまして、税務課と経理課が企画部に来ました。特に税務課

が組織改正で来たのは収入面ということで、企画課もそうですけれども、財政課とも連携して、品川区

の収入に対して一体的に取り組んでいくといった中で、それと併せて、ふるさと納税等による税外収入
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もしっかり確保していきたいということで、そういった観点から経営の視点も含めて組織改正をやらせ

ていただいたというところです。 

 また、その一方で、経理課等も来まして、品川区全体の財産管理や公有地の有効活用といったところ

の視点も大事でございますので、企画課と施設整備課と経理課が連携して、そういったところでも中長

期的な視点を持って取り組んでいきたいということで、そういった意味で企画経営部ということで、経

営も重視して、今取り組んでいるところでございます。 

○藤原委員  住宅課長、私の質問の仕方が悪かったのです。窓口での説明を伺ったのではなくて、私

は、日本の方を多く入れていただきたいという思いで質問をさせていただきました。その答弁がなかっ

たので、また伺います。 

 あと、国債で６０億円と出ましたけれども、さっき道路のなどとおっしゃっていて、そうすると、運

用しているのは、全部合わせると１００億円ぐらいですよね。もっとか。運用していると思うのですけ

れども、その運用の利率によって、区に入ってくるお金というのは莫大だと思うのです。だから、その

辺も今、６０億円というお話でしたけれども、もうこれから運用の率によって、入ってくるお金という

のは変わってきますから、そこを注視していただきたいのと、もう少し運用というのに力を入れていっ

ていただきたいと思いますので、これは要望で、次に財政調整に行きます。 

 財政調整は毎回伺っているのですけれども、私はやはり品川区にお金が欲しいのです。欲しいから、

こういうふうに伺うのです。無理は言っていないです。財政調整は、仕事に合った利率で欲しいと私は

いつも思って、こういう場面でお話しさせていただいています。財政調整だけではないです。都市計画

交付金だってそうです。７対３ということでいうならば、全部で大体９００億円ですよね、財政課長。

それが今、３００億円しか来ていない。これはどう考えてもおかしいです。財政課長、都市計画交付金

に関しては、ぜひ答弁ください。それと、何でこういうふうに仕事、仕事と言うかというと、９月１１日

の大雨が降ったとき、もう５時には防災課の方が西大井の地域を回っていました。私もすぐ行ったので

すけれども、西大井を回っていました。それだけではない。私の近所の生活保護を多分受けている方の

ところには、生活福祉課の職員の方がもう回っていた。それで、何で防災課ではないのにと言ったら、

「何を言っているのですか」と。生活保護の方はお１人が多いから、一軒一軒回っていました。私は、

生活福祉課の職員の方に、家の前で会ったから。それだけではない。次の日、金曜日です。うちは金曜

日が、ごみの収集です。清掃局、清掃の方が朝、こう言っていた。「今日は２回回りますから」と。何

で２回なのか。「昨日、雨が降ったから、ごみが多いでしょう。だから今日だけ２回回る」。つまり、

何が言いたいか。やはり品川区は身近な自治体なのです。だから、財政調整という形でお金が下りてく

る。やはり身近な自治体に、仕事に見合ったお金を東京都から頂きたいという、ただ単に純粋な思いで

す。それだけではない。あれですよね、新井副区長、ＯＥＣＤが３８か国あるうち、日本は、公共部門、

いわゆる公的セクターが子どもの教育に対して財政を支出している割合は、３８か国中、３６位なので

すよね。これは、総括のときに熱い答弁をもらいましたよね。だから、子どもの未来のために、この社

会を残すために、財政調整を含め、一生懸命、今やっているのだということですよね。だから、やはり

こういう思いというのを、特に企画、財政、副区長、区長を含めて、思ってやっていかないといけない

と思うのですけれども、その辺については、もう誰が答弁してくれてもいいです。交付金については財

政課長、ぜひ答弁ください。 

○加島財政課長  都区財政調整と都市計画交付金についてお尋ねいただきました。 

 まず都市計画交付金ですけれども、確かに今まで２００億円でしたのが、今年１００億円増額となっ
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て３００億円となりましたけれども、先ほど委員からもございましたとおり、実際、特別区の都市計画

事業に対する需要は９００億円と試算しておりますので、３００億円では到底、実態に見合っていない

ということは認識しております。実態に見合った財源を、特別区できちんと東京都と交渉して獲得して

いくということは、１つの大きな使命だと考えております。 

 それから財政調整につきましても、この間の一番大きなトピックは、区立児童相談所に関して、その

役割分担に変更が生じたのだから、財政調整の割合の変更をということは、ずっとこの間の大きなト

ピックでした。それにつきましては、令和７年度都区財政調整協議の中の１つの要素といたしまして、

令和７年度より５５.１％が５６％になってきたところでございます。ただ、特別区の需要というのは、

それだけではないです。災害が発生したときの経費もそうですし、それからゼロカーボンに関して推進

していくための経費、子育てを推進していくための経費、様々ございます。少子化・高齢化も課題とし

てございますので、私どもといたしましては、そこに見合った財源がきちんと補塡されるように求めて

いきたいと考えております。 

○石田（秀）委員長  次に、せお委員。 

○せお委員  １３９ページ、給食運営費についてお伺いします。 

 こちらは東京都の補助金としての歳入ですけれども、対象としては食材費のみだと理解していますの

で、６億円余となっています。しかしながら、給食運営費や給食施設整備費など、区での給食事業全体

では、令和６年度、３２億円余の予算が使われておりまして、改めて子どもたちが毎日のように食べる

給食には大きな予算が使われていて、ありがたいと感じるとともに、これぞ行政が果たすべき役割だと

感じています。 

 そこで、今年度予算化されました学校給食における有機農産物等活用推進事業ですが、予算案が発表

された後、私たち会派で地元の複数の青果事業者と意見交換を行い、予算特別委員会で問題提起や提案

をさせていただきました。具体的には、地元業者との意見交換の実施、調理師・栄養士が引き続きス

ムーズに調整しながら業務を行えるような仕組みの構築、まずはトライアルで行い、その後、検証を行

うことなどをお伝えしました。現時点で、こちらの事業の進捗状況と、改めて目的をお聞かせいただけ

ればと思います。 

○石井学務課長  学校給食における有機農産物等活用推進事業につきまして、先般の予算特別委員会

で、様々ご審議の中でご提案を頂きました。その中で、例えば地元の青果事業者や調理現場、栄養士と、

丁寧に意見交換をしながら、この間、進めてまいりました。４月から関係各所とそういった意見交換を

続け、さらに６月からは、その中で得られた知見を基に、事業の具体化についてここまで取り組んでま

いりました。 

 例えば野菜の大きさなどといったものについても、実際に現物を見ながらやっていくということで、

サンプル品の比較会も実施しました。また、関係各所の中には農林水産省もございまして、この農林水

産省も品川区の動向を注視しているというところで、意見交換を行ってまいりました。様々な方々のご

意見を頂きながら、まず現場にとって負担なくやるためには、きちんと、まず１品でもいいから、そし

て少しでもいいから、有機野菜を使って給食を作っていこうというところで、９月より試行的に各区立

学校の調理現場で有機野菜が使われているところでございます。 

 こういったことを踏まえながら、現場に対して、一つ一つ課題をクリアしながら進めていくというと

ころで事業を進める中で、やはりこの事業につきましては、農林水産省が定めております、みどりの食

料システム戦略にのっとって、事業を進めているところでございます。日本の有機農業の推進について、
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これを消費者の立場から応援していくという立場で、この事業を行っているところでございます。 

○せお委員  会派の提案も活かされた形となっておりますし、何よりも所管が丁寧に進めてくださっ

たのだなと感じることができて、ありがたいと思っています。ぜひ、引き続き丁寧に進めていただいて、

その都度報告いただければと思います。 

 さらに、私は常に子どもたちの気持ちを考えたい。給食に関して言うと、子どもたちがより喜ぶ、子

どもたちがより満足するという給食を考えていきたいと思っています。大人の事情などは関係なくて、

食べる主体は子どもたちです。 

 今年の予算委員会では、肉の量が東京都の中で最も少ないというデータがあるというお話もさせてい

ただきました。肉が増えれば子どもたちが満足するという話ではないのですけれども、子どもたちの好

みや食べる量もそれぞれ異なるので、一概に何がいいと言えないのが難しいところではありますが、子

どもたちが主体の給食は子どもたちが話し合って決めていければいいと考えています。前回も、足立区

の「おいしい給食担当課」のお話をさせていただきましたけれども、給食プロジェクトのような取組を

構築していただくのも１つですし、大人が補助しながらワークショップなどを行うのも、自分たちが決

めた給食ということで、楽しみも加わって、満足度も高まるのではないでしょうか。 

 学校によって行っているところもあると聞いておりますけれども、教育委員会が主体となって、各学

校の差異なく行っていただきたいと考えます。こちらの見解を伺います。 

○石井学務課長  まずやはり給食を食べるのは子どもが主役でございますので、そういった、子ども

たちにとっての魅力ある給食は一番大事であると考えております。 

 学校によっては、例えば探究の授業から生まれたメニューなどといったものがすごく評判であると。

あとは、栄養士の取組によって、学校の人気メニューのレシピを配布するなどといった取組が、もろも

ろ行われているところです。 

 区としても、例えば食育推進月間の６月に合わせて、広報しながわで学校給食の人気メニューのレシ

ピなどを掲載させていただいたり、そういった取組をこれまでもしているところでございます。こう

いった中で、今までの給食の取組に加えて、さらにどうやったら魅力ある給食を運営できるか。これに

ついては、教育委員会としてもしっかり考えていきたいと思っております。 

○せお委員  様々な事例なども聞けて、本当によかったと思うのですけれども、もう、ぜひ子どもた

ちの声というところを一番に考えて、進めていっていただきたいと思っています。 

 有機農産物を、場面に応じて少し取り入れていくということに反対はないのですけれども、今回の給

食に関しての新事業は、唐突だったこともあって、多くの関わりある方たちが困惑するという事態が起

こりました。そういった事態に関連してですが、今日は歳入なので、一応、歳入について少し触れるの

ですけれども、令和６年度の新規事業や無償化などを見ていても、新しい事業が始まることによって生

じる課題について検討されたのかというところは少し心配しています。冒頭のご説明や質疑などで、歳

入の確保はされていて、前年度より伸びているということは理解していますが、様々、新規事業や無償

化を行う。それで、その後、議会で課題を指摘されて補正予算を組むという流れですと、歳入のほとん

どは金額が決定するのは年度の途中や後半ですし、想定外のことが起こる可能性もありますので、これ

がスタンダードになるのは、今後の中長期的に見た財政に不安を少し抱きます。ですから、新しい施策

に対しては、その結果、起こる課題に対しても、当初から抱き合わせで施策を打っていただいて、当初

からの予算確保をお願いしたいです。こちらは企画課か財政課か、すみません、ご見解を伺います。 

○加島財政課長  予算編成過程における事業の持続可能性というところかと思います。 
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 課題につきましても、もちろん各課とのヒアリングの中で、また調書を提出していただくに当たって

記載を頂いているところでございます。ただ、実際、始めてみた中でつかんでくる課題というものもご

ざいます。利用者から頂くお声から課題をつかむこともございますし、数的な実績の動きから、このよ

うな問題が生じているのかということを把握することもございます。私どもといたしましては、予算編

成に当たりまして、区の政策方針との整合性が取れているか、それから実現可能性、体制や規模感、実

現可能性があるか、また費用対効果に見合っているかといったことは査定の際に照らし合わせつつも、

今、区の方向性に合っているものにつきましては、やっていく中で課題を把握するものもあるかもしれ

ませんけれども、予算化して、きちんと所管課と共に歩んでいきたいと思っております。 

○せお委員  だから、新規事業をやってみて出てきたものということに関しては、もう効果検証とい

うところは大事になってきますし、先ほど私が言ったところで、新規事業を進める前に、起こり得る課

題というのを事前に検討できたら、より効果的な事業となってくると思いますので、ぜひその辺も慎重

にお願いしたいと思っています。 

 令和６年度も、区民の皆さんが幸せになる施策をたくさん打っていただいておりますので、廃止しな

ければならないという事態にならないように、持続可能な施策展開というのを、ぜひよろしくお願いい

たします。 

○石田（秀）委員長  以上をもちまして、本日予定の審査は全て終了いたしました。 

 次の会議は、１０月２日午前９時３０分から開きます。 

 本日はこれをもって閉会いたします。 

○午後 ５時３６分閉会 

                                              

委 員 長  石 田 秀 男 

 


